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   （午前10時０分開議） 

  （菅野議長議長席に着く） 

○議長（菅野吉記君） おはようございます。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  まず、報道機関による傍聴席での撮影及び

録音の許可についてでありますが、神戸新聞

社より本日の本会議の模様を撮影及び録音し

たい旨の申出があり許可いたしましたので、

御報告申し上げておきます。 

  次に、昨日の本会議において可決されまし

た国家公務員の地域手当に準拠した地域区分

の見直しを求める意見書提出の件は、関係方

面と調整の上、提出いたしておきましたので

御了承願います。 

  以上、報告を終わります。 

  それでは、これより議事に入ります。 

  日程によりまして、日程第１ 一般質問に

入ります。 

  これより順次発言を許可いたします。 

  59番平井真千子君。 

  （59番平井真千子君登壇）（拍手） 

○59番（平井真千子君） おはようございます、

よろしくお願いいたします。まず、地方創生

2.0基本構想を踏まえた本市の施策展開につ

いてお聞きをいたします。 

  本年６月、国から新たな地方創生の方向性

として、地方創生2.0が示されました。国は、

2014年から地方創生を打ち出し、地方の人口

減に歯止めをかけるため、各自治体が主体的

に対策を講じるよう促してまいりました。し

かし、新たな構想では、この10年間の取組に

ついて、子育て支援や移住促進などが中心と

なり、地方公共団体間での人口の奪い合いに

つながった。出生率の地域比較が注目された

が、各地の出生数の大幅な減少に対して、よ

り目を向けるべきだったのではないか。地方

公共団体が行う行政サービスに地域差・偏在

が生じ、そのことがさらなる一極集中を招い

ているといった反省点を列挙し、東京一極集

中の大きな流れを変えるには至らず、若者や

女性が地方を離れる動きが加速しているなど

と総括をしております。 

  そこで、今後は人口獲得競争から脱却をし、

人口減少を正面から受け止め適応していく方

向へとかじを切るとしており、人口減少の中

でも機能し得る地域社会や産業構造の再構築

に向けた議論の重要性についても示されてお

ります。これは、久元市長がこれまで進めて

きた持続可能な都市運営の理念と一致するも

ので、市長の先見性が明らかになったにすぎ

ず、神戸にとって施策の方向転換を迫られる

ものではありません。 

  しかしながら国の方針が本市の理念を後押

しする追い風となり得る今、この好機を生か

し、人口減少や東京一極集中という大きな課

題にどう立ち向かっていくのでしょうか。本

市の持続的な発展に向けた今後の施策展開に

ついて見解をお伺いいたします。 

  次に、住宅供給の促進についてお聞きをし

ます。 

  本市では、多様化する住まいのニーズへの

対応とＳＤＧｓの観点から、良質でちょうど

よい戸建て中心の住宅供給に取り組む方針を

新たに掲げており、先日の総括質疑でも、ス

ピード感を持って多様なライフスタイルの実

現につなげるとの答弁がありました。三宮の

都心部には、商業やオフィスを集積させ、そ

の周辺で居住ニーズに応えていくという、市

長の目指す神戸像を具体化する施策の１つと

して期待しているところであります。 

  人口減少は受け入れながらまちづくりを行

うといっても、一定の社会増が見込まれる中

で、神戸に住みたい方が神戸に住むことがで

きるよう、ニーズを逃さないことは必要であ

ります。早速市有地売却の公募が開始された

ところでありますが、今のところ郊外の物件

が中心となっております。市内各地域の活性

化が必要でありますが、市街地で空洞化が課

題となっている地域では、神戸市が眠らせて
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いる土地がないかを洗い出し、ぜひ積極的な

取組を求めたいと思います。 

  例えば、長田区には多くの市営住宅が集積

しておりますが、既にマネジメント計画の対

象となっているものもあり、将来的に活用可

能な土地が生じると考えられます。また、西

市民病院の移転後の跡地なども有効な活用の

候補であります。市街地での住宅供給を進め

るためには、市営住宅等の公共施設の跡地活

用を含め、計画的に検討すべきと考えますが、

どのように進めていくのか見解をお伺いいた

します。 

  次に、猛暑への適応策についてお聞きをし

ます。 

  近年、猛暑によって子供たちが夏の間、屋

外で安全に遊ぶことが難しい状況が続いてい

ます。特に今年は兵庫県では６月から９月に

かけて58回も熱中症特別警戒アラートが発令

される厳しい夏でありました。全年代で猛暑

への対策は必要ですが、とりわけ外での活動

機会を失った子供たちの体力低下が懸念され

ます。学校がある間は、体育館やプールを活

用して何とか運動の機会が確保されますが、

夏休みの間はほぼ屋内に閉じ籠って過ごすこ

とになります。 

  本市では、神戸市地球温暖化防止実行計画

で、気候変動への適応策として、こうべ木陰

プロジェクト等に取り組まれてきました。今

の秋口ぐらいの気候では、木陰の心地よさを

感じますが、真夏の異常な暑さをしのぐため

には、さらなる対策が必要ではないでしょう

か。例えば、公園の遊具で遊べるよう遮熱ネ

ットを設置したり、さきの局別審査でも指摘

をしましたが、夏休み期間には小学校体育館

の開放や、市が所管する体育館等の無料開放

により、子供たちが暑さをしのぎながら安心

して体を動かせる環境づくりを進めるよう、

局を横断して検討を深めるべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。 

  次に、予防重視の健康施策についてお聞き

します。 

  予防の観点での施策展開の重要性について

は、さきの局別審査や総括質疑でも、我が会

派から指摘してまいりました。本市ではこれ

まで生活習慣病対策やがん検診、特定健診の

推進など、疾病の早期発見・早期治療に向け

た取組を進めております。一方で、医療費の

増加や高齢化の進展等といった背景を踏まえ

ると、予防に重点を置いた施策展開が一層求

められます。予防には病気の発症を防ぐ一次

予防、早期発見・早期治療の二次予防、再発

防止や機能回復を図る三次予防の３段階があ

り、国の健康増進の基本方針である健康日本

21においては、一次予防の重視が示されてお

ります。こうした考え方を踏まえ、本市とし

て予防施策をどのように展開していくのか見

解をお伺いします。 

  最後に、民間病院への支援についてお聞き

をします。 

  近年、病院経営は全国的に厳しくなってお

り、赤字経営の病院が全体の約７割に上ると

されております。これまで市民病院の経営改

善策について主に議論されてきましたが、公

立病院以上に厳しい経営状況にある民間病院

についても、持続可能な体制構築に向けた議

論が必要ではないでしょうか。本市では、二

次救急医療体制を維持するため、年間約２億

7,000万円の運営補助金を交付し、経営支援

につなげて、市民に必要な医療体制の提供に

努めてきました。しかし、この補助額は昨今

の物価高騰による経費の増加にもかかわらず、

平成27年度から10年間横ばいであります。一

方、搬送件数は35％も増加をし、救急搬送１

件当たりで考えると、補助額は年々減少して

いるとも言えます。本市として民間病院の危

機的な状況を踏まえ、必要な支援策を講じる

べきと考えますが見解をお伺いいたします。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 
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○市長（久元喜造君） 平井議員の御質問のう

ち、まず地方創生2.0基本構想を踏まえた本

市の施策展開につきまして、お答えを申し上

げます。 

  本市は、従来から目先の人口規模を追い求

める風潮から一線を画し、未来にわたってこ

のまちを引き継いでいく長期的な視点、つま

り持続可能性を重視したまちづくりを進めて

きました。加速する人口減少に対しては、人

口減少幅をできるだけ抑制をする。同時に、

人口増加時代の発想を転換し、これまでにな

い発想を取り入れた新たな価値を生み出して

いく、この２点を基本といたしまして、人口

減少時代にあっても豊かなライフスタイルを

実現していく施策を展開してきました。 

  歯止めがかからない東京一極集中に対しま

しては、各自治体が切磋琢磨し、まちの特徴

や強みを生かしながら、政策レベルを高め合

うこと、その上で近隣自治体、さらには関西

におきましては京都市や大阪市などとも相互

に連携をし、神戸を中心とした圏域全体の発

展を図るとともに、関西全体の発展に貢献を

していくという視点が重要だと考えています。 

  これらの考え方に基づきまして、令和７年

度当初予算におきましては、都心の再生、既

成市街地・郊外ニュータウンの再生、里山・

農村地域の再生と、こういう３つの再生を掲

げ、各エリアの魅力や活力を高めて、住みた

い、訪れたいまちづくりを強力に進めている

ところです。六甲山など森林環境の保全と併

せ、木々の移植などにより都心に憩いを生み

出す緑陰空間の創出や、未利用地を徹底して

活用する住宅供給など、新たな発想を取り入

れた独自の施策を加速をしていきたいと考え

ております。 

  このような取組が、今年４月の神戸空港国

際化により手にすることができた新しい国際

都市としての可能性を開花させるとともに、

神戸市の持続可能な成長に、ひいては関西経

済の発展につながるものと考えております。 

  今後、国におきましては、地方創生2.0に

関する地方自治体に対する支援策が具体化さ

れるものと見込まれますので、この動向を注

視し、国の支援策を積極的に活用しながら、

持続可能なまちづくりを推し進めていきたい

と考えております。 

  次に、住宅供給における公共施設の活用に

つきましてお答えを申し上げます。 

  多様化する住まいのニーズへの対応やＳＤ

Ｇｓの観点から、2030年までに5,000戸の戸

建て中心の住宅供給を進めていくプランを、

過日発表をしたところです。おおむね５年間

で5,000戸の住宅供給というスピード感を持

った取組とともに、それ以降も見据えた将来

的な住宅供給の取組を、今の段階から計画的

に進めていきたいと考えております。 

  そこで、まずは北区や西区の郊外を中心に、

活用が図られてこなかった小規模な市有地で

の住宅供給に目を向け、10月１日から計27物

件で約7,500平米の宅地分譲公募をスタート

させたところです。あわせて次のステップで

は、おおむね1,000平米を超える未用地の活

用を目指し、局横断のプロジェクトチームに

より、御指摘の旧市営住宅や旧幼稚園の跡地

なども含め、市内事業者をはじめハウスメー

カーなどに対しサウンディング調査を開始を

しております。サウンディングに当たりまし

ては、住機能だけではなく、例えば利便施設

や子育て支援機能などの立地も合わせて、幅

広く可能性を探っていくこととしております。 

  御指摘をいただきました西市民病院、ある

いは今後再編を検討する市営住宅などの公共

施設の跡地活用を積極的に図っていくことと

しておりまして、機能の移転・集約のタイミ

ングや状況も見計らいながら、適切な時期に

実施に移していきたいと考えております。 

  特に市街地におきましては、ある程度まと

まった規模の市有地は貴重な財産です。その

活用に当たりましては、住宅供給に合わせ、

地域のにぎわいや利便性向上に資する施設の
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立地など、幅広く検討するなど、地域のブラ

ンディングやエリア価値の向上につなげてい

くことが重要と考えております。引き続き民

間事業者のアイデアやノウハウなども最大限

活用しながら、多様な住宅供給を計画的・安

定的に進めていきたいと存じます。 

  次に、猛暑への適応策の強化につきまして

お答えを申し上げます。 

  地球温暖化対策としては、温室効果ガス排

出量を削減する緩和策と、気候変化に対して

社会・経済システムを調整することにより、

気候変動に対応する適応策があると考えられ

ています。気候変動を抑えるためには、緩和

策が最も必要かつ重要な対策ですが、その悪

影響を最小限に抑える適応策も非常に重要で

あると認識をしております。 

  現在の神戸市地球温暖化防止実行計画では、

適応策につきまして熱中症予防などの健康対

策、ヒートアイランド対策など６つの対策を

お示しをしております。これを受けた具体的

な取組としては、こうべ木陰プロジェクトや

ミストや水盤によるクールスポットの設置、

涼みどころとしてＫＯＢＥクールオアシスを

展開しているほか、市立の全小・中学校に空

調機、ウオータークーラーを設置するなど、

全市を挙げて適応策を推進をしているところ

です。 

  御指摘いただきました公園の遮熱ネットの

配置も有効だと考えておりまして、まずは現

在、東遊園地北東の歩道部で、自動開閉式日

よけスマートシェード、これを実験中であり

まして、その成果を見ながら、これをほかの

公園に展開する。このスマートシェードはや

や高価ですので、それ以外の遮熱ネットのタ

イプも模索しながら幅広く展開を考えていき

たいと存じます。 

  小学校の体育館の開放につきましては、こ

れは教育委員会としっかり協議をし、検討を

一緒に進めていきたいと存じますし、市立の

体育館の開放につきましても、空調設備の状

況も勘案しながら積極的に検討をしていきた

いと存じます。これらの施策は、個々の部局

で単独で行うのではなく、関係間でしっかり

と情報を共有し、実効性の高い施策の実施が

必要です。しっかりと庁内の連携・調整を図

りながら、神戸市地球温暖化防止実行計画に

掲げる適応策につきまして、御指摘を踏まえ、

取組を加速させていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点御

答弁を申し上げます。 

  １点目は、予防重視の健康施策についてで

ございます。 

  健康日本21は、健康づくり対策を総合的・

計画的に推進するため、健康増進を図るため

の国民運動として平成12年に開始をされたも

のでございます。令和６年から始まった健康

日本21の第三次では、基本的方向として健康

寿命の延伸と健康格差の縮小、個人の行動と

健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライ

フコースアプローチを踏まえた健康づくりを

掲げ、取組を進めているところでございます。 

  本市では、健康寿命の延伸と健康格差の縮

小を目指し、市民自ら健康リスクを理解し、

生活習慣の改善に取り組めるよう、ライフス

テージに応じた取組を進めているところでご

ざいます。その具体的な取組に向けて、医

療・介護レセプトなどを連結したヘルスケア

データ連携システム等から、市の健康課題を

分析し、一次予防として行動変容のきっかけ

づくりとなる取組の実施や、情報発信を行っ

ているところでございます。 

  具体的には、学童期には虫歯予防の取組と

して、家庭へのフッ化物洗口液の配付、学校

での集団洗口を実施をしているところでござ

います。30歳から64歳の壮年期には、食事量

や栄養バランス、減塩などの食習慣について
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セルフチェックができるよう、乳幼児健診や

40歳総合健診、50歳の歯周疾患検診等の案内

にチラシを同封し、啓発を実施をしていると

ころでございます。同様に、働く世代へも協

会けんぽ、商工会議所などを通じて、食行動

の変容につながるよう、食生活通信といった

情報発信も行っているところでございます。 

  また、高齢期にはつどいの場などを通じて、

運動・栄養・社会参加がフレイル予防につな

がることなどの情報発信を行っているほか、

保健師などの専門職が地域の集会所などで、

生活習慣に関する健康教育・健康相談を実施

をしているところでございます。市民１人１

人が健康づくりを自分事として捉え、生活習

慣の改善に取り組むことができますよう、引

き続き知見やエビデンスに基づく取組の実施

や情報発信によりまして、効果的な一次予防

に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  次に、二次救急医療体制維持のための支援

策について御答弁を申し上げます。 

  市民の命と健康を守る医療提供体制の構築

に当たりましては、市民病院群だけで成り立

つものではありませんで、民間病院との連

携・協力が不可欠であると考えているところ

でございます。特に救急医療におきましては、

持続可能な体制を維持できるよう、これまで

も市独自に民間病院への財政的な支援策を実

施をしてきたところでございます。 

  御指摘の二次救急医療につきましては、神

戸市第二次救急病院協議会によって、夜間・

休日の病院群輪番体制を構築・運営していた

だいておりまして、救急医療の体制確保に対

し、年間約２億7,000万円の運営費補助を行

っているところでございます。現在、協議会

加盟病院は45病院で、令和６年には神戸市に

おける救急搬送患者の７割近くを占めるおよ

そ５万7,000件を受け入れていただきまして、

市内救急医療において大きな役割を果たして

いただいているところでございます。 

  しかしながら、協議会加盟病院数は近年減

少傾向にありまして、救急搬送患者受入れ件

数が増加することにより、各病院の負担が大

きくなっておりまして、さらなる加盟病院の

減少も懸念される状況だというふうに考えて

いるところでございます。 

  協議会による病院群輪番体制は、市内二次

救急医療にとってはなくてはならないもので

あると考えてございまして、昨今の物価及び

人件費の上昇も踏まえ、運営費補助の在り方

につきましては、令和８年度予算の中でしっ

かりと議論をさせていただきたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平井君。 

○59番（平井真千子君） 市長にお答えをいた

だきました地方創生2.0についてでございま

すが、人口減少に真正面から向き合うと国が、

ちょっと今さら感はあるんですけれども、よ

い方向転換だなと期待をしているとこであり

まして、私、過去に、こども家庭庁の立上げ

の際に、国会議員さんと意見交換させていた

だいたことがあるんですけれども、そうした

際に、こちらとしてはこども医療費の無償化

の競争を例に挙げて、こうした隣り合う市町

同士で競争するようなことは望ましくないの

ではないかと。やっぱり子供を支援する策と

いうのは、日本のどこに住んでいても同じ施

策が打たれるように国として考えていくべき

ことではないですかという御意見を申し上げ

たときに、いやいや、子供支援策というのは

人口減少対策として主体的な取組で各まちで

やっていただくことですからというふうに、

一蹴されたことがありまして、そのとき、も

う大変悔しい思いをしたんですけれども、そ

ういう流れが変わっていくということを期待

もしながら、またしっかりと変えていくため

には、やっぱり各まちのリーダーたちが――

市長は関西の発展のためにというお言葉を使

われましたけれども――国の方向性という観

点で自分たちの施策も考えていくという、各
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まちのリーダーたちが変わっていけば、日本

が変わるんではないかと思っておりまして、

そしてそのためには、ぜひ久元市長にはオピ

ニオンリーダーとしての今後も活躍が期待さ

れていると思いますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

  健康の施策について幾つか再質疑をしてい

きたいと思います。 

  まず、歯の話なんですけれども、国と日本

歯科医師会が1989年から8020運動を提唱して、

本市においても健康寿命の延伸を目的に、65

歳、75歳を対象としてオーラルフレイルチェ

ック対策を推進しております。その効果もあ

りまして、歯科医師からも、高齢者でも歯が

残っている方が増えたという声を聞いており

ます。一方で、病気や認知症によって、自身

での歯磨きが困難となるケースなど、歯が残

っているがゆえの課題が生じているそうであ

ります。 

  また、こうべ市歯科センターにおいて、こ

れまで障害者への虫歯や歯周病の治療だけで

はなく、口腔ケアと切り離せない摂食・嚥下

機能の維持など、高齢者に特有の対応も必要

となってきているとも聞いております。こう

した状況も踏まえて、本市としても今後、高

齢者の口腔機能の維持への取組が求められま

すが、見解をお伺いします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、お話をいただき

ましたように、この80歳で自分の歯が20本以

上あるという人の割合は、国の調査でも増え

てきてございまして、令和６年は61.5％とい

うような率になってきているところでござい

ます。 

  歯の健康は全身の健康と密接につながって

おりまして、口腔機能の衰えはフレイルや誤

嚥性肺炎のリスクが高まりますことから、高

齢者の口腔機能を維持するための取組は大変

重要であると考えているところでございます。 

  神戸市ではこのようなことから、節目であ

ります40歳、50歳、60歳の歯周病検診に加え

まして、高齢期では令和３年度より65歳、令

和５年度には75歳を対象にオーラルフレイル

チェックを実施をしているところでございま

す。さらに、寝たきりなど通院が困難な方を

対象に、神戸市歯科医師会では訪問歯科診療

を行うとともに、兵庫県歯科衛生士会の協力

の下、訪問口腔ケアを実施をいたしまして、

市としてもこれらの事業に対して支援も行わ

せていただいているところでございます。 

  今後の取組でございますけれども、こうべ

市歯科センターは、地域の歯科診療所で治療

が困難な障害者や高齢者などの方に対し、よ

り専門的な医療を行っておりますけれども、

御指摘の歯科センターでの摂食・嚥下機能の

維持への対応につきましては、歯科医師会と

協議を行いまして、ニーズの把握に努めるな

ど、課題の整理をまず行わさせていただきた

いと考えているところでございます。 

  また、現在実施をしております歯周病検診

やオーラルフレイルチェックのさらなる受診

率向上や、神戸市歯科医師会が実施する訪問

事業への支援を通じて、高齢者の口腔機能の

維持・向上に取り組んでまいりたいと考えて

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平井君。 

○59番（平井真千子君） ありがとうございま

す。次の質問に移ります。 

  本市では、高齢者福祉施策の一環として、

はり、きゅう、マッサージ施術割引券を70歳

以上の方に交付しておりますが、より幅広い

予防的医療の観点から、前期高齢者や働く人

も応援する事業へと考え方を転換させること

を検討してはどうかと考えております。昨今

は60代に入っても、長く社会で活躍したいと

考える方が増えており、健康寿命の延伸への

関心が高まっております。また、現役世代に

おいても、身体的な負担の多い業務の従事者



 

－11－ 

の方々などにとっても、体のケアは大変重要

な課題であります。鍼灸は、病気になる以前

に体の機能を整えたり、不調に対してアプロ

ーチをする効果を期待できることから、現在

の補助制度について、社会動向を踏まえ事業

目的を精査をし、補助対象年齢の引下げなど

も含めて、幅広い世代の健康増進に資する制

度への見直しを検討してはいかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市のはり、きゅう、

マッサージ施術料助成制度は、高齢者の福祉

の増進を図ることを目的といたしまして、市

内在住の70歳以上の方のうち、希望者に対し

て年間1,000円の割引券を３枚、計3,000円の

割引券を発券をしているところでございます。

このはり、きゅう、マッサージ施術料助成制

度は、本市を含む政令都市20市中、６割の12

市で実施がされているという事業でございま

す。現状、発券に対して実際の利用は40％程

度にとどまっておりまして、未利用者の割合

が高い状況が続いているところでございます。

まずは、現行の対象年齢の方に幅広く使用い

ただけますように、制度周知等を進めること

で利用促進を図っていきたいと考えていると

ころでございます。 

  そのため、１回の施術で複数枚利用できま

すよう、利用枚数制限を撤廃し、また割引券

送付時には利用可能施設の案内もさせていた

だいているところでございます。さらに、令

和５年度には、対象者要件を４月１日付で満

70歳以上の方から、70歳以上の方に緩和をし

たところでありますし、また従来の紙の申請

様式に加えまして、ｅ－ＫＯＢＥを活用した

電子申請を導入するなど、利用を促す様々な

工夫を行ってきているところでございます。 

  一方で、働く世代を含む幅広い世代の市民

に対する健康増進の支援策といたしましては、

健康・栄養相談、健康づくり教室、生活習慣

病予防に関連した講演会などを実施をさせて

いただいているところでございます。また、

国民健康保険におきましても、データヘルス

計画に基づき、40歳以上の方に特定健診を実

施し、結果に基づいて特定保健指導を行うな

ど、生活習慣病の重症化予防を推進をしてい

るところでございます。 

  御指摘をいただきましたように、予防の観

点や働く人を応援することは重要だと考えて

ございます。今後もこれらの健康づくり支援

の取組を、引き続きしっかりと行ってまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平井君。 

○59番（平井真千子君） はり、きゅう、マッ

サージの今のとこ割引券の利用率のお話もあ

りましたけれども、やはり、はり、きゅう、

マッサージというのが予防的な観点、病気に

なる以前に、しっかり体を整えていくという

ことの効果を期待するものであると思います

ので、やはり高齢者に限った、高齢者福祉と

いう目的ではなくて、年代をもうちょっと広

げないと利用率が上がらないんじゃないかな

と思っておりますので、ちょっとその観点で

もう１点質問させていただきますが、本市で

は切れ目のない子育て支援を掲げ、妊娠期か

ら子育て期にわたる包括的な支援を進めてお

り、プレコンセプションケアの推進なども一

定取り組まれております。 

  しかし、晩婚化、高齢出産が進む中、妊娠

しやすい体づくりや、女性特有の健康課題へ

の支援は一層重要になっております。近年は

フェムテックを活用した健康管理が注目をさ

れ、鍼灸につきましても、ＡＩと組み合わせ

た新しい医療モデルの検討などの動きもござ

います。 

  本市においても、例えば子供を授かりやす

い体づくりに鍼灸を取り入れるための支援策

を検討し、子供を授かるところからの切れ目

ない支援を充実させてはどうかと考えますが、

いかがでしょうか。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この健康日本21の第

三次では、女性の健康が新たに重点項目に位

置づけられましたほか、女性版骨太の方針20

25におきましても、女性特有の健康課題への

対応が、国の主要施策として明確に位置づけ

られておりまして、本市としても女性特有の

健康課題への支援というものは重要であると

考えているところでございます。 

  本市では、若年層に対し、プレコンセプシ

ョンケアの取組として、将来の出産に備える

セミナーや、市内大学等での出前講座での啓

発を実施をさせていただいているところでご

ざいます。働く世代に対しては、女性が自分

らしい生き方やライフプランを考えるきっか

けづくりとして推進をしております私らしさ

プロジェクトの中で、市内企業と連携した働

く女性のヘルスケアイベントなどを開催もさ

せていただいているところでございます。 

  また、ヘルスケア製品、サービスの産業化

支援を目的として、今年度は女性のウェルビ

ーイング×ヘルスケアをテーマに、シンポジ

ウムや勉強会を実施をさせていただいている

ところでございます。さらに、健康データを

活用し、神戸大学との連携の下、女性に多い

低栄養や骨粗鬆症に関する分析を進めており

まして、今後、施策立案や市民への情報発信

に活用できるのではないかというふうにも考

えているところでございます。 

  今後につきましては、御紹介いただきまし

た新しい医療モデルといった検討の動きやテ

クノロジーの活用などにつきましては、注視

をし、勉強もさせていただきたいというふう

に考えているところでございます。引き続き、

女性の健康づくりの実現に向けて、積極的に

取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 平井君。 

○59番（平井真千子君） 女性の健康づくりに

対しまして、これから新しい施策もいろいろ

と検討されているということは、非常に期待

をしているところでございます。そして、そ

の中の子供を授かりやすいところからという

ところの、優しいまちになってほしいなとい

う、子育てに優しいということが、授かると

ころから優しいまちになっていただきたいと

いう気持ちを、以前から持っております。そ

ういった方が抵抗感なく、市にも相談する窓

口があり、また相談する中で、こうした体づ

くりについても的確なアドバイスをいただけ

る。時には鍼灸の活用など、そういったこと

に対する支援策も受けられる、そういう本当

に幅広い後押しが女性に対してあるといいな

と思っておりますので、ぜひ、今日私が申し

上げたことについても、検討を前向きにお願

いをしたいと思います。 

  最後、あまり時間がありませんので、質問

したことに対して少し意見申し上げたいと思

いますけれども、住宅の供給の話ですね、西

市民病院の跡地のことも、市長から具体的に

御答弁いただきましたけれども、やはりエリ

ア価値を向上させるような活用というお言葉

もございました。まさにここの市営住宅の跡

地が１つ出たからどうとか、この施設の跡地

をどうとか、ばらばらに検討するのではなく

て、エリア全体としてどのような活用がまち

の活性化に資するのかという観点で、面でぜ

ひ今後、長田区の市街地についても考えてい

ただきたいと。そのことによりまして、しっ

かりと人口の総数が減りましても、人口密度

を維持できる市街地ということを、しっかり

と取組をお願いしたいと思っております。 

  最後に、民間病院への支援、これから御検

討いただくということですので、お願いをい

たします。本来は、本当に診療報酬がしっか

りしていれば、搬送件数が増えることによっ

て収入も増えるというのが適切だとは思うん

ですけれども、なかなかそれを待っていると

いうわけにはいきませんので、神戸市として、
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やはり打てる手を打っていただきたいと思い

ます。民間の病院は市民病院以上に倒産の危

機と向き合いながら経営しております。また、

医師や看護師確保のための賃上げ対応などの

人件費の増大や、ＤＸや事務経営改善のため

に、新たにやっぱり事務職員も雇用する必要

があるという、こういった必要な施策も進ま

ないという現状についても、ぜひとも広く見

ていただきますようにお願いをいたしまして、

私の質問を終わります。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、22番村上立真君。 

  （22番村上立真君登壇）（拍手） 

○22番（村上立真君） 村上立真でございます。

平井議員に引き続きまして一般質問をさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いを申し

上げます。 

  まず初めに、ウオーターフロントの将来像

の実現についてお伺いをいたします。 

  私は、かねてより京橋エリアがウオーター

フロントの回遊性という観点ではネックにな

っており、その埋立てによる回遊動線の確保

をすべきと考えてまいりました。先日、京橋

船だまりの埋立てに関する議案が可決され、

にぎわいの創出に加えて、長年の課題であり

ました阪神高速の老朽化対策に資するものと

いうふうに認識をしております。 

  これは本市にとっては、ウオーターフロン

トの活性化に極めて重要な土地の創出、阪神

高速にとっては、海上施工ではなく陸上施工

になることで、行程的にも設計上も非常にや

りやすくなるという双方にメリットをもたら

し、その上で本市は阪神高速から負担金を得

て財源を確保する、市の負担を軽減する公民

連携スキームとして高く評価をしており、神

戸ウォーターフロントグランドデザインに掲

げる回遊、にぎわいをつなぐウオーターフロ

ントのエントランスの実現に向け、大きな一

歩を踏み出したと理解をしております。 

  グランドデザインで掲げる2040年の将来像

への歩みを着実に進めていると実感している

ところでありますが、今後の具体的な取組や

展望についてお伺いをいたします。 

  次に、雇用創出につながる港湾機能の強化

についてお伺いをいたします。 

  昨年12月の一般質問では、六甲アイランド

のコンテナターミナルＲＣ－４号における複

合ターミナルの形成に当たり、新たな雇用の

創出につながる挑戦的な機能を持つターミナ

ルとすることを要望し、当局から前向きな御

答弁をいただきました。 

  現在、ポートアイランドでは、高規格コン

テナターミナルの整備が進んでおり、整備後

には六甲アイランドの利用事業者が移転する

計画であり、今後もコンテナターミナルの再

編は矢継ぎ早に進むものと考えられます。こ

の機会に六甲アイランドで生まれる活用可能

なスペースについて、加工や製造、輸出入の

荷さばき等が可能な流通加工機能を備えた上

屋の整備など、港湾機能を強化し、さらなる

港湾労働の雇用創出につなげる視点が必要で

あると考えますが、御見解をお伺いをいたし

ます。 

  ３点目に、神戸空港国内線の活性化につい

てお伺いをいたします。 

  神戸空港の国内線は、現在12都市へ41往復

が運航しております。本年度の利用者数は過

去最高の361万人を記録した昨年度を若干上

回る状況であるとお聞きをしておりまして、

就航路線、利用者数を拡大してきた当局のこ

れまでの取組を評価をしております。 

  一方で、人口減少が進む中で、今後、さら

なる国内線の利用拡大を図るには、また他の

交通機関との競合や、コストの上昇等で国内

線の経営が大変厳しくなっている現状でも、

路線を維持していくためにはインバウンド需

要を国内線にも取り込んでいくことが重要で

あると考えます。現状、訪日客の国内移動は

新幹線利用が多いと聞いておりますが、神戸



 

－14－ 

空港国際化を契機に、地方空港との連携を一

層強化し、インバウンド旅行客の国内線利用

を促進することで、国内線の維持に努めるべ

きと考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  最後に、内航フェリーの活性化についてお

伺いをいたします。 

  神戸港では、現在、九州・四国方面を結ぶ

内航フェリーが１日最大８便運航されており

ますが、令和６年においては速報値として、

旅客では約83万人、取扱貨物量が約2,700万

トンと、物流・人流の両面において、特に物

流においては内貿貨物取扱量の約６割を占め

る海上交通の重要な輸送モードであり、神戸

港における内航貨物の集貨を図る上でもフェ

リー航路の維持活性化は不可欠であります。 

  神戸市はこれまでフェリー事業者への様々

な支援を行ってきたと承知をしておりますが、

その取組内容と成果についてお伺いをいたし

ます。また、今後のフェリー航路の安定的な

運営と、神戸港への内航貨物の集貨能力の維

持に向けて、さらなる利用促進に向けた積極

的な施策展開が必要と考えますが、御見解は

いかがでしょうか。 

  以上４点、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 村上議員の御質問のう

ち、まずウォーターフロントグランドデザイ

ンの具体化につきまして、お答えを申し上げ

ます。 

  2012年から進めてきましたウオーターフロ

ント再開発は、ポートタワーのリニューアル

やジーライオンアリーナ神戸の開業という大

きな節目を迎え、また京橋船だまりの埋立て

事業が加わることにより、新たなステージを

迎えることになりました。 

  また、神戸空港の国際化によりまして、ウ

オーターフロントのポテンシャルはさらに高

まることになります。そこで、今年の４月に

2040年頃の目指すべき将来像として、神戸ウ

ォーターフロントグランドデザインを策定し、

御指摘の京橋をはじめ、中突堤周辺、新港突

堤西の３つのエリア特性に応じた再開発の方

向性を掲げたところです。 

  まず、京橋地区のエリアでは、御指摘のと

おり回遊・にぎわいをつなぐウオーターフロ

ントのエントランスをエリアコンセプトとい

たしまして、水際プロムナードの整備や、新

たなモビリティーの導入などにより、東西の

回遊性向上を図ります。また、埋立てにより、

新たに創出される土地では、商業集客機能を

導入することで、旧居留地との連携を含め、

連続したにぎわい空間を創出をいたします。

メリケンパークやポートタワーなどが立地し、

みなと神戸を象徴する中突堤周辺エリアでは、

中突堤中央ビルやかもめりあ周辺などの再整

備により、観光や商業機能を強化するととも

に、緑地や回遊動線の再編により、多くの人

が集う緑豊かでウオーカブルな空間を創出を

いたします。 

  新港突堤西地区では、2027年春の開業を予

定しているマリーナ整備により、新たな海の

エントランス機能が加わることになります。

また、海軍操練所の遺構をはじめ、神戸港の

歴史を感じることができる地域資源や町並み

を生かしながら、民間活力を最大限活用し、

ホテルや商業オフィスなどの様々な都市機能

を導入した、ミクストユースのまちづくりを

進めていきます。 

  今後、2030年前後の神戸空港国際定期便の

就航や、万博を契機とした大阪ベイエリア開

発の進展などによる海外からの誘客、スーパ

ーヨットをはじめとする瀬戸内エリアとの連

携、ナイトタイムエコノミーへの貢献など、

海のエントランス機能を有するウオーターフ

ロントが担う役割には、大変大きいものがあ

ります。 

  引き続き産学官の連携の下で切れ目なく事

業を進め、ウォーターフロントグランドデザ

インに掲げる施策を実現をしていきたいと存
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じます。 

  私からは、神戸空港国内線の活性化につき

ましてお答えを申し上げます。 

  現状につきましては、村上議員が御指摘の

とおりで、今年も昨年度を上回る水準に推移

をしております。国内線の利活用に当たりま

しては、ビジネス交流による地域経済の活性

化や文化やスポーツ面での人的交流など、

様々な取組をこれまでも進めております。例

えば、就航都市との連携による相互地域のビ

ジネスマッチング、地元メディアを活用した

双方向の観光情報の発信、就航先の旅行会社

に対する旅行商品造成の働きかけなど、様々

な機会を通じて国内線の利用拡大に向けた取

組を実施をしてきました。 

  御指摘のインバウンド旅行者の国内線利用

につきましては、これは大変今後、有効な施

策であると考えております。国内線の利用拡

大の観点からは、神戸空港の国際化を契機に、

地方空港との連携を一層強化し、インバウン

ドの国内線利用を促進をすることで、国内線

の維持・拡大につながるからです。引き続き、

神戸空港と国内就航都市との双方が共に活性

化し、成長することができるよう、就航都市

や航空会社などと連携し、様々な取組を積極

的に進めていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点、

御答弁を申し上げます。 

  最初に、雇用創出につながる港湾機能の強

化について御答弁を申し上げます。 

  神戸港は国際コンテナ戦略港湾として、ポ

ートアイランドと六甲アイランドで一体的に

港湾の機能強化を図っているところでござい

ます。ポートアイランドの高規格コンテナタ

ーミナルの整備が完了し、事業者移転後の六

甲アイランドのＲＣ－４・５では、今後、コ

ンテナ貨物のほか在来貨物も取り扱う複合タ

ーミナルの形成に取り組んでいくこととして

いるところでございます。そのため、事業者

の移転に伴い、岸壁背後に生み出される貴重

な物流用地を活用いたしまして、流通加工機

能を備えた最先端の上屋整備の促進など、港

湾機能の強化について戦略的な取組を進めて

いくこととしているところでございます。 

  このＲＣ－４・５の整備の前提となります

ポートアイランドの高規格コンテナターミナ

ルでございますけれども、荷役機械の遠隔操

作化や電動化、ＣＯＮＰＡＳの導入など、Ｄ

Ｘや脱炭素化に取り組むとともに、新たな上

屋には梱包機能や重量物を扱うクレーンを整

備するなど、世界の港湾と対峙できるよう機

能強化を進めているところでございます。ま

た、神戸港はコンテナ物流のみならず、優れ

た港湾荷役、梱包技術を有しておりまして、

総合物流港として、数多くの在来貨物を取り

扱っていることが大きな強みでございます。

国内他港では扱うことが難しい大型プラント

などの重量物などの貨物が、全国各地から集

まり、日本の産業を支える重要な役割を担っ

ているところでございます。 

  このように、国際戦略港湾政策を推進する

とともに、神戸港の強みをさらに生かすため、

六甲アイランドのＲＣ－４・５におきまして

は、例えばコンテナで輸入された多様な部材

を港湾エリアで加工し、完成品として在来貨

物で輸出するなど、顧客ニーズに対応する加

工組立を柔軟な保税制度を活用しながら行う

ことによりまして、貨物の高付加価値化を生

み出し、新たな貨物を創出させる機能を積極

的に導入をしていきたいと考えているところ

でございます。 

  こうした取組を通じまして、多様な物流ニ

ーズに応じた高度な物流拠点を新たに形成し、

今後も総合物流港として世界から選ばれ続け

ることで、本市の雇用や経済に大きく貢献を

するものと考えているところでございます。
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引き続き、荷主や物流事業者のニーズを広く

的確に捉えまして、複合ターミナル形成に向

けて積極的に取り組んでまいりたいと考えて

ございます。 

  ２点目は、内航フェリーの活性化について

でございます。 

  神戸港における国際コンテナ戦略港湾政策

の取組の１つであります内航フィーダーネッ

トワークの強化において、内航フェリーの果

たす役割は極めて重要だと考えてございます。

多頻度で充実したフェリー航路網は、西日本

の経済を支える物流機能の要でありますとと

もに、港のにぎわいづくりや都市間交流に貢

献する人流と物流の両面で、重要な役割を果

たしているものと考えてございます。 

  フェリーの利用促進につきましては、これ

までもフェリー各社や関係者と共に取組を進

めてきているところでございます。貨物の誘

致に関しましては、西日本の産業を支える多

くの製造業であります建設機械、化学工業品

などの荷主の神戸港への利用促進のため、阪

神国際港湾株式会社と共にコンテナ集貨イン

センティブを実施をしておりまして、昨年度

の実績では、おおむね４万ＴＥＵの集貨につ

ながっているところでございます。また、市

独自の支援策として、モーダルシフトへの支

援を行っておりまして、今まで陸上輸送され

てきた食品や日用品など、約7,800トンの貨

物が新たにフェリーを活用した輸送に転換を

されているところでございます。加えて、フ

ェリー会社からは、神戸港から積み出す貨物

について支援策が必要との意見がありまして、

神戸の内陸部を含む製造業や物流事業者に対

して、神戸のフェリー航路網や市の支援策に

ついて説明し、フェリーのさらなる活用に向

けて積極的に取り組んでいるところでござい

ます。 

  旅客の利用促進につきましては、フェリー

で結ばれております就航都市の自治体と連携

をいたしまして、誘客イベントの出展、ある

いは観光局と共同プロモーション、フェリー

会社へのＰＲ支援などを行っておりまして、

旅客の増加に向けた積極的な取組も進めてい

るところでございます。 

  フェリー会社をはじめ、関係者の協力もご

ざいまして、今年の１月から６月までの実績

を見ますと、前年比で旅客輸送量が112％、

取扱貨物量が103％と、前年を上回る水準で

推移をしてございまして、一定の効果がある

というふうに考えているところでございます。 

  今後ともフェリー航路網の安定的な運営や

活性化のため、物流・人流の両面におきまし

て、製造業や物流事業者、フェリー各社など、

様々なニーズをしっかり把握をした上で、イ

ンセンティブ施策を含む新たな戦略について、

引き続き検討をしてまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村上君。 

○22番（村上立真君） 御答弁ありがとうござ

いました。では、頭から再質問させていただ

きたいと思います。 

  １点目、ウオーターフロントの将来像の実

現についてですけれども、京橋地区の埋立て

については、先ほども少し触れさせていただ

いたんですけれども、ウオーターフロントの

回遊性向上を実現するためには、もちろん一

定の国費の支援というのが前提だとしても、

市の単独の事業だとしても、これは実施すべ

きだというふうに私は考えてきました。先ほ

ども触れましたけれども、阪神高速からの負

担金を活用した財源確保のスキームというの

は、これは画期的だなというふうに思いまし

て、市民の皆様にも御理解いただけるように、

広く周知されることを望んでおります。この

スキームを実現するに当たっての本市の狙い

について、改めて御見解をお伺いしたいと思

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 
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○副市長（今西正男君） この京橋地区の埋立

事業につきましては、過去から検討してきた

ところでございますけれども、埋立て区域に

阪神高速道路の構造物が存在することにより

まして協議が調わず、事業化が実現しなかっ

た経緯があるところでございます。 

  このような状況の中、阪神高速道路株式会

社から、老朽化した橋脚の架け替えを前提と

した大規模更新事業の相談を受けまして、双

方で協議を重ねた結果、京橋地区の埋立てと

船だまりの再編を連携して進めるということ

に至ったところでございます。これによりま

して、新たにウオーターフロントに貴重な土

地を創出することで、エリア全体の回遊性や

にぎわい創出などの課題解決に向けた大きな

一歩が踏み出せたと考えているところでござ

います。 

  また、事業実施に当たりましては、阪神高

速道路株式会社から応分の負担をいただきま

すことで、本市が単独で京橋地区の事業を進

めるよりも有利であるという状況であると判

断をいたしまして、令和４年に阪神高速道路

株式会社と港湾施設の機能維持及びまちづく

りの視点から連携し、必要な費用負担につい

て確認書も締結をさせていただいたところで

ございます。今後、この事業の進捗をはじめ、

ウオーターフロントエリアの変わりゆく姿や

イベントなどの情報を、神戸市民のみならず、

訪れる観光客などにも広く発信をして、さら

なる誘客につながるように、周知にも努めて

まいりたいと考えているところでございます。 

  引き続きウオーターフロントエリアが新た

な価値創造を実現する魅力的なまちとなりま

すよう、着実に事業を進めてまいりたいと考

えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村上君。 

○22番（村上立真君） ありがとうございます。

市の側にもそうですけれども、阪神高速さん

にとっても双方にメリットがあると。そして

何より市民にとっては、阪神高速の老朽化対

策が行われることと、ウオーターフロントの

回遊性が向上するということで、市民にとっ

て何よりも大きなメリットがあるという点が

非常に重要かなというふうに思ってます。 

  ここがつながることで、高浜岸壁から新港

まで、ほぼ市の土地のみを渡っていけると。

何なら港湾局の土地のみを渡っていけるよう

な状況になりますので、先ほど市長の御答弁

でも触れていただきましたけれども、新たな

モビリティーの導入ということも、これから

具体的に検討できる素地が整っていくのかな

というふうに思っております。ＬＲＴがいい

のか、ＢＲＴがいいのか、またその他の方法

がいいのか、いろんな可能性があると思いま

すけれども、その導入検討についても、これ

から加速をしていただきたいなと、議論を加

速させていただきたいなというふうに思いま

す。 

  それから、もう１つ申し上げますと、国の

合同庁舎の横の旧別館の所の跡地のスペース

もありますから、その活用についても、今は

取りあえずは暫定利用ということになるんで

しょうけれども、引き続きいろんなことをや

っていただきたい、検討していただきたいと

いうことを申し上げておきます。 

  それから、２点目の雇用創出につながる港

湾機能の強化について、再質問させていただ

きたいと思います。 

  先ほども柔軟な保税制度のお話に触れてい

ただきましたけれども、本市におきましては、

複合ターミナルの整備や新たな流通加工機能

を備えた上屋の整備の検討を進めるためには、

保税制度の規制緩和というのが、これはもう

不可欠であります。昨年の一般質問の際には、

保税運送手続に関する利便性の向上について、

財務省や国土交通省などで議論し、意見交換

が始まっているというふうな御答弁でありま

したけれども、その後の進捗はいかがでしょ

うか。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この保税区域内にお

ける流通加工機能を有した複合ターミナルの

整備につきましては、今御指摘ありましたよ

うに、保税制度の規制緩和が重要であるとい

うふうに考えてございまして、本市としても、

国家予算要望などのあらゆる機会を捉えまし

て要望を続けているところでございます。 

  神戸港の民間事業者の声として、これまで

保税区域外の工場等で実施可能な作業範囲の

拡大、そして加工等に用いる輸入材料に係る

消費税の事業者への還付時期を早め、資金面

の負担を軽減することなどが必要というふう

にお聞きをしておりまして、これらの声を受

けて、本市としても国に対して具体的な協議

を行っているところでございます。 

  国といたしましては、着手できるところか

ら保税制度の規定、運用の見直しを進めてい

るところでございまして、例えば通関前の貨

物を国内輸送する際に、月に２回以上輸送す

る場合は１年を通した一括申請が可能となる

ことが明記をされたところでございます。一

方で、神戸港の事業者の声を受けた本市の具

体的な要望につきましては、十分な議論が必

要な施策であり、具体的な導入機能を踏まえ、

適時適切に制度の見直しを進めていくという

ようなことを聞いているところでございます。

引き続き官民で連携した国への協議というも

のを進めまして、保税制度の緩和について粘

り強く要望してまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村上君。 

○22番（村上立真君） この複合ターミナルの、

ある意味、理想の実現ということには、やっ

ぱり規制緩和ということが必要不可欠であり

ますから、引き続き粘り強く要望を重ねてい

ただきたいなというふうに思っております。 

  これまでもこの複合ターミナルの形成につ

いて度々議会でも質疑をさせていただきまし

て、大分いい方向に進んできたんじゃないか

なというふうに評価をしておるところですけ

れども、神戸港の将来として大きく期待する

ところには、まだまだ先の話なんですが、六

甲アイランド南のフェニックスがありまして、

そこではまた流通加工つきの上屋みたいなこ

とも検討されているわけですが、それはまだ

まだ先なわけで、フェニックスで国内諸港や

海外の諸港をあっと言わせるような、そうい

うものを造り上げるためには、このＲＣ－

４・５あるいはそれに伴う再編によって生ま

れる種地で、そこに至るまでの中間地点のと

ころまで何とか取組を進めることができるよ

うな取組を期待をしていますし、そうするこ

とでフェニックスでいざやろうというときに、

最速で整備を行うことが可能になってきます。 

  いずれにしても、我が神戸港にフェニック

スができてから、いたずらに悠長に議論や検

討を重ねるほどの時間は私は残ってないとい

うふうに思ってますので、やはり今回の複合

ターミナルの形成に当たっても、その中間地

点に当たるような整備を、私としては求めた

いというふうに思っています。 

  また、ここで港湾労働の雇用創出がいい形

で果たされると、今いろんな話題となってい

ます自動化をはじめ、最終的には、もちろん

これ労使の関係の話があるんですが、そこで

も１つの潤滑剤になるんじゃないかなという

ふうにも思っていますので、その意味でもよ

ろしくお願いいたします。 

  では、３点目、神戸空港国内線の活性化に

ついて再質問させていただきます。 

  国内線では、以前は羽田便はドル箱だなん

ていう言い方もあってされてましたけれども、

今はそれもちょっと厳しいというような話も

ありまして、ましてや神戸空港は新幹線と直

接、ほぼ競合する関係にありますから、コス

トプッシュに対して、どうしても価格を上げ

にくいと。やはり、新幹線の新神戸－東京間
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の料金までが１つの目安になってしまいます。

国内の主要な航空会社であるＡＮＡにしても

ＪＡＬにしても国際線の黒字で国内線の赤字

を補っているような状態だと言われるような

こともありまして、そういう状況で、神戸空

港に就航しているスカイマークさんとか、Ｆ

ＤＡさん、トキエアさんなんか、ほぼ国内線

の専用の航空会社ですから、一部、スカイマ

ークさんが台湾チャーター便をやり始めまし

たけれども、ほぼ国内線専用ですから、一層

厳しい面があろうかというふうに推測をいた

します。これは、もしかすると各航空会社さ

んの努力以上のものが必要になってくるかも

しれません。 

  インバウンド需要の取り込みということで

は、例えば海外から台湾でも韓国でも中国で

もいいんですが、海外から地方空港に入って

いただいて、そこからそのまちを楽しんでい

ただいた上で、神戸空港へ国内移動、国内線

を使って移動していただいて、また神戸空港

から御自身の国へ帰っていただくとか、そう

いう先ほど旅行商品のことも触れていただき

ましたけれども、そういう旅行商品を組んで

もらう、そういった取組も必要だと思います。 

  こういったところに神戸市として、もしく

は神戸観光局ということになろうかもしれま

せんけれども、検討いただくということは考

えられるので、こちらについては要望とさせ

ていただきたいというふうに思います。 

  それから、多様な国内線ネットワークを強

みに持つ神戸空港におきましては、地方空港

との連携を強化することで、地方空港と海外

を結ぶ 内際トランジット機能がさらに高まる

ことになります。2030年前後の国際定期便の

就航を見据えて、先ほどインバウンドの話に

触れさせていただきましたけれども、それだ

けではなくてアウトバウンドを含めた双方向

の需要創出というのが肝要でありまして、地

方から神戸空港を経由して海外へ行くと、そ

ういうアウトバウンド需要の拡大に取り組む

ことも重要かなというふうに考えますが、こ

ちらも御見解をお伺いをしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この神戸空港の国内

線でございますけれども、発着枠の拡大によ

りまして、ＦＤＡやトキエアが就航いたしま

して、現在、12都市と結ばれるという航空ネ

ットの強化が図られてきたところでございま

す。海外の航空会社からは、神戸空港の利便

性や都心との近接性に加えまして、国内12都

市とつながる航空ネットワークを高く評価を

いただいているところでございます。 

  航空需要の拡大には、ビジネスや観光など、

地域間の連携を深めることによって双方向の

新たな交流を生み出し、両地域が発展してい

くことが重要だと考えてございます。加えて、

航空路線の維持・拡大には、両地域からのバ

ランスの取れた相互送客が必要でありまして、

地方空港から神戸空港を利用して海外に行く

アウトバウンド需要拡大に取り組むことも、

重要であるというふうに考えているところで

ございます。 

  引き続き関西エアポート神戸株式会社など

の関係者と意見交換もさせていただきながら、

国内外の航空会社の連携を進めるなど、積極

的に取り組んでまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村上君。 

○22番（村上立真君） 現状、この神戸空港の

国際線は、これも報道ベースなんですけど、

相当インバウンドに偏っているということも

お聞きをしておりますから、このインバウン

ドとアウトバウンドのギャップを埋めていく

というのも、国際線の安定という意味でも非

常に重要ですし、また関西全体の航空需要の

ことを言えば、関西国際空港については国内

線はあるにはあるんですけど、ほぼ主要空港

に限られていて、地方の空港、地方路線とい
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うのは少ないです。また、伊丹空港は国際線

はもちろんないわけで、そういう意味では、

地方からの内際トランジットがしやすいとい

うのは、これは神戸空港の１つの強みである

わけですので、地方空港からのアウトバウン

ドをしっかり取り込むことは、関西全体の航

空需要を補完・強化していくということに当

然つながります。 

  先ほどのインバウンドの話と同じになっち

ゃうんですけれども、こういった旅行商品等

を応援していくことも必要になってくるかも

しれませんので、これは意見として申し上げ

ます。 

  それからもう１問、この国内線のことで再

質問させていただきたいんですが、以前から

私が主張し続けているとおりなんですけれど

も、神戸空港のポテンシャルというのを最大

限に引き出していくためには、旅客だけでは

なくて、航空貨物を取り扱うことが重要であ

りまして、またベリー輸送での航空貨物の取

扱いというのは、上半分の旅客以外に下半分

で貨物を輸送して、追加的な収益を得ること

ができるわけですから、路線経営の安定にも

寄与することができます。もちろん現在、取

扱いありませんので、ユーザーさんの御意向

が何よりも大切だということは、これはもう

御答弁いただいているところですけれども、

先日の報道によりますと、新潟を拠点とする

トキエアさんが、新潟で取れた果物や野菜を

神戸で加工したり、またそれを新潟で販売し

たりという、小口貨物輸送ができれば理想的

というふうに考えているという報道を見まし

た。これは１つのユーザーさんの声であるわ

けですが、ニーズも踏まえながら、国内にお

ける小ロットの航空貨物を取り扱うことで、

航空会社にとっても新たなビジネスチャンス

が広がり、また国内線の経営安定・維持拡大

に資するというふうに考えますが、御見解は

いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御紹介いただきま

したトキエアの国内貨物輸送につきましては、

新潟の産品を神戸で加工し、新潟へ加工食品

を輸送する取組であるというふうにお聞きを

しておりまして、航空ネットワークを通じて、

地域間交流がこれまで以上に活性化をするも

のだと認識をしているところでございます。 

  航空貨物は速達性に優れておりまして、特

に農水産物の鮮度を保つという点において重

要であるというふうに考えているところでご

ざいます。引き続き、航空貨物の取扱いにつ

いて、関係事業者のニーズを把握し、新たな

ビジネスチャンスや路線の拡大につながるよ

う、航空会社や物流事業者などの関係事業者

と連携をして、拡大に向けて検討してまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村上君。 

○22番（村上立真君） ありがとうございまし

た。よく久元市長がいろんなところで御講演

とか御挨拶されるときに、この神戸空港の話

をお聞きしていますと、よく使われる表現が、

神戸空港の国際化によって、神戸というのは

新たな都市の可能性を手にするんだというふ

うな表現を使われておりまして、私、これ非

常にいい表現だなと思うんです。どうしても

今の、昨今の我が国の状況なんかを考えます

と、すぐ国際線が出るとなったら、インバウ

ンドによる経済への波及効果が起こるんじゃ

ないかと、そっちのほうばかりに目が向きが

ちなんですけれども、いろんな可能性がある

と。インバウンド、もちろんこれも重要な一

部であることは間違いないんですけれども、

空港ということを考えると、当然、航空貨物

を取扱いことができると、そういう能力があ

るわけですし、神戸の歴史を考えますと、物

流で栄えてきたまちだということを踏まえま

すと、航空貨物を取り扱うことができるよう

になるというのは、これは何よりも私は大切
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なことだと思いますし、逆に言えば、これが

ないと神戸空港が国内線だけではなくて、神

戸空港の国際化も私は片落ちだというふうに

思ってますから、これから空港島の将来ビジ

ョンもつくられていきます。その中でもしっ

かりとこの点も踏まえて、御検討いただくよ

うにお願いをいたします。 

  それから、あまり時間がなくなってきまし

たが、４点目の内航フェリーの活性化につい

てです。 

  物流の2024年問題や環境負荷の軽減に対応

するために、貨物輸送をトラックから内航海

運へ転換するというのは重要であるというの

は、先ほど御答弁でもおっしゃっていただい

たとおりです。それから、その重要性はます

ますこれからも増していくものというふうに

認識をしております。 

  しかしながら、近年、船員不足であるとか、

あるいは燃油高騰の影響というのが大きな障

害となってきております。このような状況を

踏まえて、本市としてはどのように支援策を

講じていくのか、これはもう市単独でできな

い部分もあると思いますから、国への働きか

けを含めて、御見解をお伺いしたいと思いま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） このフェリーを含め

た内航船社の船員不足は顕在化しておりまし

て、例えば本年３月に内航船社の船員不足に

よる運航の不安定化が原因で、神戸－博多港

間の定期コンテナサービスが減便し、大きな

影響が出たというところでございます。こう

いった件につきましては、本市としても減便

が発表されて以降、直ちに他の内航船社との

協議を進め、５月からの神戸－博多間の航路

開設を実現をさせたところでございます。 

  さらに、燃料費の高騰につきましては、今

年度末に適用期限を迎える地球温暖化対策の

税の還付措置の延長をフェリー各社から強く

要望されておりまして、国家予算要望や国と

の協議の場を捉え、支援継続に向けた働きか

けを行っているところでございます。 

  今後ともフェリー会社との意見交換を通じ、

各社の抱える課題やニーズを十分に把握しな

がら、ＣＯ２の削減やトラックドライバ―の

労働環境改善に資するモーダルシフトの推進

を継続して支援していくとともに、国に対し

ては運航経費の削減に資する税制改正要望な

どにつきまして、これまで以上に積極的な働

きかけを行ってまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村上君。 

○22番（村上立真君） ありがとうございます。

飛行機の国内線と同じ話なんですけれども、

伸びているけどしんどいというふうな状況と

いうのはやっぱり生まれてますので、しっか

り対応していただきたいということと、最初

の御答弁であったんですけれども、上り下り

の貨物のギャップというのがありますから、

ここをしっかりと支援していくということも

重要だと思いますので、そのことを申し上げ

まして質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、33番外海開三君。 

  （33番外海開三君登壇）（拍手） 

○33番（外海開三君） 日本維新の会の外海開

三です。よろしくお願いいたします。 

  インバウンド戦略について、お尋ねいたし

ます。 

  本年４月16日に、台湾新北市議会議員、基

隆市議会議員及び事業経営者などで構成され

た、新北・基隆日本神戸友好交流訪問団23名

が神戸市議会へ表敬訪問にお越しになられま

した。表敬訪問終了後に六甲山牧場、有馬温

泉などへ観光にお連れし、夜は日台友好神戸

市議会議員連盟の一部議員と生田筋の飲食店
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にて懇親会を行い、交流を深めさせていただ

きました。また、４月18日に国際便が就航し

た神戸空港より、訪問団一行と我々日台友好

神戸市会議員連盟台湾視察団で第１便の搭乗

し、訪台させていただきました。 

  神戸空港国際化は2015年に初当選させてい

ただいたときからの悲願であり、国際化実現

は感慨無量でありました。今回の一般質問で

質疑させていただくインバウンド戦略は、訪

問団一行と六甲山牧場や有馬温泉などへ観光

に行き、その道中や懇親会において意見交換

などを行った際に指摘いただいた点や、私が

感じたことなどを主に、５点質疑させていた

だきます。 

  １点目、外国人宿泊者数の目標達成状況に

ついてお尋ねします。 

  神戸2025ビジョンにおいて、滞在時間の延

長や宿泊につながるナイトタイムエコノミー

を推進し、観光消費額の高い滞在型観光を振

興するとして、外国人延べ宿泊者数を令和７

年に100万人を目指すというＫＰＩを設定し

ています。直近の達成状況については、令和

５年は約62万人、令和６年は約94万5,000人

という結果であったと聞いております。国に

おいても2030年に6,000万人、消費額15兆円

の目標を掲げており、令和６年の訪日外国人

宿泊者数は3,700万人であり、コロナ禍前の

過去最高であった2019年を上回る水準にまで

達しています。さらに、本年は大阪・関西万

博の誘客もあり、顕著な推移が期待できます

が、現在のＫＰＩ達成の見込みを伺います。 

  他方で日本政策銀行関西支店が実施した大

阪・関西万博を目的に来日した外国人の実態

調査によると、地域別では東アジアが全体の

約半数49％を占めているとされており、今後

は万博の一時的な誘客効果に頼らずとも、神

戸市の魅力を戦略的にプロモーションし、外

国人宿泊者数を維持する、増やす取組が必要

と考えますが見解をお伺いいたします。 

  ２点目、六甲山牧場についてお尋ねいたし

ます。 

  冒頭で申し上げた新北・基隆日本神戸友好

交流訪問団と共に六甲山牧場を見学いたしま

した。神戸ビーフは海外においても知名度が

高いこともあり、昨年度インバウンド向けの

見学ルートや施設を設けたとのことですが、

現在、インバウンド向けにどのような取組を

行っており、どれくらい投資がなされたのか、

一方で見学ツアーの実績が乏しいようであり、

その原因として効果的な広報ができていない

ということが考えられますが、どのように分

析をし、改善を考えているのか見解をお伺い

いたします。 

  ３点目、鉢巻展望台の整備についてお尋ね

いたします。 

  訪日客に神戸を楽しんでもらうとともに、

市内の滞在時間を延ばすために、新たなイン

バウンド向けスポットを整備する必要がある

が、市内には十分に魅力を発揮できていない

観光資源が多数あり、それらの掘り起こしが

必要であります。例えば、鉢巻展望台は十分

に整備・管理されていれば、夜間観光資源と

してのポテンシャルを有しているが、先日訪

れたところ、木々や雑草が生い茂り、設置さ

れている案内板もガラスの劣化が激しい上、

枠組にもマジックで落書きがされているなど、

管理が行き届いていない状況でありました。

日本三大夜景で知られる本市にとって、鉢巻

展望台が有効に活用されていない現状は改善

されるべきであり、早急に整備に取り組むべ

きと考えますが、見解をお伺いいたします。 

  ４点目、ゴルフツーリズムについてお尋ね

いたします。 

  平成30年に近隣地域のゴルフ場、宿泊施設、

観光、ゴルフ事業者らで連携し、インバウン

ドゴルファーを誘致するために、神戸・兵庫

ゴルフツーリズム協議会が発足しました。近

隣地域の宿泊施設やゴルフ場が連携をするこ

とにより、誘客効果を図るとして、これまで

韓国や東南アジアをターゲットとした取組を
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展開してきたようですが、台湾からの訪日客

が最も多いという状況や、台湾にもゴルフを

楽しまれる方が多くおられることから、台湾

をターゲットに含めることで、より多くの方

に神戸を訪れ、ゴルフと宿泊を楽しんでもら

うことができると考えますが、展開をお伺い

いたします。 

  ５点目、喫煙所の設置についてお尋ねいた

します。 

  三宮・元町地区は路上喫煙禁止地区に指定

されています。現在、公設や民間の喫煙所が

計６か所設けられていますが、多くは利用可

能時間が屋内ということもあって、20時前後

となっており、終日利用可能な喫煙所は元町

駅前の１か所のみであります。神戸空港の国

際化を契機に、夜間、食事を楽しむ訪日外国

人が今後増えることが予想されるため、夜間

の喫煙場所が不足すると考えられます。行政

だけの力では喫煙所の確保が難しく、民間事

業者の協力が不可欠であるとし、補助制度を

設け、民間事業者による喫煙所設置を促すた

め、昨年度から開始の喫煙所整備に係る民間

事業者補助制度の施行は大変評価いたします

が、民間受動喫煙防止や安全で美しいまちづ

くり、トラブル回避の観点からも、改めて公

設や柔軟な利用時間のために、屋外の可能性

も再検討し、喫煙所の増設を図るべきではな

いかと考えますが、見解をお伺いいたします。 

  大問の２点目です。市民の健康増進につい

てお尋ねいたします。 

  内閣府の令和５年版高齢社会白書によると、

健康と社会活動への参加の関係について、社

会活動に参加したいと思わない理由のトップ

は、健康、体力に自信がないからとされてお

り、高齢者の社会参加の前提として、健康で

あることが重要であると考えられます。本市

においては、健康創造都市ＫＯＢＥを目指し、

議論、提案を行い、実践につなげていくため、

健康創造都市ＫＯＢＥ推進会議を平成29年７

月に設立しました。高齢者の健康増進のため、

参画企業と連携しながら、高齢者が健康のた

めに運動に取り組むインセンティブ策も含め

て取組の強化に進めるべきであると考えます

が、見解を伺います。検討に当たっては、例

えばＫＯＢＥシニア元気ポイントとの連携を

図るなど、既存の制度を活用してはどうかと

考えております。 

  ３点目、職員の不祥事についてお尋ねいた

します。 

  令和５年度から６年度にかけて、挙証資料

の偽造を行い、虚偽の申請を繰り返して55日

の休暇を取得したとして職員が免職になりま

した。このような行為は公務員としてのみな

らず、社会人としてあるまじき行為であり、

市民の信頼を著しく損なうものであります。

本市では、服務規律の遵守や服務事故の防止

に関する取組として、綱紀粛正及び服務規律

の徹底や懲戒処分の指針の策定、周知徹底、

各種研修を実施しているとのことですが、職

員の不祥事は後を絶ちません。不祥事撲滅の

ためにも、より徹底した綱紀粛正や再発防止

の取組を行う必要があると考えますが、見解

をお伺いいたします。 

  ４点目、選挙管理委員の取組について。 

  人口減少社会が加速する中で、若者の選挙

離れが問題となっていますが、今後の社会の

在り方を議論していく上では、国をはじめ、

地方においても、特に若者の政治参加は必要

不可欠であり、選挙管理委員会の果たす役割

は非常に重要であると考えられます。選挙管

理委員会は選挙権を有する者で、人格が高潔

で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する

者のうちから、市会の選挙された委員で組織

されます。 

  選挙管理委員は、各種選挙の執行等に係る

事務を行っていますが、具体的にどのような

仕事をされているのか、必ずしも広く知られ

ておりません。市長選挙を控えている中、改

めて市及び区選挙管理委員の職務を伺います。 

  最後５点目です。自治会がない地域の情報
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共有についてお尋ねいたします。 

  近年、近所付き合いの希薄化や自治会の後

継者不足が全国的な課題となっている中、本

市において令和５年度に自治会の活動エリア

調査を行ったところ、完全に整備されたわけ

ではないが、自治会のない空白地域が確認さ

れたとのことであります。本年予算委員会の

局別審査などでも我が会派から、自治会がな

い地域の課題や住民間の情報共有について質

疑をしましたが、自治会は地域の防災・防

犯・美化・見守りなどに取り組むとともに、

行政からの求めに応じて、様々な情報を掲示

板や回覧板等により地域住民に伝えるという

重要な役割を担っています。今後、さらなる

人口減少などにより、自治会空白地域が加速

度的に増加していくことが考えられますが、

自治会空白地域における住民への情報周知の

在り方についてどのように考えているか、見

解をお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 外海議員の御質問のう

ち、まずインバウンド戦略につきましてお答

えを申し上げます。 

  神戸2025ビジョンにおきましては、令和７

年に外国人延べ宿泊者数を100万人とするＫ

ＰＩを定めております。令和７年の市内外国

人延べ宿泊者数につきましては、全国的な訪

日需要の高まりを受けまして、１月から３月

にかけいずれの月も前年を上回り、さらに神

戸空港の国際チャーター便が就航した４月か

ら６月までの数値も、前年比1.2倍から1.5倍

に増えた結果、上半期だけで約63万人と推移

をしております。このまま順調に推移をいた

しますと、100万人のＫＰＩは達成できると

考えております。 

  本市は、これまでもインバウンド戦略にお

きまして、欧米とオーストラリア、東アジア、

東南アジアの３市場をターゲットに定め、プ

ロモーションを行ってきました。現在、神戸

空港にチャーター便が就航しております東ア

ジアにつきましては、現地旅行会社への直接

的なセールス、航空会社との連携したプロモ

ーションのほか、個人の観光客向けにはＳＮ

Ｓなどを通じた神戸の観光情報の発信を強化

をしております。航空路線のない東南アジア

につきましては、神戸の強みを生かしたマー

ケットの開拓に力を入れておりますほか、欧

米とオーストラリアにつきましては、認知度

向上のため、近隣のほかの都市や西のゴール

デンルート参加自治体など、広域で連携した

プロモーションに取り組んでおります。 

  2030年頃の国際定期便の運航を見据え、オ

ーバーツーリズムにも配慮しながら、今後、

引き続きインバウンドのニーズを適切に捉え、

ターゲットに応じた戦略的なプロモーション

に取り組むとともに、宿泊につながるナイト

タイムエコノミーなど、コンテンツの充実も

図っていきたいと存じます。 

  鉢巻展望台の整備につきまして、お答えを

申し上げます。 

  自分自身の不明を恥じるわけですが、私は、

質問通告を頂くまで、鉢巻展望台の名前も存

在も存じませんでした。大変恥ずかしいと思

っております。そこで、ちょっと現地を見る

時間がなかったので、昨日、相当数の枚数の

写真で現地を確認をいたしましたところ、大

変眺望に恵まれているスポットであるという

ことと、御指摘をいただきましたように、高

木や草木が茂っておりまして、眺望を阻害を

している、それからパーゴラも剥げていて、

それから舗装されている面も壊れているとい

うことで、極めて不適切な管理状態にあると

認識をいたしました。これは早急に改善をし

ていかなければなりません。速やかに高木、

草木の伐採・除草を行うとともに、展示スペ

ースの石畳の補修、パーゴラの美装化ほか、

古くなった案内板の撤去を行うなど、環境整

備を進めます。その上で、現在、神戸登山プ
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ロジェクトの一環でロードバイクの走行環境

向上に取り組んでおりまして、鉢巻展望台付

近も、山頂までの距離を表示するなどの対応

を行っております。今後はサイクリストの休

憩所として使っていただける可能性もあるの

ではないかと考えておりますので、また議会

での御論議を踏まえながら、神戸の中でも有

数の展望スポットとなるよう、魅力向上に努

めてまいります。 

  自治会がない地域の情報共有についてです

けれども、本市では市からのお知らせなどの

送付を希望する自治会に届出をいただいてお

りまして、令和７年９月末時点で2,586の自

治会に登録をいただいております。令和元年

度が3,034でしたので、約15％減少をしてお

ります。令和５年度に、自治会がない自治会

空白地を調査をいたしましたところ、情報が

得られなかった、あるいは現地に行くと集合

住宅しかなかった、自治会ではない任意団体

が自治会の代わりをしているなど、空白地域

でも情報が様々であるということが分かりま

した。 

  昨年度は中央区の空白地域の住民に聞き取

り調査を実施をいたしましたところ、自治会

はないけれどもクリーンステーションは住民

が協力して清掃しているといった事例や、外

国籍の住民に対するごみ捨てルールの周知は、

外国人コミュニティが担っているといった事

例もありました。自治会がなくても住民のコ

ミュニティが機能をしている、あるいはほか

の団体が自治会の役割を担っているなど、生

活環境を維持するために何らかの活動が行わ

れている事例も多かったわけです。 

  自治会との間では、例えば最近では情報提

供のデジタル化ということで、３月からＬＩ

ＮＥを活用した地域活動支援情報の配信を開

始するなど、双方向の連携を強化をしており

ます。自治会がない地域におきましては、こ

のように活動している方々との間でのコミュ

ニケーションにつきましては、まだ検討が十

分行われておりませんので、御指摘を踏まえ、

どのような情報発信の方法があるのかの検討

を進めていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから４点御

答弁申し上げます。 

  まず最初に、六甲山牧場でございます。 

  神戸を代表する大切なブランドであります

神戸ビーフの生産振興を図るためには、その

素牛である但馬牛の子牛の確保が重要であり

まして、六甲山牧場におきましては平成29年

度より但馬牛の子牛を増産する試験的取組を

開始をさせていただいたところでございます。

令和３年９月には、約１億6,000万円を投資

をいたしまして、但馬牛の飼育牛舎を敷地内

に新築をし、本格的な飼育環境とインバウン

ドの受入れ環境を整備をしたところでござい

ます。 

  一方で、六甲山牧場におけるインバウンド

の受入れに当たりましては、家畜伝染病予防

の観点から防疫対策、特に口蹄疫対策の徹底

が重要となるところでございます。このため、

令和６年度に飼育牛舎見学のための防疫対策

設備として、神戸観光局が見学スペースや進

入路の設置、エアシャワーと足裏消毒槽の設

置、見学者と牛との距離を保つために二重柵

や見学スペースとの間仕切りとなるアクリル

板の設置を行ったところでございます。これ

は大体800万円をかけて整備をさせていただ

きました。 

  令和６年12月に神戸観光局がインバウンド

の富裕層向けの観光コンテンツの１つといた

しまして、モニターツアーを実施をいたしま

して、アジアやアメリカなど５か国の国籍８

名が参加をされました。モニターツアーに参

加された方は、但馬牛の見学や市内ホテルで

神戸ビーフと酒を楽しむ様子をＳＮＳで投稿
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されるなど、好評をいただいたところでござ

います。また、この４月には先生からお話が

ありましたように、台湾から21名の方に御視

察をいただいたところでございます。 

  令和７年度におきましては、香港、シンガ

ポールなどで開催された海外での旅行博や商

談会、古物営業などにおきまして、当ツアー

の宣伝を行うなどプロモーションを強化をし

ているところでございます。また、旅行会社

に六甲山牧場を訪れていただきまして、ツア

ー商品の造成に向けた営業活動も行っていく

こととしているところでございます。引き続

き、六甲山牧場における但馬牛の見学に加え、

六甲山上で神戸ビーフの食体験と夜景を組み

合わせるなど、満足度の高いツアーとなるよ

うブラッシュアップするとともに、その魅力

を効果的に伝えることができるよう、広報発

信を強化してまいりたいと考えてございます。 

  ２点目は、ゴルフツーリズムについてでご

ざいます。 

  インバウンドの訪日ゴルフ旅行は、２泊以

上が見込めますこと、また、海外でゴルフ旅

行を実施する層は、一定以上の収入がある方

が多く、旅行中の消費額も高いことから、経

済的な波及効果に期待ができると考えている

ところでございます。そのため、神戸・兵庫

ゴルフツーリズム協議会が発足をした平成30

年度より、ゴルフ事業者と宿泊施設、観光旅

行会社によりまして、ゴルフツーリズムによ

る誘客に取り組んできたところでございます。 

  御指摘のように、これまで神戸観光局では、

ゴルフ人口が非常に多く、海外でのゴルフ志

向が高い韓国を中心に誘客施策を行ってきた

ところでございます。一方、台湾のゴルフ市

場につきましては、韓国、中国ほどの大きな

市場ではございませんけれども、神戸空港に

ゴルフバッグを持って来神される方も見られ

ますことから、誘客の可能性のある市場であ

ると考えているところでございます。 

  令和６年に台湾におきまして、神戸観光局

主催のスポーツツーリズムセミナーと商談会

を実施をさせていただきました。また、台湾

の有力なゴルフ専門旅行会社を招聘をいたし

まして、商品造成のためのモニターツアーを

実施するなど、誘客の取組を進めてきたとこ

ろでございますし、それ以降も商談会や旅行

博におきまして、神戸のゴルフツーリズムの

ＰＲを実施をさせていただいているところで

ございます。 

  神戸空港の国際チャーター便の就航を契機

に、今までの取組で得た現地旅行会社等との

コネクションを生かしまして、今後さらなる

誘客が図れるよう、努力をしてまいりたいと

考えてございます。 

  ３点目は、市民の健康増進についてでござ

います。 

  本市では、誰もが健康になれるまちを目指

しまして、健康創造都市ＫＯＢＥ推進会議を

平成29年７月に設立をしたところでございま

す。現在、健康経営の推進、健康に関心の薄

い人を含め、誰もが健康になれる環境づくり

の推進を重要課題として、企業・団体と連携

した取組を進めているところでございます。

具体的には、企業の従業員向けに指輪型ウエ

アラブル端末を用いて、歩数や睡眠リズムを

測定し、フィードバックできる仕組みの構築

や、ビンゴなどを用いて楽しみながら、気づ

けば健康活動につながるような取組を実証的

に実施をさせていただいているところでござ

います。これらの実証の結果を高齢者をはじ

めとする市民が、自ら健康づくりに取り組め

るよう、広く発信をしていきたいと考えてい

るところでございます。 

  ＫＯＢＥシニア元気ポイントは、65歳以上

の方を対象に、高齢者施設などでのボランテ

ィア活動によるポイントを付与する制度でご

ざいますが、令和７年10月から美化活動や子

供の居場所づくりなどの地域活動へ拡充をさ

せていただいたところでございまして、高齢

者の社会参加、フレイル予防を主な目的とし
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ておりますけれども、健康増進にも寄与する

ものと考えているところでございます。今後

も健康創造都市ＫＯＢＥ推進会議の参画企業

と連携した健康づくりの取組を、高齢者を含

め、市民へ広く発信していくとともに、ＫＯ

ＢＥシニア元気ポイント制度などを活用いた

しまして、高齢者の健康増進、社会参画に取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

  ４点目は、職員の不祥事についてでござい

ます。 

  御指摘をいただきました事案は、職員が病

気休暇や健康支援休暇の申請に当たりまして、

必要となる挙証資料を偽造いたしまして、休

暇を不正に申請、取得していたことから、本

年８月22日付で懲戒免職をしたところでござ

います。市民の信頼を裏切る不祥事が続いて

おりますことを深くおわびを申し上げたいと

思います。 

  不祥事の防止に当たりましては、まずは職

員１人１人がコンプライアンス意識を高めて

いくことが重要であるというふうに考えてい

るところでございます。また、御指摘をいた

だきました事案を受けまして、懲戒処分を実

施した当日に、職員が閲覧できるグループウ

エアの掲示板機能を用いまして、処分内容の

周知と再発防止に向けた注意喚起を行わせて

いただいたところでございます。 

  また、全職員を対象といたしましたコンプ

ライアンス推進に係る研修におきましても、

本事案も含めた懲戒処分事例や、公務員が非

違行為を行った場合の社会的影響の大きさな

どを周知をいたしまして、職員１人１人が自

分事として捉えるよう、改めて徹底をしてま

いりたいと考えてございます。 

  また、職員がふだんと変わった様子がない

か、悩みを抱えていないか、上司が把握する

ことによりまして問題の早期発見にもつなが

りますため、気軽に相談できる雰囲気を醸成

することは重要であると考えてございます。

そのため、年度当初には全職員に、市民の期

待と信頼に応えるため、いま一度、神戸市ク

レドをしっかりと認識することや、所属長に

対し、風通しのよい職場環境づくりを呼びか

けをさせていただいたところでございます。

今後も再発防止に向けた取組を、粘り強く継

続をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、喫煙所の

設置について答弁させていただきます。 

  本市におきましては、平成20年度より三

宮・元町地区を、他の地域への波及効果を狙

いとするシンボル的なエリアとして、路上喫

煙禁止地区を設け、違反者から過料を徴収す

るとともに、エリア周辺に喫煙所を整備して

きたところでございます。その後、受動喫煙

防止の観点から、国が示した施設整備の指標

を満たしていない屋外型喫煙所を撤去したこ

とで、現在は議員御紹介のとおり公設喫煙所

は東遊園地とＪＲ元町駅の２か所、民間は４

か所となってございます。 

  本市におきましては、公的空間における喫

煙所設置適地がないという状況も踏まえ、令

和６年度に民間事業者による喫煙所整備に対

する補助制度を創設しまして、今年度はさら

にその対象範囲を拡大して民間喫煙所の整備

促進を図ってきたところでございます。 

  この喫煙所補助制度の対象は、整備に費用

がかかる屋内型喫煙所を基本としてございま

すが、コンテナ型やトレーラーハウス型など、

コストのかかる屋外型喫煙所も補助の対象と

しているところでございます。屋外型喫煙所

として普及しているパーテーション型喫煙所

は、コストを低く抑えることができる一方で、

国の施設整備指標には、出入口に方向を転換

するクランクを設けることとあり、受動喫煙

対策を徹底するためには、大型バス１台分に

相当する約30平米のスペースが必要であり、

設置の確保が難しいという課題もございます。
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いずれにしましても屋外型喫煙所の設置を排

除しているものではございませんので、引き

続き補助制度の周知を図りながら、喫煙所を

手がける民間事業者と共に連携し、屋外型も

含めて喫煙所の設置を働きかけるとともに、

公設喫煙所につきましても、関係部局や外郭

団体等とも連携しながら、設置に向けて検討

を進めてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 長谷選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（長谷英昭君） 選

挙管理委員の取組についてお答えいたします。 

  公職選挙法上、選挙管理委員は民主主義の

根幹である選挙を公正かつ適正に管理執行す

るとともに、常にあらゆる機会を通じて有権

者の政治意識の向上に努めなければならない

とされております。 

  このため、選挙時、具体的には10月に予定

されております市長選挙及び市議会議員の補

欠選挙において、地区の選挙管理委員は立候

補予定者説明会への参加、違法な文書図画の

調査、撤去命令の発出、選挙人名簿の登録、

投開票所等の告示、立候補届出の受理、氏名

等掲示等の掲載順を決めるくじの実施、投票

所や期日前投票所の視察、各種啓発イベント

における投票参加の呼びかけ、開票管理者と

して開票事務の総括、選挙長として選挙会の

総括、選挙争訟への対応等、実に様々な事務

を行うこととなっております。さらに、選挙

期間中に発生したトラブル等につきましては、

速やかに選挙管理委員に報告し、助言を求め

た上で必要な対策を講じることとしておりま

す。また、平常時においては、選挙人名簿の

調製といった事務のほか、投票環境の向上に

向けて投票区や投票所の見直しのほか、スロ

ープ等の投票所の設備の在り方の検討、不在

者投票ができる施設の調査等を行っておりま

す。さらに、今般は議会の役割・責任や議員

の職務等の重要性を明確化した地方自治法の

改正や神戸市議会基本条例の改正を踏まえ、

特に主権者教育に注力しているところでござ

います。 

  具体的な市区の選挙管理委員は、選挙出前

授業の実施に向けた学校関係者との事前調整

に加え、実際の授業では挨拶や視察もしてい

ただいております。また、授業を視察した際

の感想や授業後の児童・生徒や教員のアンケ

ート結果を踏まえながら、今後の授業で改善

すべき点等を指摘するなど、様々な場面で関

与していただいているところでございます。 

  この結果、令和５年度の選挙出前授業の実

施校は６校584名であったものが、昨年度、

令和６年度につきましては、本市では過去最

高となる25校2,108名となったところでござ

いまして、今年度はこれをさらに超える見込

みとなっております。また、授業の内容につ

きましても、市区の選挙管理委員の意見のほ

か、大学の知見等も得ながら、質の向上を図

ってきているところでございます。 

  このように市区の選挙管理委員は、選挙の

公正かつ適正な管理執行だけにとどまらず、

主権者教育の推進に向けて、常に努力を重ね

ているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） では、外国人宿泊者数

の目標達成状況について、再質問させていた

だきます。 

  神戸空港に国際チャーター便が就航し、多

くの外国人が神戸空港を玄関口として神戸を

訪れていることを踏まえ、彼らがスムーズに

移動できるよう、受入れ環境の充実が必要で

あります。神戸空港国際線就航により、７月

末までの外国人国籍、地域別の出入国者数は、

台湾が５万5,378人で全体の38.7％、続いて

中国、韓国となっています。８月末までの国

際線搭乗率は82.7％と好調であり、これらの

状況を鑑みれば、空港各所の案内表示につい

て、台湾からの訪日客が最も多いという状況
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からも、台湾で一般的に用いられている繁体

字の表記を充実させるべきではないでしょう

か。 

  また、空港を発着するバスやシティー・ル

ープの案内についても、日本語と英語だけで

なく、中国語や韓国語表記が必要であります。

さらに神戸空港、関西国際空港間を移動する

人にとっては、空港島内巡回バスで海上アク

セスターミナルと第２ターミナルを行き来し

たいという需要もあると考えられることから、

分かりやすい行き先案内や時刻表を整備すべ

きと考えますが、見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この外国語での案内

につきましては、空港の第２ターミナルビル

は、ユーザーフレンドリーで快適・質の高い

旅の始まりをコンセプトの１つとして整備を

しておりまして、ターミナル内の案内サイン

やインフォメーションなどにつきましては、

整備当初から日本語・英語・韓国語・中国語

―― これ簡体字でございますけれども、それ

の４か国語に加えまして、繁体字の案内も実

施をさせていただいているところでございま

す。 

  また、第２ターミナルと神戸空港行きの動

線もピクトグラムに加えまして、繁体字を含

む５か国語表記で案内をいたしまして、御利

用される方がスムーズにアクセスできるよう

努めているところでございます。 

  一方、第２ターミナル前のバス停につきま

しては、日本語と英語の２か国語表記に加え

まして、視覚的に分かりやすいピクトグラム

での案内をさせていただいているところでご

ざいます。路線バスの時刻表につきましては、

バス事業者において設置しているものであり

ますけれども、利用者のニーズを踏まえなが

ら、分かりやすい案内表記について事業者と

検討してまいりたいと考えてございます。 

  空港島島内の巡回バスにつきましては、関

西空港と神戸空港の移動の間にベイ・シャト

ルを利用される方も多いことから、運行して

おりますこうべ未来都市機構は、多言語表記

を含め、バス停やホームページの案内を早急

に分かりやすく改善をするというふうに聞い

ているところでございます。 

  海外からのお客様も含め、多くの旅客が利

用されます空港におきまして、御利用される

方がストレスなくスムーズに移動できること

が重要であるというふうに考えてございまし

て、今後とも分かりやすい案内ができるよう

に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） 続きまして、六甲山牧

場について再質問させていただきます。 

  台湾から来られた訪問団の方々が、先ほど

答弁にありました但馬牛の牛舎見学をさせて

いただきました。先ほど御説明あったように、

防疫のために防護服を着たり、エアシャワー

を通ったりして、非常に楽しんでおられまし

た。一方で、舎内に設置されている案内板は、

日本語及び英語のみの表記になっており、こ

こでも多言語対応がなされておらず、外国人

観光客が六甲山牧場を楽しむ上で課題が見ら

れると感じました。 

  インバウンドを意識した六甲山牧場の整備

については、今回の見学に同行いただいた吉

田健吾議員も、従前から指摘しているところ

でありますが、海外でも知名度のある神戸牛

を、食だけでなく観光資源としても有効活用

できるよう取り組んでいくべきであると考え

ますが、見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 御指摘をいただきま

したように、この見学コース内の案内看板に

つきましては、日本語と英語の表記のみであ

りまして、多言語対応が十分ではないと考え

てございますので、案内板やパンフレットの
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改善を早急に進めてまいりたいと考えてござ

います。 

  神戸ビーフは海外において非常に高い知名

度を誇りまして、そのおいしさは世界中に認

知をされておりますため、神戸ビーフとレス

トランガイドマップを作成して、海外向けの

ＰＲを行ってきたところでございます。また、

神戸ビーフの歴史や飼育方法についても関心

が寄せられておりまして、食だけでなく、ス

トーリー性のある観光資源としても、積極的

に有効活用を図ってまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） ありがとうございます。

続きまして、喫煙所の設置についての再質問

です。 

  神戸来訪の外国人はアジア系の方が多く、

喫煙率は高いとされています。例を挙げると、

中国23.4％、韓国20％、台湾13.1％と、日本

と比べても同等、もしくはそれ以上でありま

す。また、海外諸国では路上、屋外で喫煙可

能な国が多く、今後、インバウンド客が増え

ると想定される北野異人館、南京町、有馬温

泉、ウオーターフロントエリア、旧居留地エ

リアや須磨海岸エリアなどにおいても、喫煙

習慣のある訪日外国人が増えることが予想さ

れるため、喫煙所を整備し、路上喫煙を防止

するよう取り組む必要があると考えますが、

見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 現在、路上喫煙禁止

地区におきまして、過料徴収という厳しい対

策を取っておりますので、喫煙所が十分確保

されていないという状況を解消するために補

助制度を設けるなど、禁止地区内における喫

煙所整備に最大限注力をしているところでご

ざいます。現状、観光エリア、禁止地区外で

の喫煙所の整備は難しい状況ではございます

が、受動喫煙とかポイ捨て防止の観点から、

路上喫煙対策は非常に重要であると考えてご

ざいます。 

  現在、路上喫煙禁止地区に関する外国人観

光客向けの啓発の目的としまして、４か国語

で記載したチラシを作成しまして、総合イン

フォメーションセンターや観光ホテル・旅館

協会等を通じまして、市内62か所のホテルに

配付しているところでございますので、この

啓発チラシを市内全域において路上喫煙をし

ないように追記するなど周知徹底を図って、

民間施設内での喫煙所の整備とか、そういっ

たところを連携して取り組んでいきたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） 現在の喫煙所設置状況

を見ると、民間喫煙所の設置が十分に進んで

ないと考えますが、その要因として、補助制

度が民間事業者にとって使い勝手がよくない

のではないでしょうか。例えば、現在の制度

で補助される維持管理経費は、清掃経費や水

道光熱費であり、賃料は含まれておりません。

本年の予算特別委員会局別審査において、補

助制度の検討の際に参考にした大阪市の制度

においては、補助対象となる維持管理経費に

賃料という考え方は含まれないという答弁が

ありましたが、三宮・元町地区の賃料は高額

であることから、喫煙所の賃料を補助対象に

含めることは、民間喫煙所設置のインセンテ

ィブになります。民間喫煙所設置を加速化さ

せるためにも、補助制度を見直すべきと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 本市におきましては、

先ほども申し上げましたが、令和６年度より

民間事業者による喫煙所整備に対する補助制

度を創設しまして、今年度はその対象範囲を

維持管理費に拡大するなど、民間喫煙所の整
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備促進を図ってきたところでございます。 

  現在、民間事業者による喫煙所整備に対す

る補助を行っている政令指定都市は、本市の

ほか大阪市、名古屋市のみでございます。大

阪市では賃料を補助対象としておらず、名古

屋市は賃料を補助対象としておりますが、い

ずれも補助金の上限が年額144万円で、補助

期間も５年間ということで限定されてござい

ます。 

  一方、我が市の補助金の上限につきまして

は年額270万円であり、補助期間も５年を区

切りとしまして、管理状況の確認を行った上

で、良好に管理されている場合は期間の延長

を可能としてございまして、他都市と比較し

ても現在充実した内容であると考えてござい

ます。引き続き補助制度を民間事業者に御活

用いただけるよう、関係部局が一体となって

制度の周知に取り組み、民間喫煙所の増設に

つなげてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） ありがとうございます。

続きまして、選挙管理委員の取組についての

再質問をさせていただきます。 

  10月26日には市長選挙が予定されているが、

投票率が低いと、市民の政治への無関心が助

長されたりすると危惧しています。特に若者

の投票率が低いことが課題でありますが、今

回の市長選挙に向けて投票率向上に関して、

どのように取り組まれているのかお伺いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 長谷選管事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（長谷英昭君） 神

戸市の投票率は、７月の参議院議員通常選挙

では全国平均を上回ったものの、それ以前の

国政選挙や知事選挙では、全国平均や県平均

を下回る傾向が長く続いておりました。 

  一方で、神戸市の有権者１万人当たりの投

票所の設置数、言わば投票所の密度は指定都

市の中では上位、具体的に申しますと７年の

参議院選挙の通常選挙のデータによりますと、

有権者が100万人を超える９の指定都市に限

ると、神戸市の投票所の密度いうのは１位と

なっております。このように指定都市の中で

は上位に位置しているものですが、投票の利

便性が低いという状況にはないというふうに

認識しております。 

  さらにこれを行政区ごとに分析しますと、

投票所の密度が高い長田区や兵庫区では投票

率が低い一方で、投票所の密度が低い東灘区

では投票率が高くなっており、投票所の密度

と投票率が必ずしも正の関係にあるとは言え

ないことも明らかになっております。 

  投票率につきましては、ライカーとオード

シュックのモデルが示すように、個々の選挙

ごとに異なる選挙の争点があるなど、様々な

事情が総合的に影響することも事実ですが、

神戸市の投票所の密度が他の指定都市よりも

優位でありながら、投票率が全国平均よりも

低い状況が続いていることや、行政区によっ

ては投票所の密度と投票率との関係に逆転現

象が生じていることを踏まえると、ふだんか

ら政治・選挙に対して有権者の関心が低いこ

と。さらに言えば、低年齢児から政治・選挙

に対して関心を持つ機会が少なかったこと等

が、投票率に大きく影響しているのではない

かと考えております。 

  この点、総務省の調査によりますと、子供

の頃に親の投票についていったことのある人

のほうが、ついていったことのない人に比べ

て投票した割合が20ポイント以上高いことが

示されているところ、実際に家族ぐるみ投票

や子連れ投票の呼びかけに積極的に取り組ん

でいる山形県では、国政選挙における投票率

が６回連続で全国１位となっております。こ

うしたデータを踏まえますと、親子で一緒に

投票所に行くことは、子供の将来の投票参加

につながっていくことが期待され、ほかでは

得られない貴重な学習の機会となると考えら
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れることから、現在、選挙管理委員会ではあ

らゆる機会を捉えて、家族ぐるみ投票や子連

れ投票の周知に積極的に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  また、先ほど御答弁しましたとおり、市と

区の選挙管理委員が一体となって、選挙出前

授業を積極的に展開しているところでござい

ます。選挙管理委員会では、今後執行される

市長選挙において、あらゆる広報媒体を活用

して投票参加を呼びかけるとともに、若者や

親子連れをターゲットにした複数の啓発イベ

ントの実施や、投票率が低い地域への集中啓

発等により、選挙に対する有権者の関心を高

めることとしております。 

  しかしながら、投票率の向上は一朝一夕に

達成できるものではないため、投票環境の整

備と合わせて、政治意識の向上を図るための

日頃からの主権者教育の取組についても、中

長期的の視点に立って粘り強く取り組んでま

いりたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） ありがとうございます。

選挙管理委員会に対して、あともう１問、再

質問させていただきます。 

  村上委員長は令和７年１月より市選挙管理

委員会委員長を務められておりますが、東灘

区選挙管理委員会での８年間も含め、民間出

身の委員として、これまでの取組及び成果を

どのように捉えているのかお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村上選挙管理委員会委

員長。 

○選挙管理委員会委員長（村上雅彦君） 平成

27年に初めて東灘区の選挙管理委員に就任し

て以来、今日まで約10年にわたり市と区で選

挙管理委員を務めてまいりました。 

  初めて区の選挙管理委員に就任したとき、

私は選挙の大切さをテレビなどで理解したつ

もりでしたが、実際に選挙の現場に立ってみ

ると、その裏側の大変さに大きな衝撃を受け

ました。 

  選挙は公平で公正に行わなければならず、

失敗が許されないものです。全てを完璧にや

り遂げることが当たり前であり、完璧にやり

遂げても評価されることのない、まさに裏方

の仕事だと痛感いたしました。 

  市の選挙管理委員に就任してからは、選挙

の管理執行にとどまらず、職員の業務改善や

投票率の向上のため、民間の視点を生かして

取り組んできたところです。具体的に投票管

理者や投票立会人のほか、投票所で選挙事務

に従事する方、選挙公報を各世帯に配付する

地域団体の御苦労は大変であることを、区の

選挙管理委員時代から強く感じていましたが、

こうした方々の協力なくしては選挙を公正か

つ適正に管理執行を行うことができないため、

本年度から投票管理者や投票立会人などの報

酬や選挙公報の配付単価を引き上げ、待遇の

改善を図ったところであります。 

  また、選挙時になると、職員は昼夜を問わ

ず大変な激務になることを間近で見てきたの

で、職員の負担軽減と事務の効率化を図るこ

とを目的に、必要な機器の更新や新規導入を

積極的に進めてきたところです。 

  さらに、先ほど事務局長の説明にもあった

ように、現在は市と区の選挙管理委員が一丸

となって選挙出前授業を積極的に行っており

ます。特に今年度は大学生や高校生の協働を

推進する観点から、いぶき明生支援学校で神

戸女子大の学生と共に選挙出前授業を実施し

たほか、星稜高校の探求の時間で提案のあっ

た、投票率の向上に資するアイデアの一部を、

市長選挙の選挙啓発に採用いたしました。ま

た、大学生を投票所の投票立会人として積極

的に採用する取組も新たに展開しております。 

  さらに、11月以降は育英高校で、甲南大学

の教員と学生と共に、自分たちが考案した教

材を使った模擬投票を実施するほか、税務署

とコラボした選挙出前授業にも取り組むこと
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といたします。このように、私の問題意識や

アイデアを選挙のプロの視点で企画立案し、

スピード感を持って現実にしてくださった職

員には、感謝の気持ちでいっぱいです。 

  選挙管理委員会としては、今後執行される

選挙において、投票率の向上に向けて投票環

境の整備や選挙期日の周知を含めた選挙時の

啓発に注力することはもちろんですが、将来

の有権者である子供たちの投票参加につなげ

るため、選挙管理委員がいろいろなアイデア

を出し合って、実効性のある取組を引き続き

展開していきたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） ありがとうございます。

引き続いて投票率の向上に向けて取り組んで

いただきたいと思います。 

  続きまして、市民の健康について再質疑さ

せていただきます。 

  健康増進のために手軽に始められる運動と

してジョギングやウオーキングがありますが、

近年、夏場は特に日中が暑いため、夜間に取

り組む人が多くおられます。一方で、コース

が整備されている場所でも街灯が少なく、夜

間は暗い所があります。 

  例えば、東灘区の住吉川ジョギングコース

は、北は新落合橋北側より、南は国道43号線

南の島崎橋までの１周約５キロ強のコースで、

毎年、灘高駅伝大会も開催されています。こ

のコース上には大小12の橋が架かっておりま

すが、橋の下に街灯が設置されているのは３

か所だけであります。それぞれに設置されて

いる20基の街灯は、目視ベースですがＬＥＤ

は４基、それ以外は蛍光灯であり、夜間は非

常に暗い所があります。国道２号線に架かる

住吉橋より南は、コースと並走する車道に一

定間隔で街灯が設置されており、ある程度の

光量が確保されていることから、市民が運動

や散歩する際には大きな問題はないと思いま

すが、住吉橋以北は非常に暗い箇所もあるの

で、早急に調査し、必要な箇所へ街灯を設置

すべきと考えますが、見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 住吉川につきまして

は、兵庫県が管理している二級河川でござい

まして、河川敷にはジョギングや散策できる

通路が整備されており、多くの市民に利用さ

れるなど、市民の憩いの場となってございま

す。通路部分の維持管理につきましては、神

戸市が兵庫県から占用許可を得て実施してい

るところでございます。 

  御指摘のとおりジョギングコースと並走す

る車道には一定の間隔で道路照明灯がござい

ます。国道43号の住吉川橋など、一部の橋梁

の下には照明灯も設置しているところでござ

います。市民が安全にジョギングやウオーキ

ングができる環境は、市民の健康増進にも非

常に大切であると考えてございます。議員御

指摘の国道２号以北の状況も含めて、改めて

夜間の現地状況を確認し、必要なところにつ

きましては、できる限り早期に街灯を設置し

ていきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） よろしくお願いします。

場所によっては非常に暗いところあるので、

１回ちょっと調整していただきたいと思いま

す。 

  続きまして、職員の不祥事についての再質

問です。 

  令和４年度から５年度にかけて、決裁資料

の決裁欄に無断で課長・係長の印鑑を押印し、

合計26件の決裁文書を偽造したとして、職員

が免職になりました。紙資料による決裁がい

まだに残っているために起こった事案であり

ますが、現在、神戸市の決算において、電子

決裁はどの程度用いられているのか。また、

不正な事務処理の防止だけではなく、ペーパ
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ーレス化、事務負担の軽減の観点からも、紙

決裁を廃止し、電子決裁を徹底すべきと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市では、職員が

日々行う起案決裁などの文書事務の電子化を

推進するために、平成19年度に公文書管理規

程を改正いたしまして、文書管理システムを

導入して、電子決裁の運用開始をしたところ

でございます。平成28年度には、それまで課

長決裁までであった電子決裁の範囲を市長決

裁まで拡大運用しているところでございます。

また、文書管理システムのほかにも、庶務事

務システムや財務会計システムのように、独

自で電子決裁機能を持つものによりまして電

子決裁を行っている業務もあるところでござ

います。 

  一方で、公文書管理規定におきましては、

例外として、事務の効率化が図られる場合に、

特定の帳票等により起案することを認めてお

りまして、基幹業務システム、特に、税・福

祉情報などで出力した帳票により、紙決裁を

行っている業務があるところでございます。 

  今回の事案につきましては、滞納者に関す

る財産調査の結果など、決裁に添付する資料

の分量が多く、細部にわたる内容点検を迅速

に進めるため、業務システムから出力した帳

票に基づき紙決裁を実施していたものでござ

います。 

  現在、紙帳票での決裁を行っている業務に

おきましては、窓口における届出等の処理を

迅速に行う必要がありまして、現状のままで

は電子決裁の移行が難しいものがあることは

事実でございます。一方で、可能なものにつ

きましては、添付書類が多い場合も、文書管

理システムで電子決裁を行うなどの取組を進

めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

  このほか、現在、窓口業務を中心に、フロ

ントヤード・バックヤード改革の取組を進め

させていただいておりまして、窓口システム

や電子申請の推進による申請書のペーパーレ

ス化、決裁の自動起案等についても検討させ

ていただいているところでございます。 

  これらの取組の中で、個別の業務状況を把

握しながら、基幹システム標準化の機会を活

用して、可能なものにつきましては、電子決

裁の移行を検討してまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 外海君。 

○33番（外海開三君） ありがとうございます。

もう時間もないので、要望と意見、数点述べ

させていただきたいと思います。 

  まず、空港における繁体字標記の件ですけ

れども、神戸空港は、2030年には国際定期便

も就航予定であり、今後ますます台湾から神

戸へお越しになられる方も増加すると予測で

きます。第２ターミナルを繁体字対応とした

ことは大変評価いたしますが、未対応部分で

ある第１ターミナルや、先ほどのバスなどの

アクセスに関しても、我々神戸として、迎え

る側として、繁体字で対応を行っていただく

ように要望しておきます。 

  続きまして、鉢巻展望台の整備の件ですが、

鉢巻展望台は、表六甲ドライブウェイの途中

にありまして、六甲山の中腹にある展望台で、

私もたまに行かせていただくんですけれども、

この前７月に行ったとき、本当にもう樹木が

鬱蒼として、もう前がほとんど何も見えない

ような状況になっておりました。また、神戸

市内からも近く、車でのアクセスがよいこと

もあり、訪れるお客さんもどっちかというと

インバウンドの方より国内からの観光客の方

が、レンタカーなどを借りて行かれてる方の

ほうが多いのかなと私個人的には感じており

ます。 

  新規の観光スポット整備も必要であります

が、せっかくある既存の観光資源のブラッシ
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ュアップの取組も、今後、観光地として優先

的に取り組んでいただくようお願いいたしま

す。また、市長がおっしゃられましたロード

バイクの休憩所というのは、あそこもロード

バイクされている方結構いらっしゃいますの

で、非常に、もし整備していただければ多く

の方が利用するのかなと思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、喫煙所の設置についてですが、

そもそも日本と海外の喫煙ルールの違いによ

って、路上喫煙やたばこのポイ捨てが増加す

る可能性があります。インバウンド観光客だ

けでなく、非喫煙者を含めた地元住民のため

にも、喫煙所の整備が必要であります。喫煙

をめぐる社会状況の変化や、望まない受動喫

煙防止の観点から、喫煙者と非喫煙者が共存

できる分煙環境の整備に本市としても引き続

き積極的に取り組んでいただきたく、要望し

ておきます。 

  また、自治会がないところの情報共有なん

ですけれども、私が住んでいるところは自治

会がなくて、最近、水道管工事が長期にわた

って行われていたんですけれども、いつ工事

が始まりいつ終わるとかいう周知も全くござ

いませんでした。やっぱり自治会がないとこ

ろによっては、情報の伝達がうまくいってな

いところもあると思いますので、今後、自治

会空白地については、何らかの対策を講じて

いただきたいと思います。 

  以上で、質疑を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  それでは、この際、暫時休憩いたします。 

  午後１時10分に再開いたします。 

   （午後０時７分休憩） 

   （午後１時10分再開） 

○副議長（川内清尚君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き一般質問を続行いたします。 

  10番萩原泰三君。 

  （10番萩原泰三君登壇）（拍手） 

○10番（萩原泰三君） 公明党の萩原泰三です。 

  それでは、一般質問をさせていただきます。 

  初めに、小・中学校体育館の空調整備につ

いてお尋ねいたします。 

  御案内のとおり、近年は気候変動の影響に

より、夏の酷暑化が著しく進んでいます。特

にこの夏は、８月は気温35度を超える酷暑日

が５日間、30度以上の真夏日は29日間となり、

観測史上最も暑い夏となりました。 

  本市では、災害発生時に避難所ともなる市

内全ての小・中学校の体育館にエアコンの設

置を進めました。これは、児童・生徒の健康

を守る上でも、また、避難所の環境整備とい

う観点からも、極めて重要な取組であります。 

  しかしながら、現在設置されているエアコ

ンは、体育館全体を一定の温度に保つもので

はなく、授業や部活動の休息時に冷気を直接

浴びてクールダウンする、言わばスポットク

ーラー的にとどまっております。ゆえに、児

童・生徒の健康保持基準として求められてい

る18度から28度を超え、学習環境や避難所環

境として十分とは言えません。 

  一方で、体育館は空間が非常に広く、また、

建物によっては断熱性が十分に確保されてい

ない場合が多いため、単純に空調設備を増強

するだけでは効果が上がらないという難しさ

もあります。 

  そうした課題を踏まえ、国においては、昨

年度の補正予算において、新たに空調設備整

備臨時特例交付金が創設されました。この交

付金は、避難所となる小・中学校の体育館に

おいて、空調設備と断熱工事の両方を実施す

ることを条件としています。補助率は２分の

１であり、起債する場合は、元利償還金につ

いても２分の１の交付税措置の対象となるた

め、自治体にとっては実質４分の１の負担で

整備が可能となります。 
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  避難所の環境の改善と児童・生徒の健やか

な学習環境の確保のため、本市においても取

組を始めるべきと考えますが、御見解をお伺

いいたします。 

  次に、５歳児健診についてお伺いいたしま

す。 

  これまでも、公明党議員団として何度も取

り上げてきた５歳児健診は、発達障害や発達

特性が顕在化、発見しやすい年齢での健診で

あり、いち早く状態に応じた支援につなげ、

就学に向けての必要な支援体制を整備する上

でとても重要な健診です。 

  国会における公明党の取組で、国において

も、令和10年度までに５歳児健診を全国展開

することを目標とすることになりました。 

  神戸市と同規模の京都市では、来年度から

５歳児健診を始めると仄聞しております。 

  本市においても、これまで３回にわたって

母子保健事業検討委員会を開催し、５歳児健

診の実施方式や健診後のフォローアップ体制

について検討し、議論も煮詰まっているよう

ですが、これまでの検討委員会での議論と今

後の取組についてお伺いいたします。 

  次に、個別最適な英語教育についてお伺い

いたします。 

  令和６年度に策定された第４期神戸市教育

振興基本計画の重点施策の中に、英語の実践

的なコミュニケーション能力向上及び異文化

等の理解があります。様々な分野にわたって

国際化が進行する中で、英語によるコミュニ

ケーションは広く求められており、その力を

つける教育環境・教育体制の整備は、都市の

魅力を構成する重要な要素になっていると言

っても過言ではありません。 

  外国語力を判定する国際指標にＣＥＦＲが

ありますが、国の基本計画では、中学卒業段

階でＣＥＦＲのＡ１レベル、日本の英検で言

えば３級取得に相当する能力を持つ生徒の割

合を、令和９年度までに全国で60％以上とす

ることを目標に掲げられています。 

  一方、文部科学省の調査によると、神戸市

の中学校卒業段階でのＣＥＦＲ、Ａ１レベル

相当の生徒の割合は、平成30年度で50.1％、

令和６年度で56.6％と6.5％増加しています。

しかし、目標を達成するには、次の３年間で

3.4％以上の増加が求められ、さらなる英語

教育の充実が必要です。 

  市として、外国語指導補助、ＡＬＴの活用

などに取り組まれていると承知しております

が、より効果を高めるには、個々の生徒に貸

与されている学習用端末を用いて、１対１の

オンライン英会話による個別最適の話す力と

聞く力を伸ばす学習を取り入れ、目標の達成、

そして、さらなる英語力の強化に取り組んで

はいかがでしょうか。御見解をお伺いいたし

ます。 

  次に、ポートライナー・六甲ライナーへの

エコファミリー制度の導入についてお伺いい

たします。 

  六甲アイランド・ポートアイランドには、

親子で楽しめる施設が数多くあり、神戸市立

の美術館が３館、図書館、青少年科学館やプ

ラネタリウム、ポートアイランドスポーツセ

ンターなどがあります。また、民間の施設で

は、ウオーターパーク「デカパトス」、六甲

マリンパークのＵＭＩＧＯ、神戸どうぶつ王

国などがあります。これらの施設のアクセス

となる主な公共交通機関は、六甲ライナーと

ポートライナーですが、家族で行くには運賃

が高いとのお声があります。ちなみに、公共

施設たる市の関連施設には併設の駐車場がな

く、駐車料金もばかになりません。神戸新交

通では、神戸どうぶつ王国の入場券とポート

ライナーの往復運賃のセット券を通年で販売

していますが、一方、美術館や科学館の公営

施設等は、夏休み期間中のみや展示会開催中

のみの期間限定のセット券の販売にとどまっ

ています。 

  一方、公明党議員団からの要望に応え、昨

年10月から、交通局所管の市営地下鉄と市バ
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スでエコファミリー制度が通年利用できるよ

うになっています。子育て世帯の経済的負担

を軽減し、子供の活動をサポートするこのエ

コファミリー制度を六甲ライナーとポートラ

イナーにも導入し、子育て支援、また、社会

教育施設の利用促進につなげてはいかがでし

ょうか。御見解をお伺いいたします。 

  次に、神戸電鉄粟生線についてお伺いいた

します。 

  令和７年度予算では、３つの再生である、

都心の再生、既成市街地ニュータウンの再生、

そして、森林・里山の再生を一体的に進める

考えが示されました。この３つの再生の取組

が機能的に働くには、交通インフラの維持・

存続がベースになるものであります。 

  そのような中、９月22日に開催された神戸

電鉄粟生線活性化協議会において、路線別収

支が明らかにされ、粟生線に関しては、コロ

ナ禍以前より継続した赤字が発生しており、

他の路線と比べても平均利用者数の減少が顕

著であるものの、会社全体としては若干の黒

字を維持できている状態です。協議会におい

て、神戸電鉄は、前線の黒字が粟生線の赤字

で大幅に解消されている状況と課題について

言及されています。この状態は、言い換えれ

ば、神戸市民が多く利用する有馬線などの収

益によって粟生線が維持されており、本来、

有馬線に投資すべき資金を粟生線の維持のた

めに使用されているということを意味してい

ます。 

  これまでも、神戸市としては、有馬線に関

する取組として、沿線の活性化を目的とした

北神急行の市営化をはじめ、神戸電鉄へ思い

切った補助金による大池駅や花山駅といった

駅前のリニューアルに取り組んできた点は高

く評価しているところでありますが、人口減

少が続く中、引き続きバランスの取れたまち

づくりを進めるためにも、神戸電鉄に対して、

粟生線が自立的に運営されるような大胆な取

組を求める必要があると考えますが、御見解

をお伺いいたします。 

  次に、ナイトタイムエコノミーを阻害する

ごみ問題解決に向けて質疑いたします。 

  都心の魅力と活力を高める夜間の経済活動

や文化活動の振興を図る政策課題として、近

年、ナイトタイムエコノミーが注目されてい

ます。 

  本市では、三宮から北側の飲食店が広がる

一帯が、ナイトタイムエコノミーの中心地の

１つであり、Ｆｅｅｌ ＫＯＢＥの神戸夜景

ガイド、コウベｄｅナイトでも神戸のバーと

ジャズが紹介されている人気スポットです。 

  しかし、残念なことに、サンキタ通りや生

田新道、北野坂といった主要道路沿いに事業

系ごみが路上に置かれ、カラスがごみを荒ら

したり、通行人がポイ捨てをしたりすること

で、美しい夜の町並みが大きく損なわれてい

ます。この状況を改善するために、事業系ご

みの収集運搬業者の許認可を所管する環境局

のみならず、道路を管理している建設局、都

心の再整備をしている都市局、公衆衛生を監

視する健康局、そして、ナイトタイムエコノ

ミーを推進する経済観光局がプロジェクトチ

ームをつくり、地元商店街組合や事業者、収

集運搬業者の組合である神戸市環境共栄事業

協同組合の協力を得ながら、解決に向けた知

恵を出し合い、神戸の夜をさらに魅力的にし

ていく必要があると考えますが、市長の御見

解をお伺いいたします。 

  最後に、外国人との共生社会に向けた啓発

についてお伺いいたします。 

  我が国は、外国から技術やサービス、ビジ

ネスモデルや先進企業の受入れが増大し、国

籍を問わず様々な人材が活躍する時代になっ

ています。その傾向は、我が国の有力企業に

おいてますます強くなっており、選択的夫婦

別姓に対する経団連の要請同様、経済界は、

我が国が国際社会で本格的に活躍する体制づ

くりを求めています。それは、経済にとどま

らず、スポーツや文化芸術の世界も同様です。 
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  世界の中でＪＡＰＡＮ ｉｓ Ｂａｃｋを

目指すならば、本来、排外主義ではなく、世

界を飲み込む勢いが必要です。 

  本市では、外国人等に対する不当な差別的

言動、いわゆるヘイトスピーチが横行したこ

とをきっかけに、2019年６月５日の本会議に

おいて、全会一致で可決された神戸市外国人

に対する不当な差別の解消と多文化共生社会

の実現に関する条例があります。この条例に

おいて、市には、外国人に対して必要な相談

体制の拡充や情報提供、また、市民に対して

は、教育活動の実施や人権啓発の推進等の努

力義務が課せられています。 

 排外主義や外国人排斥の不当な差別が起こ

らないよう、特に、近年、神戸市に在住する

外国人に対し、日本での生活習慣の習熟、日

本語教育機会の充実、そして、市民に対する

さらなる啓発活動の積極的な取組が必要では

ないかと考えております。市長の御見解をお

伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 萩原議員の御質問のう

ち、私からは、まず、神戸電鉄粟生線につき

まして、お答えを申し上げます。 

  神戸電鉄粟生線は、地域の主要な基幹交通

であり、本市が駅を中心としたまちづくりを

進める上で、粟生線の維持存続は大変重要で

あると考えています。 

  ９月の粟生線活性化協議会では、粟生線の

2024年度、令和６年度の経常利益が６億5,00

0万円の赤字であり、2025年度、令和７年度

の４月から８月の利用実績は、新型コロナウ

イル禍前の2019年度、令和元年度に比べ、依

然として11.5％減少しているという報告があ

りました。神戸電鉄からは、コロナ５類移行

に伴う回復がほぼ終わりに近づいており、今

後大きな回復は見込めない状況であるとの分

析もなされているところです。 

  現状を見ますと、粟生線におきましては、

神戸市市域外の輸送人員の減少に伴う赤字に

よる存廃の問題が取り上げられ、有馬線にお

きましては、御指摘いただきましたように、

本来、有馬線に投資されるべき資金が十分に

投資されていない状況になっているのではな

いかと考えております。 

  また、同日の協議会では、今後、鉄道事業

の収支が赤字になった場合、運賃改定の可能

性を示唆する発言等もありまして、仮に粟生

線の赤字に起因して運賃の値上げが有馬線で

も行われるようになれば、神戸市民にとって

はゆゆしき事態ではないかと認識をしており

ます。 

  少子高齢化や沿線住民の減少などによりま

して、地域鉄道を取り巻く状況は今後もさら

に厳しくなる見通しであり、粟生線の問題が

さらに深刻化することは明らかです。従来か

らの乗って支える取組に加え、近い将来には、

議員御指摘のように、粟生線の自立した持続

的な運営に向けた仕組みや、鉄道運営の構造

的な部分の検討にも踏み込みざるを得ない状

況になると考えております。 

  そのためには、まずは神戸電鉄の路線別の

収支や設備投資計画などを一層詳細に確認・

分析するとともに、今後の神戸電鉄の経営方

針と神戸市のまちづくりを連動させるなど、

御指摘も踏まえ、神戸電鉄との協議・議論の

レベルを上げるべき時期に来ていると認識を

しております。 

  人口減少が続く中、引き続き神戸電鉄沿線

でのバランスの取れたまちづくりを進めるた

め、スピード感を持って本市としての取組を

検討してまいりたいと存じます。 

  次に、外国人との共生社会に向けた啓発な

どにつきましてお答えを申し上げます。 

  本市では、神戸市外国人に対する不当な差

別の解消と多文化共生社会の実現に関する条

例の理念に基づき、在住外国人に対する社会

生活に必要な情報提供や市民に対する啓発活

動、日本語の教育機会の充実などに取り組ん
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でおります。 

  住民登録の手続に区役所に来られた外国人

に対し、ごみの捨て方や自転車の乗り方とい

った生活ルールなどを分かりやすく説明した

案内チラシを配布するなど、様々な機会を捉

えて繰り返し伝えることで、生活習慣を理解

していただけるように工夫しております。 

  多文化共生をテーマにした講演会の開催や

啓発冊子の配布、映画館における啓発動画の

上映などを行ってきたほか、今年度から新た

に、さんちか夢広場デジタルサイネージで広

報も行っております。 

  日本語教育につきましては、従来から、神

戸国際コミュニティセンターで初級日本語の

教育に取り組んできましたが、さらに、地域

日本語教育の総合的な体制を構築するため、

今年度は、新たに地域日本語教育総括プロデ

ューサーを配置し、市内の日本語教育関係機

関や企業などとの連携を強化しているところ

です。また、義務教育年齢を過ぎて来日する

若者が増加していることから、将来の社会保

障費の負担増などを防止し、彼らが社会的・

経済的に自立できることを目指した日本語学

習プログラムの開発と実証にも取り組んでお

ります。不当な差別を解消するという条例の

理念に基づき、日本での生活習慣の習熟や市

民に対する啓発活動、日本語の教育機会の充

実などに積極的に取り組んでまいりたいと存

じます。 

  同時に、根本的には、国が外国人の受入れ

を進めるのであれば、地域社会が外国人とど

う向き合ったらいいのかについて、国は明確

な方針を示すべきです。日本語教育につきま

しても、国が統一的な実施方針を策定し、地

方自治体がその方針に基づいて、どこの自治

体もひとしく日本語教育を進めるという体制

が必要であろうと常々感じているところです。

引き続き、指定都市市長会を通じ、国がしっ

かりと責任を果たしていただけるよう要望を

続けてまいりたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、５歳

児健診について御答弁を申し上げます。 

  御指摘をいただきましたように、５歳の時

期に健診を実施することは、子供の成長・発

達の課題を早期に発見し、就学に向けての適

切な支援につなげる上で重要であると認識を

しているところでございます。 

  本市におきましては、５歳児健診の在り方

について検討するため、令和６年度より、母

子保健事業検討委員会を実施し、健診の実施

方式や健診項目、医師等専門職の確保策、健

診後に必要となる発達フォロー体制の整備、

支援が必要な児童の就学前健診への情報連携

の方法など、実施に向けての課題や対応方法

について議論をしてきたところでございます。

委員会での議論を踏まえて、全ての５歳児を

対象とした個別健診方式での実施とし、子供

の成長・発達の評価に加え、生活習慣に関す

るアドバイスや育児支援を行えるフォロー体

制を整え、子供の健康の保持及び増進につな

げるものとしたいと考えているところでござ

います。 

  本年７月には、市内医療機関に５歳児健診

実施に向けてのアンケート調査を行いまして、

その結果、本市の方針におおむね賛同が得ら

れている状況でございます。 

  今後、５歳児健診をできるだけ早期に実施

できますよう、医師等の健診従事者向けのマ

ニュアルや研修内容を検討するとともに、市

医師会をはじめ、保育・教育・福祉などの関

係機関と連携し、健診後も切れ目なく支援で

きる仕組みづくりの検討を進めてまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは２点御答弁
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をさせていただきます。 

  まず１点目ですが、ポートライナー・六甲

ライナーへのエコファミリー制度の導入につ

いてお答えさせていただきます。 

  公共交通利用への転換促進を目的とするエ

コファミリー制度につきましては、令和６年

10月より、子育て支援サービスの充実という

観点から、土・日・祝・夏季期間・年末年始

を対象期間としていた制度を通年化し、多く

の方に利用していただいているところでござ

います。 

  ポートライナーや六甲ライナー沿線におき

ましては、御案内のように、親子で楽しめる

多くの施設がございまして、ファミリー制度

のような子育て支援サービスを導入すること

は、家庭の負担軽減につながるものの、制度

の導入には課題もございます。 

  具体的には、神戸新交通の駅は無人駅が多

くあるため、現状におきまして、エコファミ

リーと同様の運用をするには、遠隔操作によ

り、大人同行者の乗車券を確認の上、券売機

で子供乗車券を発行する必要があり、手続が

煩雑となる点がございます。そのため、機器

やシステム改修が必要となり、多額の投資が

必要になると聞いてございます。さらに、制

度を導入した場合の減収も予想されるところ

でございます。 

  このように、エコファミリー制度の適用に

は課題が多くございますが、まずは子育て世

代に優しい環境づくりとして、小児ＩＣ乗車

券による乗車に対して、小児運賃の割引など

を行う試行的取組について、現在検討してお

り、子供たちだけでの乗車においても運賃が

減額されるなど、魅力も大きいものと考えて

ございます。あわせて、収入面やお客様数の

変化など、利用状況の把握に努めていきたい

と聞いてございます。 

  神戸市としましても、ポートアイランドや

六甲アイランドのまちのにぎわいづくりの観

点からも、子育て世代の負担軽減につながる

交通支援は重要であると考えており、引き続

き、新交通とともに子育て世代の負担軽減に

つながる取組を進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  それから、２点目です。ナイトタイムエコ

ノミーを阻害するごみ問題ということで、現

在、阪急神戸三宮駅北側をはじめとする繁華

街におきましては、各店舗がごみ収集事業者

と個別に契約をしており、排出時間、排出場

所もそれぞれ異なっている状況がございます。

また、店舗や従業員の入れ替わりも激しく、

事業系ごみの排出指導に苦慮しているところ

ではございますが、例えば、サンキタ通りに

おきましては、建設局・都市局が連携して、

路面清掃や路面清浄、それから、ポイ捨てご

みの処理などを行っているほか、昨年９月に

は、環境局・都市局・商店街組合が合同で、

沿線の100店舗を訪問しまして、事業系ごみ

の出し方に関するルールの周知を行ったとこ

ろでございます。また、警察ＯＢの環境局職

員が平日毎朝パトロールを実施し、不適正に

排出されたごみの開封調査を行い、原因者の

手がかりとなるごみを発見した場合には、そ

の店舗を訪問して、指導したりしている状況

がございます。 

  先ほど議員から御提案のありました、各局

がプロジェクトチームをつくってはどうかと

いう点でございますが、現在も、建設局・都

市局・健康局・経済環境局を環境局が束ねる

形で連携をして取り組んでいる状況でござい

ます。まずは、地元商店街組合や排出事業者、

それから、あるいは収集運搬事業者などの意

見交換を行いまして、しっかり現状を把握し

て、今後の対策に有効な方策を探っていきた

いと考えてございます。 

  いずれにしましても、今後も環境局が中心

となって各局へ横串を刺す形で、より連携を

強めて対策を講じていきたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 
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○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは２点

答弁させていただきます。 

  まず、小・中学校の空調整備についてです

が、御指摘のように、現在、全ての小・中学

校の体育館には空調整備をしておりますが、

これは建物全体を冷やすためのものではなく、

床に近い部分に冷気を送り、それに当たって

涼を取るためのもので、スポット的な空調と

して整備したものであります。 

  部分空調としては一定の効果がありますが、

特に、ここ数年の異常高温が続いている環境

下では課題があると認識しております。夏場

における体育館での円滑な教育活動や、さら

に地域利用のため、また、さらに避難所の環

境改善を図るためにも、体育館全体に空調効

果が及ぶよう増強する必要があると考えてお

ります。 

  御指摘の空調設備整備臨時特例交付金は、

現状、約２割にとどまっている全国の体育館

空調について、目標年次である令和17年度ま

でに95％に引き上げる目的で設けられたと聞

いております。この交付金を利用して体育館

空調の整備を進めようとしている自治体も

年々増えてきているところでございます。 

  一方で、体育館空調の整備については、費

用の問題だけでなく、体育館のような大きな

空間を増やすためには、空調機の能力や熱源

をどう考えるか、建物の断熱化をどのように

行うかといった技術的な課題があります。今

後、この技術的な課題についても、国の交付

金を活用した他都市の整備状況を参考にしな

がら、スピード感を持って具体的に検討して

まいりたいと、このように考えます。 

  続いて、個別最適な英語教育について答弁

申し上げます。 

  本市では、子供たちの国際社会の活躍の基

盤となる英語力習得のため、ＡＬＴとの共同

授業を中心に、小学校低学年から中学校まで

の過程で、段階的に各種の対話的体験プログ

ラム等に取り組んでおります。 

  具体的には、小学校低学年の早い段階から

英語に興味・関心を持てるよう、市独自の英

語活動や、異文化交流の活動を授業に取り入

れております。高学年以降は、通常の授業に

加え、多数のＡＬＴと生きた英語に触れるこ

とのできるプログラムを通じ、楽しみながら

学ぶことで意欲向上を図り、コミュニケーシ

ョン能力の基盤を養っているところでござい

ます。また、中学校でも、小学校の学びを踏

まえ、意欲を持ち、会話する習慣を大切にし

つつ、英語力を着実に定着させるため、英検

ＩＢＡ等の調査で個々の力を把握しながら、

課題に応じた学習につなげております。また、

英語教育の課題を分析し、現在、話すこと等

の発信技術向上を目指す授業改善に取り組ん

でいるところでございます。 

  これらの取組を通じて、ＣＥＦＲ、Ａ１ベ

ル相当の英語力を有する生徒の割合が、２年

前から約5.5ポイント上がるなど、着実に英

語力の強化につながっていると考えており、

引き続き取組を強化し、英語教育の充実に努

めていきたいと考えております。 

  御指摘いただいたオンライン英会話は、海

外等の講師と会話する形式で、間違いをため

らわず自分のペースで学習できるメリットが

あると承知しております。一方で、英語の授

業で学ぶコミュニケーションは、異文化の歴

史や習慣等を持つ相手とも、その意図や心情

を理解しながら対応することを学ぶ必要もあ

り、その面では、直接的な対話形式がふさわ

しい側面もございます。オンライン英会話に

ついて、どのような場面での活用が効果的か

また、費用面も併せ、他都市の事例も見なが

ら研究する必要があると考えております。 

  本市の子供たちが実践的な英語コミュニケ

ーション能力を身につけるため、それぞれの

到達度や意欲に応じた最適な学びができるよ

う、学習端末を積極的に活用しながら、英語

力の向上を目指したいと考えております。 
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  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） それでは、再質疑をさ

せていただきます。 

  まず初めに、避難所の環境改善です。 

  先ほど先進的な都市の取組を参考にして、

全館空調も検討していくという、スピード感

を持って具体的に進めていくというお答えが

ありまして、本当に前向きなお答えありがと

うございます。 

  神戸市には、241校学校があると思います。

これを一気にすることは当然できないですし、

また、現在、資材の高騰とか人件費の高騰、

あと、これ交付金措置ですので、年度が過ぎ

ていきますと、予算の奪い合いになっていく

と思いますので、ぜひ早めに、来年度、２校

でも３校でもいいですので、先行的に設計を

して施工をしていくというような取組をして

いただきたいと思います。 

  あと、技術的な課題も様々あると思います。

電気を使った電気ヒートポンプ式のエアコン

ですと、かなりの電力が要りますので、下手

すれば学校のキュービクル、変電設備とかも

変えないといけないというところもあると思

います。ですが、エアコンは、ガスヒートポ

ンプとか、ガスの中でもＬＰガス、ガスボン

ベのやつとかもあったりとか、あと、高ジェ

ネを使ったものとか様々ありますので、その

辺り研究していただいて、より、災害に強い

避難所となるように検討していただきたいと

思います。 

  再質問なんですけども、これまで我が会派

が、災害対応力の一層の強化に向け、夏や冬

の苛酷な環境下における宿泊を伴う避難訓練

の必要について指摘して、実施を求めてきま

した。そのような中、本年８月30日から31日

にかけて、中央区でのふれあいのまちづくり

協議会が主催の夜間防災訓練が実施されまし

た。訓練は、避難所となる小学校の体育館の

運動場にテントを張って一晩を過ごすもので、

32組が参加して、その中の30組が体育館でテ

ントを張って一晩を過ごされたそうです。気

象庁の記録では、当日深夜の２時まで気温が

29度を下回らなかったので、体育館に整備さ

れたエアコン、今、４台ありますけど、また、

この日のために持ち込んだスポットクーラー

だけでは暑さに耐えかねた数組の家族が、よ

りエアコンの効いた図書館に移動されたとい

うふうに聞いております。私も実際参加され

た方に聞いたんですけど、非常に蒸し暑くて、

寝れる状態じゃなかったというようなお話を

聞きました。このことからも、避難所となる

体育館の環境改善は必要であることは明白で

あります。 

  今回、この夜間防災訓練を実施した地域の

声を聞き、市として、宿泊を伴う訓練の実施

に向けて検討を行うとともに、事例の共有等

を通じて他地域への拡大にも取り組んでいく

べきと考えますが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほど御紹介のあり

ました地域における宿泊を伴う防災訓練につ

きましては、これまでも防災福祉コミュニテ

ィを中心に、一部の地域において実施されて

きたところではございますが、本年８月の訓

練につきましても、中央区の脇浜ふれあいま

ちづくり協議会主催の下、避難所となるなぎ

さ小学校で実施されたものでございます。当

該訓練は、地域行事のお泊まり会として開催

され、なぎさ小学校に通う児童とその保護者

32組が参加し、夏場における避難所生活を体

験するというものであり、開催に当たりまし

ては、神戸市から間仕切りテントや簡易ベッ

ドの貸出しを行ったところでございます。参

加者の方々の声としましては、夜暑くて寝苦

しかった、家庭での防災用品等の備えの見直

しや防災意識の変化につながったなどの声が

あったと聞いてございます。 
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  こういった地域の方々の声も参考にしなが

ら、様々な状況を想定した実践的な訓練を実

施するとともに、地域における訓練事例の共

有を図ることは、本市の防災力強化につなが

るものであり、非常に重要であると認識して

ございます。このたびの宿泊を伴う防災訓練

事例を含め、各地域で実施しました先駆的な

訓練内容や訓練で明らかになった課題等につ

いて、機会を捉まえて、庁内及び地域間で共

有できるよう努めてまいりたいと考えてござ

います。 

  いずれにしましても、市としまして、災害

対応力をより一層強化していくためには、地

域における防災力の強化を図ることが必然で

あり、引き続き御指摘の宿泊を伴う訓練を含

め、ペット同行避難訓練やＩＣＴを活用した

避難所の受付訓練など、より実践的な内容も

取り入れながら、地域の方々と連携・協力し

た取組を進めてまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） ありがとうございます。

ぜひ水平展開をしていっていただきたいと思

います。 

  また、より実践的な訓練というふうに最後

おっしゃったんですけども、いつも防災訓練

とか行って思うんですけども、もうセットさ

れてしまってるんですね。ですので、本当に

学校施設の会場から初めて、それでＴＫＢ、

トイレ・キッチン・ベッドの確認とか設置。

そして、今回のような宿泊まで伴う実戦さな

がらの訓練が必要だと思いますので、その辺

りも検討していただければと思います。 

  あと、避難所のハード面の整備も必要です

が、ソフト面、特に人材の育成は、共助の観

点からもさらに重要であります。神戸市では、

今年から防災士育成事業補助金を創設し、防

災福祉コミュニティや自治会等の地域団体に

所属し、所属団体から推薦を受けた、居住地

において長期間にわたって防災活動の活性化

に努める方に対して―― 発災時には避難所の

開設とかもしていただくんですけども、その

方に対して上限７万円の補助金を支給してい

ます。この金額は、資格取得をほぼ賄える非

常に手厚い補助金で、大いに評価するところ

であります。 

  自治体が主催する防災士養成講座は、主に

県が実施しているんですけども、地域防災活

動の活性化や質の高い防災リーダーの養成の

ために、広島市とか福岡市では、養成講座を

自前で開催している事例もあります。 

  そこで、神戸市でも防災士養成講座を開催

し、市民のさらなる防災意識の向上と人材育

成に注力するとともに、この養成機関がハブ

機能となって、要請した市内在住の防災士に

対して、定期的にスキルアップ講座を開催し

たり、各地の特色ある防災訓練や取組を集約

し、情報発信したりして、防災士同士のネッ

トワークを構築し、地域に点在する防災士を

核に神戸市全体の防災意識・防災力、そして

共助の体制の底上げを図る取組をしてはいか

がと思いますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 避難所の円滑な運営

のためには、十分な意識と一定の知識・技能

を習得した人材の確保が重要であると考えて

おり、今年度から、御紹介いただきました神

戸市防災士教育事業補助金を創設したところ

でございます。 

  補助対象となる講座につきましては、兵庫

県が開催するひょうご防災リーダー講座につ

いて、年１回の開催となっており、定員を超

過する状況が生じてございます。また、特定

非営利活動法人日本防災士機構が認証した研

修機関が行う防災士研修講座につきましては、

神戸市内での開催がなく、受講を希望する市

民が受講しづらい状況というのは承知してご

ざいます。今年度創設しました神戸市防災士
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育成事業補助金を利用した一定の受講者はい

らっしゃいますが、さらに防災士資格取得の

意欲のある方が受講しやすい環境を整備して

いくために、神戸市での防災士養成講座の開

催も含め、検討していきたいと考えてござい

ます。 

  いずれにしましても、防災士資格を取得さ

れた方については、長期にわたって地域の防

災力の担い手となっていただけると期待して

いるところでございます。御指摘の内容も踏

まえ、今後、地域で防災活動に携わっていた

だく防災士の方々と市で連携・協議しながら、

活動に係る情報交換や報告会の場を設けるな

ど、地域防災力の向上につなげてまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） ありがとうございます。

実は私もひょうご防災リーダー、申し込んだ

んですけど、２連続駄目でして、神戸市も主

催することを検討するということですので、

ぜひ前向きに考えていただきたいと思います。 

  また、広島市は、養成講座の、神戸市みた

いに補助金を出すよりも、自前でやったほう

が費用負担が少なくなるというふうなことも

言われてますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  続きまして、５歳児健診について再質問さ

せていただきます。 

  本当に前向きな御回答ありがとうございま

す。個別の健診で、そういった方針で、また

お医者さんも賛同していただけるということ

で、かなり具体的に進んでるんじゃないかな

と思います。そろそろ工程表もできているん

じゃないのかなというふうに推察しますけど

も、５歳児健診は、発達障害だけでなくて、

子供の成長過程や健康維持推進、また、児童

虐待予防の早期発見の機会も担っています。 

  そこで、例えば、子供たちと接する時間が

長い保育士は、日々の保育の中で子供たちの

特性や虐待の疑い等の気になる点があったと

しても、保護者へ直接伝えづらい。また、伝

えたとしても否定されてしまう場合がありま

す。このような少しの違和感も取りこぼすこ

とのないよう、５歳児健診において、保育園

や幼稚園から様々な情報を提供してもらうこ

とが、効果的な健診や確実な支援とつながる

と思いますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この５歳児健診は、

子供の成長・発達の課題だけではなく、養育

上の問題等支援につなげる重要な機会である

というふうに認識をしてございます。５歳児

の就園率は約95％でありまして、御指摘をい

ただきましたように、日常的に子供と接して

いる保育士等は、子供の集団の中での発達上

の課題や生活の変化に気づきやすい立場にあ

ると考えてございます。このような気づきを

５歳児健診に生かしていくためには、保育園

等と区役所・支所との連携が重要だと考えて

いるところでございます。 

  そこで、５歳児健診の実施に当たりまして

は、問診票において、ルールを守れるかや、

順番を待つことができるかなどの社会性の発

達について確認する項目や、集団で過ごす中

での気になる点について、保育園等から聞い

たことがあるかを確認する項目も検討させて

いただいているところでございます。 

  また、必要に応じて、保護者の同意を得て、

保育園等から日頃の子供の様子を情報提供い

ただくことによりまして、子供や保護者への

支援に生かしていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） ありがとうございます。

保育園とか幼稚園からの情報提供というのは、

個人情報の関係もあるので難しいと思います

けども、本当に保育士さんは、私本当に思う
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んですね、子育てを、ある意味私の子供もし

ていただいたという形になってますので、親

というのは自分の子供しか見ないですけども、

保育士の先生は、本当に何十人、下手したら

何百人を見ていますので、よく分かっており

ますので、ぜひ、少しも兆候を逃すことのな

いような制度にしていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  この時期になるともう来年度予算案の作成

が始まりつつあるのかなと思います。５歳児

健診には多額の費用がかかると思いますので、

ぜひ来年度から実施できるよう、予算の確保

も検討していただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  続きまして、個別最適な英語教育について

ちょっとお伺いいたします。 

  本市の英語教育ではＡＬＴの活用に取り組

んでおられますが、ＡＬＴが授業などでより

効果的な授業をするには、英語教諭のコーデ

ィネートは不可欠であり、教員の知識や技術

が依存することや、事前準備で多忙化してし

まうことなどが危惧されます。 

  また、文部科学省の令和６年度英語教育実

施状況調査に、横浜国立大学の斉田智里研究

室による英語力向上に効果のある取組につい

ての専門的分析結果があります。ちょっと今

日パネルを用意しましたので、パネルでちょ

っと説明します。小さくて見えないかもしれ

ないんですけども、右側のオレンジのところ

が生徒の英語力を表しております。真ん中に

４つ青い丸があるんですけども、上から、生

徒の英語による言語活動、教師の英語使用、

３つ目が教師の英語力、４つ目がＡＬＴの授

業外の活動とあります。これらが生徒の英語

力にどういう影響してるかという相関係数を

調べたもので、一番高いのが、３つ目の教師

の英語力、やっぱり先生の力が重要だという

ことです。次に高いのが、一番上の生徒の英

語による言語活動、これ0.43という値なんで

すけども、その次がほぼ同じで、教師の英語

使用0.42。ＡＬＴによる授業外の活動という

のが0.30と、ほかのものよりちょっと低くな

っています。また、生徒の英語による言語活

動に影響する項目として、ＡＬＴが参画する

時数割合が0.24に対しまして、英語の授業に

おけるＩＣＴの活用が0.34と1.5倍ぐらい高

くなっておりまして、このように、ＡＬＴの

活用よりもＩＣＴの活用のほうが、生徒の英

語力に高い効果があるという研究結果があり

ます。 

  本市として、この結果をどのように考えて

いるのか。また、今後の方針と併せて見解を

お伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） ＡＬＴの活用につい

てでございますが、御指摘のように、ＡＬＴ

が効果を発揮するには、教員の適切なコーデ

ィネートとともに、教員、ＡＬＴ双方が共同

授業での役割を果たせるよう、研修や授業支

援が必要だと考えております。 

  研修で、教員とＡＬＴそれぞれの役割や担

当する内容を明確にして、新規のＡＬＴ配置

校を中心に授業支援を行うなど、授業の充実

にＡＬＴが貢献するような様々な取組を今行

っております。 

  今御指摘のとおり、国の英語教育の調査で

は、ＡＬＴに関して、低くなっている項目が

ある一方で、本市では、生徒を対象に意識調

査も行っておりまして、ＡＬＴや外国の人と

英語で話をしたいとか、外国や外国の文化に

興味があるといった項目で肯定的な回答が多

くなっております。また、ＡＬＴとの活動に

参加した生徒からも、英語で話す楽しさを学

んだ。海外をさらに知りたくなった等の声も

多く聞いており、子供たちからも、授業や体

験プログラムを通じてＡＬＴを活用する効果

は一定あるんではないかと私は考えておりま

す。 

  今後ですけれども、ＡＬＴと教員の協働に
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より、学校生活の中で日常的に英語で対話・

交流する機会の充実を図り、英語力の向上を

目指していきたいと、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） 意識調査で、外国人の

ＡＬＴとの直接のコミュニケーションを取る

ことは非常に大事だと思います。ですので１

対１のオンライン英会話を取り入れれば、よ

りたくさん話したり聞けたりして、特別な時

間になると思います。そのことによってより

大きな効果が得られるのではないかというふ

うに期待しております。導入するには、方法

やそのコスト等の具体の検討も必要ですが、

まずは実験的に実施して、生徒の反応であっ

たり効果を確かめていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、ポートライナー・六甲ライナ

ーのエコファミリー制度の導入について、再

質問ではないですけども、ちょっとコメント

させていただきます。 

  システムの改修に多額の費用がかかって、

なかなか難しいということなんですけど、そ

の一方で、子供だけでの割引の導入もすると

いうことだったと思います。ありがとうござ

います。非常に前向きな回答をありがとうご

ざいます。 

  ただ、神戸市民にとって、地下鉄も市バス

もポートライナーも六甲ライナーも、神戸市

がやっている同じ系統の乗り物というふうな

意識がありますので、なぜ、ポートライナー、

六甲ライナーだけないんですかみたいな質問

もありますので、ぜひ、これから費用の面、

研究していただいて、実現していただくよう

要望させていただきます。 

  続きまして、ナイトタイムエコノミーにつ

いて再質疑をさせていただきます。 

  先ほど御回答で、実態調査をするようなお

話があったのかなと思いますが、最近のサン

キタ広場を皆さん御存じですかね。市長御存

じですかね。写真を撮ってきましたので、何

枚かお見せします。 

  19時30分です。まさにナイトタイムが始ま

ったときの写真なんですけども、もう既にこ

のようにごみがあります。ほかに同じく、先

ほどサンキタ通りです。こちらもサンキタ通

りです。このように車道を―― この時間帯は

歩道になってるんですけど、無造作に置かれ

ている。高校生がこれをよけて通っています。

こちらもサンキタ通りなんですけども、本当

はここだけごみを置いてるんだと思いますけ

ども、ここごみ捨てていいんだということで、

トランスの上にペットボトルとか紙パックが

捨てられているという、このような状況です。 

  次が、こちらが生田新道です。これも７時

半の状況なんですけども、ごみが捨てられて

います。黄色いネットかぶされていません。

このままだと朝になるとカラスが来ると思わ

れます。こちらも生田新道なんですけど、こ

のようにごみを捨ててあるのか、不法投棄さ

れてるの分からないような状態のところもあ

ります。 

  最後に、これが時間がたって10時半、22時

半の状態です。まさにごみの山ができていま

す。サンキタ通りです。こちら見てください。

タープみたいなのがありますよね、傘が。パ

ラソルですかね。この三宮の建物のお店のテ

ラスです。ここで食事されている方いますが、

このような状態です。テラス側から見るとこ

のような状態です。これを見ながらお食事を

して、これがナイトタイムエコノミーかとい

うところですよね。こういう状態なんですね、

特に最近。 

  これを見て市長、どのような思いがござい

ますでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 私は東京におりました

ときに、歌舞伎町のすぐ近くに住んでおりま

して、歌舞伎町ではそれは日常的な光景、残
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念ながら日常的な光景でした。 

  しかし、こういう状況はやっぱり好ましく

ない。三宮は歌舞伎町よりは環境を改善しな

ければいけないという気がいたしますので、

何らかの方法で改善の方向性を模索していき

たいと思います。庁内でまずはよく議論をさ

せていただければと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） ありがとうございます。

ちなみにこのサンキタ通りは、コウベｄｅナ

イトの夜景スポットにも紹介されてるんです

ね。もしかしたら、それを見て来られる方も

いらっしゃるかもしれませんので、しっかり

と議論していただきたいんですけども、そも

そも路上ごみが置かれる理由は、平成６年以

前の建築された事業系建物は、ごみの保管場

所の設置義務がなかったからでありまして、

そのため、今からごみの設置場所を求めるこ

ともできないですし、さらに事業系ごみは、

建物ごとであったりとか店舗ごとに収集業者

と契約しているので、ごみステーションをつ

くって１か所に集めることもできないという

難しさがあります。 

  先ほど、有効的な方策を考えるということ

なんですけど、私は、家庭ごみの収集で導入

されている折り畳み式ネットボックスに注目

をしております。事業系ごみを路上に出す場

合は、地域を限定して、これを義務化すると

ともに、その購入費用を助成する仕組みの導

入を提案させていただきます。 

  まずは、今後行う実態調査と同時並行で、

事業者や収集運搬業者の協力を得ながら、こ

のネットボックスの試行実験を行い、具体的

な効果を図るため取組を実施してはどうかと

考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 御提案の折り畳み式

ネットボックスにつきましては、今のごみの

現状もゆゆしき問題なんですが、このネット

ボックスもある程度設置のスペースが必要で

あって、排出事業者にネットボックスの出し

入れとか維持管理をしっかりやっていただく

必要があると。それから、店舗ごとに事業者

が異なる場合、店舗前の歩道に複数設置され

ますと、またごみと同じように通行の支障が

生じる可能性もといったという課題もござい

ます。現在、環境局では、三宮北側の繁華街

の詳細な実態把握に向けて、防犯カメラの活

用も含めて検討を進めているところでありま

して、先ほども申し上げましたが、商店街組

合等関係者とヒアリングを行って、どういっ

た形で今の環境をよりよくしていくか。様々

な方策、幅広く対応策を検討していきたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） ぜひ具体の検討をよろ

しくお願いいたします。 

  では、最後に、外国人と共生の再質問をさ

せていただきます。 

  先ほど啓発について紹介がありました。ま

た、条例には報告を求めてますので、その報

告書を見ると、人権に関する啓発は、子供向

けの映画や親子向け映画とか、講演会とか、

それをウェブ配信したりとかして、どちらか

というとアナログ的なものが多いのかなと思

います。今はＳＮＳの時代であり、ネットの

時代でありますので、そのためには、多文化

共生社会の構築に向けて、全ての市民に対し

て啓発を行っていくためには、これまでの手

法にとどまらず、ＳＮＳ等の媒体などを活用

することによって、より広く市民に啓発でき

ると思いますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 現在もＫＩＣＣにお

きましては、公式のフェイスブックやインス

タグラム、それから、10月からは新たに公式
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のＬＩＮＥアカウントを開設して、様々な工

夫をしながら情報の提供に努めているところ

でございます。 

  本来、外国人に関する政策は、一義的に国

が対応するものではございますが、法務省が

2026年度にインターネット上の人権侵害に関

する実態調査を行って対応策を検討すると聞

いてございます。今後もこういった国の動き

を注意しながら、国や地方自治体の役割分担

に応じて効果的な啓発手法を検討してまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 萩原君。 

○10番（萩原泰三君） 私たち公明党は、福祉

の党、平和の党として、子や孫の世代まで、

対立を越えて、世代・性別・国籍・障害の有

無などを問わず、この国の生きる人は全ての

人々が包摂される社会を目指して、これから

もしっかり取り組んでまいります。 

  以上です。ありがとうございました。（拍

手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、30番味口としゆき君。 

  （30番味口としゆき君登壇）（拍手） 

○30番（味口としゆき君） 一般質問を行いま

す。４点伺います。 

  第１に、六甲病院の移転について伺います。 

  六甲病院の東灘区深江地区への移転計画が

発表されました。六甲病院は、2021年、国家

公務員共済組合連合会から医療法人若葉会へ

事業継承されました。公的病院から民間病院

になるということで、地域住民からは、民間

病院で地域医療が守られるのかという懸念の

声も上がり、民間への移管はやめてほしいと

１万6,000人もの署名が当時集まりました。

しかし、その声を押し切り、六甲病院は民間

病院へ事業継承されました。 

  灘区の医療体制を守る上で、市長は、若葉

会に申し入れるなど六甲病院の移転をやめる

よう求めていただきたいと考えますが、市長

の見解を伺います。 

  ２つ目に、王子公園への大学誘致について

伺います。 

  市民の、大学誘致より王子公園・動物園の

充実をという声を顧みることなく、９月、関

西学院に土地が引き渡され、10月１日からは、

ジョギングコースやサブグラウンドの一部が

閉鎖されました。また、この夏から、市民や

子供が愛着を持って使っていたプールもなく

なりました。 

  市長は、大学誘致について、神戸市民が望

んでいる神戸の大きな将来像と語っていまし

たが、市民にとっては、大学誘致のために王

子公園が切り売りされ、不便ばかり押しつけ

られていると言わざるを得ません。 

  関西学院の利益を優先し、市民に不利益を

負わせる大学誘致は、今からでもやめるべき

だと考えますが、市長の見解を伺います。 

  ３つ目に、住宅政策の在り方について伺い

ます。 

  ８月27日の市長定例会見で、良質でちょう

どいい戸建ての住宅供給を発表しました。市

長は、一戸建住宅を６年間で5,000戸以上供

給する一方で、市営住宅マネジメント計画を

進め、7,000戸以上の住宅を減らすとしてい

ます。物価高騰で暮らしが大変な中で、市民

からは、何度応募しても市営住宅に当たらな

い。なぜこんなに募集が少ないのかという切

実な声が上がっています。 

  市民の暮らしを支えるために、市営住宅の

削減はやめるべきだと考えますが、市長の見

解を伺います。 

  最後に、老朽インフラの改修・整備、技術

系職員の増員を求めて伺います。 

  老朽化したインフラを改修・整備すること

は、埼玉県八潮市の下水道事故、また、垂水

区高曽公園での倒木事故など、市民や子供の

命・安全に直結する問題になっています。 

  ところが、７月に出された神戸市下水道事

業経営計画中間年度における計画の見直しで
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は、工事費高騰などで、老朽化した汚水管渠

の改築が進んでいないにもかかわらず、計画

の見直しによって、当初の改築目標であった

450キロメートルから290キロメートルへと目

標が引き下げられました。市民、子供の命・

安全を守るために、老朽化したインフラの改

修・整備に必要な人と予算をつけるべきだと

考えますが、見解を伺います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 味口議員の御質問のう

ち、私からは王子公園の再整備につきまして

お答えを申し上げます。 

  王子スタジアムや補助競技場の一部、周辺

の園路を大学ゾーンとすることや王子プール

を廃止することにつきましては、これまでも

王子公園再整備基本方針や基本計画において

お示しをしてきたところです。令和６年度か

らは、基本計画に基づき、設計や工事に順次

着手しているところですが、既存施設の閉鎖

や工事着手など、現地の状況が変化する際に

は、事前に近隣の方々への説明やビラの配布

などを行うとともに、神戸市のホームページ

などにおきましても、幅広く周知を図ってい

るところです。 

  御指摘いただきました看板につきましては、

９月30日に王子公園の一部の土地を大学へ引

き渡すことに伴い、既存園路の一部が大学敷

地に含まれることで通行できなくなることか

ら、事前に公園利用者にお知らせするため、

その旨を説明した看板をあらかじめ現地に設

置をしたものです。 

  この看板の設置に先立ち、灘区の自治会連

絡協議会の定例会で説明を行ったほか、近隣

の自治会長へは個別に説明を行うとともに、

周知用のビラを渡し、地区内で回覧や掲示な

どをしていただいております。あわせて、市

のホームページや王子スポーツセンターのホ

ームページに情報掲載するなど、広範囲に周

知を図っているところです。 

  王子公園再整備は、新たに緑の広場やみん

なの広場を整備することで、市民の憩いやス

ポーツ、子供たちの学びや成長の場としての

利用など、これまで以上に子供から高齢者ま

で、誰もが気軽に訪れることができる居心地

のよいゆとりある空間を創出することとして

おります。 

  また、大学キャンパスにおきましても、公

園と一体となった広場や園路などを整備し、

グラウンドレベルを開放するほか、カフェや

レストラン、図書館などを一部開放する提案

となっておりまして、市民の憩いの場として

も十分に機能するものと考えております。 

  再整備に当たりましては、今ある施設をそ

のまま更新するのではなく、新たな価値を創

出するため、地域に開かれた大学の誘致を着

実に進めるとともに、公園施設を適切に維持

更新し、将来世代に確実に継承するプロジェ

クトです。計画的に事業を進めてきたところ

でありまして、この計画を見直すことは考え

てはおりません。スピード感を持って進めて

いきたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、六甲

病院の移転について御答弁を申し上げます。 

  六甲病院につきましては、令和３年に国家

公務員共済組合連合会から、現在の運営法人

であります医療法人若葉会へと開設者変更が

なされました。当時、開設者変更後の病院機

能等について、地域医療関係者から意見聴取

を行うために有識者会議を開催いたしました

けれども、その中で、老朽化している病院の

建て替えについては、「将来的には必須であ

るが、現時点で具体的なシミュレーションは

ない。経営改善等を進めた上で、時期を見て

検討していく」という説明があったところで
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ございます。 

  このたびの移転計画につきましては、その

後の経営状況も踏まえ、課題となっていた施

設老朽化への対応を進めていこうとされてい

るものと考えてございます。 

  今年５月に医療法人若葉会から移転・建て

替えを検討していることについて説明を受け

まして、神戸市として、現在地での建て替え

の可能性についても確認をさせていただいた

ところでございます。若葉会からは、現病院

敷地は急斜面地に面していることから建築工

事が難しく、周辺や灘区内で移転先となり得

る土地を探したが見つからず、東灘区内でや

っと土地を見つけたというお話でございまし

た。病院の設置場所につきましては、病院自

らが確保・決定するものでございます。 

  そして、病院を運営していく上では、近隣

医療機関との連携や地域住民の理解は非常に

重要でありますため、若葉会に対しては、地

元医療関係者や地域住民にしっかりと説明す

るよう、引き続き申入れを行ってまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは２点回答さ

せていただきます。 

  まず、住宅政策の在り方ということで、昨

今の住宅価格の高騰や住民ニーズの多様化な

どを踏まえ、このたび、良質でちょうどいい

戸建て中心の住宅供給を進めていく方針を示

したところでございます。具体的な取組とし

ましては、郊外を中心に点在する未利用の市

有地や市営住宅の再編余剰地などの市有地を

活用した宅地供給を進めていく予定であり、

民地活用への働きかけと合わせて、戸建住宅

2,500戸以上、共同住宅を含めて5,000戸以上

の供給を想定しているところでございます。 

  御指摘の市営住宅に関しましては、震災復

興の過程におきまして、短期に大量供給した

ことから、増大した市営住宅への対応や、構

造設備面での課題を踏まえて、市営住宅マネ

ジメント計画に基づき、良好なストックを形

成するための再編と改修に取り組んでいると

ころでございます。 

  令和３年度からの第３次市営住宅マネジメ

ント計画では、昭和55年以前に建設されたエ

レベーターのない住宅を廃止し、周辺地域に

立地しているエレベーターのある良好な市営

住宅に移転していただくことを基本としてご

ざいます。また、周辺地域にエレベーターの

ある良好な市営住宅がなく、入居者の方の移

転先を確保できない場合は、エレベーターの

設置や、住戸内の設備の改善・改修を行うと

いうことで進めているところでございます。 

  この取組によりまして、入居率が低く将来

需要が見込めない住宅や過度な改修費用がか

かる住宅を再編することで、管理戸数は縮減

となりますが、良好な市営住宅のストックは

増えることとなります。 

  また、事業の実施に当たっては、廃止住宅

の入居者の方々には、それぞれの意向に沿っ

た移転先が確保できるように努め、入居者の

方の理解と協力を得ながら進めているところ

でございます。 

  住宅供給の取組は、多様化する住宅ニーズ

に対する施策の１つとして、新たに官民連携

で良質な戸建て中心の住宅供給を進めるもの

であり、市営住宅の役割とは異なるものでご

ざいます。市営住宅のニーズに対しては、現

在のマネジメント計画を着実に進めることで、

良好な市営住宅のストックを形成し、将来に

わたって適正な管理運営をしてまいりたいと

考えてございます。 

  それから、もう１点、下水道インフラの改

修整備について回答させていただきます。 

  下水道事業経営計画は、10年間の下水道の

実施方針や投資財政計画を示したもので、中

間年度に見直しを行うものとしており、計画

どおり、本年度、中間見直しを行ったところ

でございます。 
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  当初の経営計画では、コンクリート製管の

耐用年数を80年と設定してございました。今

後、高度経済成長期に集中的に整備した管渠

がこの耐用年数を一斉に迎えることから、前

倒しによる計画的な改築を実施してきたとこ

ろでございます。これまでに旧市街地を中心

に取り組んできており、このたびの経営計画

の前半におきまして、市内でも早期に整備し

ました中央区や兵庫区の老朽管渠の改築がお

おむね完了したところでございます。 

  管渠の劣化は、経年年数ではなく、使用環

境にも依存し、最新の国の令和４年のストッ

クマネジメント実施に関するガイドラインで

ございますが、これを参考に、これまで実施

してきたコンクリート製管2,500キロ全ての

点検調査の結果と、市のこれまでの蓄積デー

タを再分析したところ、使用環境がよい管渠

は80年を経過しても使用できることが分かっ

てきてございます。 

  これらを踏まえて、今回の見直しは、点検

調査の頻度を上げることにより、状態監視を

強化し、改築計画を見直したものでございま

す。そのため、技術職員の不足により見直し

たものではないものでございます。また、必

要な財源につきましては、今回、経営計画の

見直しにおいて、近年の物価変動を踏まえて

改築事業費も見込んでございます。 

  いずれにしましても、点検調査や維持管理

により管渠の状態をしっかり把握し、状態の

悪い管渠は速やかに修繕・改築を行うととも

に、前倒しによる計画的な改築を引き続き行

っていくことで、市民の安全・安心の確保に

努めてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） まず、六甲病院の

移転について再質問します。 

  今西副市長から言われたように、若葉会は、

急傾斜地に面してるからと、建て替えが難し

いんだと言ったわけですが、近隣見ていただ

いて分かるように、急傾斜地であってもマン

ションなどはいろいろ建ってますし、大体４

年前からここは急傾斜地なんです。新たに急

傾斜地になったわけでもありません。 

  それから、余剰な土地がないと言いますが、

後でも触れますが、東灘区の病院の皆さんも

おっしゃってるように、少し北に行けば鶴甲

会館の跡地など市の未利用地、今いろいろ利

用されようとしているそういうのもあると思

うんです。神戸市の側から、この移転理由は

移転理由になってないとはっきり言って、神

戸市も協力して現地建て替えできないのかと

か、それから近隣にないのかということを再

考すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この５月に若葉会か

ら御説明もいただきまして、その現地の建て

替えの可能性につきましてのお話も頂戴した

ということを先ほど御答弁申し上げたところ

でございます。東灘区のほうに実際に御説明

に行かれた場合に、第１候補としては、現地、

所有地での建て替えを検討したということを

言われてございまして、急傾斜地のことを私

ども申し上げましたけれども、既存の建物を

やはり半分程度機能停止にしなければ工事が

できないということで、病院の存続は不可能

だというような御説明もされているところで

ございます。 

  そして、また、第２の候補として灘区内の

いろんな土地を探されたようですけれども、

その適した余剰な土地が見つからなかったと

いうことで、今回、東灘区の土地でようやく

見つかったということでございますので、そ

ういったことから、もともと申し上げました

ように、病院の土地というものは、自らが確

保・決定をされるものだというふうに考えて

ございますので、そういった経緯を踏まえま

すと、この違う土地で建設をされるというこ

とについては、その一定の理由があるという



 

－52－ 

ふうに私ども考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） ４年前の移管の際

に、保健医療審議会医療専門分科会では、こ

の若葉会は、今のところ建て替えは考えてい

ないと。駐車場があるため、その駐車場を活

用して、細長い建物を建てて移すことなど考

えられると。こうやって移管を進めたわけで

す。 

  それで、今、副市長から何度も自らが決め

ることだというふうに言われるんですが、垂

水区の徳洲会病院の問題、これは産科や小児

科の入院機能が要るんだということでこうい

うふうに求めていくわけです。北区の済生会

病院の問題だって、１億円の支援もやって、

地域に必要だというふうになれば、神戸市自

ら乗り出して助言や支援もするわけですから、

自ら決めることだということで灘区の地域医

療を悪くするわけにはいかないと思うんです

が、その点いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 民間病院に関しまし

ては、それはもう独自の経営をされるという

ことがございますので、その立地場所につい

ては、民間病院自らが決定されるものである

というふうに考えているところでございます。 

  私どもといたしましては、いろんなところ

で救急等々についても御協力をいただくよう

にというようなお話もさせていただいていた

ところでございますけれども、例えば、二次

救急の輪番につきましても、この六甲病院、

一般内科の輪番に参加をいただいております

けれども、一般内科は―― 東灘と灘と中央区

の一部を神戸市東部地域として１つのエリア

というふうになってございますので、救急輪

番病院としての役割というものが変わらない

というような状況だというふうに思ってござ

います。また、この整形の輪番にも御参画を

いただいておりますけれども、これは市の全

体を１つのエリアとしているため、こちらも

役割は変わらないというような状況でござい

ます。 

  基本的には、今まで六甲病院自身が果たさ

れた役割というものを十分に果たしていただ

くということによりまして、東部地域の医療

というものを守っていきたいというふうに考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 東部地域を一くく

りにされて大丈夫だというのは、この間の局

の委員会でも同じような答弁だったと思うん

ですが、違うと思うんです。 

  １つは、東灘区の６つの病院が、六甲病院

の移転に対する意見を出しています。ここで

は、六甲病院は東灘区に移転を希望すると説

明を受けたが、その説明内容を了解できませ

んと明確に述べられてます。なぜかと言いま

すと、かいつまんで言いますが、地域で必要

な医療や介護を守っていくそれぞれの医療機

関に対する影響を考慮すると、いたずらに競

合が増加し、受け入れ難いとはっきり書かれ

ています。東灘区の大病院では六甲病院が東

灘区に移転すると、経営状況がますます厳し

くなる。それから、倒産するのでは。こうい

う懸念の声も上がっています。こういうこと

をきちっとやっぱり調整して、民間なんだか

ら民間の経営なんだということで何も言わな

いというのは、僕は全然神戸市の姿勢として

は違うと思うんですが、いかがでしょう。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 病院の開設許可とい

うことでまず申し上げますと、医療法の第７

条第４項におきましては、施設の構造設備及

びその有する人員が厚生労働省令や都道府県

の条例の要件に適合する場合は、開設許可を

与えなければならないというふうにされてい
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るところでございまして、要件に適合する場

合は開設許可を与えないということはできな

い。これは規則行為であるという状況でござ

います。 

  ただ、病院を運営していく場合におきまし

ては、近隣医療機関との連携は非常に重要で

あるというふうに考えてございます。若葉会

に対しましては、地元医療機関関係者の理解

を得られますように、引き続き丁寧な説明を

行うことを申し入れてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） もうちょっと病院

任せにするんじゃなくて、神戸市としての意

見をきちっと述べるべきだと思うんです。 

  それで、この六甲病院の意見書で、僕はこ

れ一番僕ら灘区にとっては本質的なことを言

ってくれてるなと思うのは、六甲病院が灘区

において行ってきたこれまでの医療・介護の

提供がなくなることへの地域への影響も検討

するべきなんだと、こういうふうに書かれて

います。やっぱり近隣の病院がなくなるとい

うのは大変大きいことですから、この点は神

戸市はどういうふうに捉えられてるんでしょ

うか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 六甲病院自身が現地

で医療提供ができればそれが一番望ましいと

いうふうには思ってございますが、その病院

の建て替えというものは、現実問題として大

変難しい状況でございまして、現地建て替え

というのは、例えば、私どものほうの中央市

民病院にいたしましても、現地での建て替え

というのは現実に難しく、ポートアイランド

に移転をしたという状況がございます。さら

に、西市民病院につきましても、今回の機能

強化を図る中で、やはり現地では難しいとい

うようなことで、新長田の駅前に移すという

ような状況になっているところでございます。 

  それぞれの病院自身の諸条件というものが

やはり制約条件もございますので、できれば、

それは現地での医療というものを続けていた

だくということが望ましいと思いますけれど

も、そういったことができない場合は、近隣

に移転をするということも選択肢であろうと

いうふうに思っているところでございます。 

  そういった場合につきましては、現在あり

ます、立地しております病院医療機関で基本

的には対応していくということになろうかと

思いますし、既存の六甲病院についても、今

までの機能というものをできるだけ維持して

いただくということが必要だというふうに考

えておりまして、東部としての医療圏という

ものの医療というものを守ってまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 机の上の議論では

そういうふうになるのかもしれないけども、

例えば、この間私、この近隣の高羽の地域の

人で、高齢の御夫婦の夫さんが六甲病院に入

院されている。御婦人が言われることは、近

くに病院があったから、毎日のようにお見舞

いに行き、顔も見れたと。深江ですから、東

灘区と言っても御影じゃない、深江なんです。

そんな遠くに移転したら行かれへんやろなと

こう言っておられました。 

  それから、六甲病院に通院中の近所の方、

これ移転の話をすると、すぐに困るわと言わ

れまして、高齢で免許も返納し車もないのに、

深江ではいけないと。ほかにも通院している

人が何人かいてはるので、このことは早く知

らさないといけませんねと、こういうふうに

言われました。 

  それから、近隣住民だけじゃなくて、近隣

の老人ホームの提携入院先にもここはなって

ます。鶴甲の老人ホームで、検査や入院は六

甲病院にお世話になっていると。発熱で検査
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したら尿路感染だったということで１週間入

院して、点滴で治療をし、回復して、また老

人ホームに戻っていると。六甲病院が遠くに

移転すると、そういう近隣の高齢者施設の受

入先、これも困るんじゃないかという声が上

がっています。 

  市長にお聞きしたいんですが、こういう声

はしっかり伝えて、やっぱり現地建て替えに

ついてももっと相談に乗る。近隣の未利用地

は住宅でどうするかということを考えていた

だくのは結構ですが、やっぱり地域医療を守

る立場で神戸市の未利用地がないのか。ある

わけですから、そういうところもお示しにな

って、もうちょっと積極的に地域医療、灘区

の医療を守る立場で、私は汗もかき、動くべ

きだと思うんですが、その点いかがですか。

市長いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 六甲病院につきまし

ては、お話を聞いている状況では、大まかな

移転時期としては、2029年ぐらいというよう

なお話をいただいてございます。六甲病院が

今果たしておられるこの灘の住民に対するサ

ービスの中で、いろいろな支障が出ないよう

に、灘区内の病院に対して、また、医療機関

との連携の中で引き継いでいくような医療も

出てくるというようなことも考えられますの

で、そういったことについては、六甲病院と

して万全を期すようにきっちりとお話はさせ

ていただきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  いずれにいたしましても、市全体として医

療をきちっと確保していくということは、私

ども大変重要なことだというふうに考えてご

ざいますので、六甲病院との話合いの中で、

必要なことについてはいろいろなお話を、要

望もさせていただきたいというふうに考えて

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 灘区で最大の入院

病床数を持ってる病院が移転する。それで、

しかも東灘区の病院も、来られたら経営上困

るじゃないかと、こういう声が上がっている。

御近所の方からいっても、今まで身近に利用

していた。もともと公的な病院だったんです。

ここは。それが移っちゃう。誰も喜ばない計

画になっているんです。そのこともきちんと

やっぱり神戸市側としては伝えていただいて、

トータルとしての数としての病床数とか入院

機能という問題じゃないと思うんですよ。や

っぱり病院というのは近所にないと、近所の

高齢の方は困るんです。老人ホームの人も困

るということはお示ししたわけですから、そ

ういう立場でもう少し積極的な態度で六甲病

院の移転の問題に対応していただきたい。要

望して次の問題に移りたいと思います。 

  ２つ目に、王子公園の問題について伺いま

す。今日は２つの点聞きたいと思っています。 

  １つは、防災機能の確保の問題です。 

  市長は以前、防災機能の確保ということに

関しても極めて大きな意義がありまして公益

上の特別の理由があると。再整備計画につい

て、2024年に述べておられました。しかし、

大学の敷地の立入禁止、そして、新スタジア

ムもない。今災害が起きたら、広域防災拠点

として機能しないということになるんじゃな

いか。こういう懸念の声が上がっていますが、

いかがでしょう。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 防災機能につきまし

ては、今工事中で、大学ゾーンを仮囲いして

ございますが、もともとこれから始まる公園

全体の工事に踏まえまして、それぞれ市内の

代替の場所を確保してございますので、十分、

そういう避難拠点とか防災拠点の充実という

か確保はできているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 



 

－55－ 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） これは以前、あな

たが局長のときにさんざんやりましたから、

今日はもうやりませんけどね、代替地なんか

ないんですよ。東部で陸の防災拠点に指定さ

れているところここだけじゃないですか。そ

れにどこの代替地があるんだと。示せますか。

いかがですか。そこだけ答えてください、端

的に。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 申し訳ございません。

今手元に詳しい資料を持ってないので具体の

名前は申し上げられませんが、各小学校とか、

神戸市の市有地をそういった形で代替として

の機能として指定してございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 陸の防災拠点がど

ういう定義をされているか、それはもう頭の

中に入れておいてほしいんです。小学校なん

かで代替できるわけないじゃないですか。あ

そこ自衛隊も入ってきて、ヘリコプターも入

った地域なんですよ。小学校にどうやってヘ

リコプター入れるんですか。そのことを聞い

てるのに、代替地は用意した。もう少し詳し

く言うたら今資料がないんだ。用意なんかで

きてないじゃないですか。極めて無責任な答

弁だったということは指摘しておきたいと思

います。 

  もう１点の問題は、これは大学関係者にお

聞きをしました。当初は新しい学部を王子に

持ってくる予定だったが、建設費の高騰もあ

り、これはもう白紙に戻ってるんだと、こう

お聞きしました。それから、次いで総合政策

学部、これ三田キャンパスにあるやつ。それ

から、国際学部、上ヶ原のこの２つの学部の

一部を統合して移転しようとしたけども、学

部内でとてもじゃないけどそれじゃあ学部が

もたないと、これも白紙に戻ったとお聞きし

ました。神戸市としてこのような状況にある

ことを把握しているんでしょうか。いかがで

すか 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） すみません、先ほど

の防災拠点ですが、言葉足らずで申し訳ござ

いません。追加しますと、総合運動公園とか

しあわせの村とか大規模公園で指定してござ

います。加えまして、今の大学の関係ですが、

大学につきましては、大学側で神戸市に示し

ていただいた提案内容に基づいて、具体の設

計等を始められていると聞いてございます。

学部につきましては、大学全体でいろんなこ

とを考えて、再編も含めていろんなことを考

えて、具体的な学部・学科については、現在

も検討を続けている状況だと聞いてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 簡単じゃない状況

があるいうことは多分聞いておられると思う

んです。検討してるということは。 

  それで、市長はこういうふうに、2022年に

答弁されています。海外でも通用されるよう

な人材を育成するような大学が誘致されて、

若者たちの歓声が響き、そして、活発な議論

が行われる。これが神戸市が望んでいる大き

な将来像だと、こういうふうに大見えを切ら

れてたと思うんです。しかし、実際に関学で、

これ私、関係者からお聞きしたら、もう今で

も10億を払ってでも、違約金を払ってでもや

めたほうがよかったんじゃないかと、こんな

声まで上がってるわけです。最初にあった新

しい学部の問題は白紙状態に戻っている。そ

して、２つの学部の問題も統合が白紙に戻っ

ている。なかなか若い人の感性は――あるど

ころか――学生じゃないです、大学の教員、

職員からお聞きしました。横から言うのはや

めてください。上畠さん。 
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  それで、こういう声が上がっている。都市

公園法のこの問題、何回かやりましたが、最

大の公益上の理由は大学の誘致だったわけで

すよ。その大学の誘致がこういう状況になっ

ているということを踏まえれば、やっぱり再

考するべきだと私思うんですが、いかがです

か。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 関西学院は、９月の末

に土地をちゃんと受け取っていただいたわけ

です。神戸市はちゃんと引渡しは終わってい

るわけで、そのことを前提にして、関西学院

はいろいろと学部とか学科の編成を考えてい

ただいているのではないかと思います。 

  私は、関西学院が国際色豊かなキャンパス

の整備に向けて検討をしていただいていると

いうふうに承知をしています。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） この問題もう終わ

りますけども、そうはうまくいってないと。

本当に新しい魅力のあるような学部が来るの

かどうか。大学関係者に聞きますと、とにか

くこうなった以上は何かは建てなあかんわな

と、こんな状況で困ってるという。だから、

公園を売って、あとはもう決めてもうたらい

いという態度では困ると、このことだけ指摘

して、次の問題に移りたいと思います。 

  それで、住宅政策の問題について言いたい

と思います。 

  灘区の問題で恐縮ですが、灘区では、八幡

住宅１号棟は、これは民間、ワコーレのマン

ションになっています。それから、篠原住宅

も、今、民間マンションが建てられようとし

てます。それから、廃止された桜ケ丘住宅は、

およそ10年以上もほったらかしに今なって、

廃墟のようになっています。 

  一方で、灘区でこの１年間の市営住宅の倍

率を見てみました。新大和東住宅は142倍、

灘北第一が124倍、六甲住宅が100倍、新大和

東住宅は144倍、募集されている方からは、

市営住宅に当たるのは宝くじのようだと、こ

ういう声も寄せられてます。小松副市長は、

ちゃんと新しいストックいっぱいあるんだと

いうけども、新しいストックって偏在してる

だけで、やっぱり廃止したところはもうこう

いう状況になっている。これはやっぱり解決

しなければならないなと思うんですが、いか

がですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 倍率の件で申し上げ

ましたら、神戸市は、募集方法としまして、

年４回を募集できることになってございまし

て、一般住宅、それから特定目的住宅、それ

からポイント方式住宅の３種類を同時に申し

込むことができて、同時に複数の住宅を申し

込めるということで、倍率としたら総じて高

い数値になるというのは、神戸市特有の募集

方法の結果です。 

  ストックにつきましては、先ほども申し上

げましたが、議員から例示のあった住宅につ

きましては、第２次マネジメントの中で、再

編なり、耐震改修で残したり建て替えたりと

いうことで実施してございますし、先ほども

申し上げましたが、今、エレベーターのない

老朽化の著しい、しかも入居率の少ないとこ

ろは、周辺に良好な市営住宅のストックを確

保して、そちらに移転をしていただいて、マ

ネジメントを進めているということでござい

ますので、入居されている市民の方々の御理

解・御協力を得ながら進めているということ

を御理解いただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 全然理解はできま

せんけども、いずれの機会でいいですから、

神戸市独自の募集じゃなかったらどれぐらい

の倍率になるのか。これが全然、１とかそん



 

－57－ 

なことになってるんだったら私わざわざ言わ

ないと思うんです。100超えているものが50

になったり40になったりはしないでしょう。

これだけの倍率で困ってるという声に、やっ

ぱり神戸市を答えるべきだということを述べ

ているわけです。 

  それで、市長は、この８月の会見で、住宅

がどれぐらい足らないというのは誰も分から

ないんじゃないでしょうかねと。住宅はマー

ケットで供給されるわけですね。自治体でこ

れを自由にコントロールすることはもちろん

できないと。これは住宅、戸建住宅のことを

言ったんだと言えばそれまでなんですが、聞

きたいことは、この倍率を市長が聞いた場合、

この市営住宅については、神戸市がある程度

コントロールできる問題だと思うんです。物

価が高騰して、本当にそんな5,000戸建てら

れてもそのマンション買えないという人がい

るということは市長も分かってますよね。自

分がコントロールできる、いろんなことが手

だてが打てる、市営住宅をやっぱり増やすと

いうか、そういうことについてはお考えない

んでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 住宅供給の件で言い

ますと、ちょうどいい戸建住宅というのは、

官民連携で戸建住宅の供給を行うもので、先

ほども申し上げましたが、市営住宅の役割と

は異なってございます。 

  一般的には、駅近とか駅前の利便性の高い

エリアで住宅ニーズが旺盛な一方で、ゆった

りと子育てを望むニーズとか子供の独立や家

族の構成なんかの変化によって世帯規模に合

った小規模な住宅ニーズも高いことから、多

様なライフスタイルに対応した住まいの選択

肢を増やすということで住宅供給をやってご

ざいます。 

  一方で、市営住宅は、先ほども申し上げま

したが、適正に再編・維持管理していくとと

もに、市有地を活用した官民連携な多様な住

宅供給を進めることで、市営住宅のマネジメ

ントをしっかりしながら、その多様な住宅供

給も含めて民間への波及効果を促して、良質

な住宅供給や住宅ストックの確保につなげて

まいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） すみません、本気

で言いますけど、今の説明では何にも分かり

ません。民間住宅のことをちょっとごちゃご

ちゃになったから自分でも何言ってるか分か

らなくなったのかもしれないけども、じゃあ

お聞きしますけれども、公営住宅法というこ

とを、副市長は、市長に本当は聞きたいけど、

今日はあんまり立ちそうにないから副市長に

聞きますけども、公営住宅法はどういうふう

にこの公営住宅を規定して、それを神戸市と

してどうしようとしているのか、そこだけお

答えください。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 市営住宅という公営

住宅につきましては、市民福祉としては重要

な政策でございますので、やはり住宅に困窮

された方々への住宅ストックの供給とか、そ

ういったところをしっかりやっていくものだ

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） そういうことだと

思うんです。それが100倍にもなってるじゃ

ないかと。5,000戸いろいろ住宅造ってちょ

うどいいなんて言ってることは、それはそれ

としてやるのかどうかを決めていただいたら

いいでしょう。しかし、ちょうどよくない人

もいっぱいいるということなんですよ。100

倍もなって、それが幾つもあるわけでしょう。

この問題について、私は手だてを打たないの

かということなんです。市長のやらなければ
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ならない仕事は、不動産屋の仕事とかディベ

ロッパーの役割じゃないんですよ。やっぱり

住民福祉の立場に立って、この公営住宅法第

１条で定められている目的、これをやっぱり

神戸市できちっと責任を果たすということは

当然求められるんじゃないですか。そこだけ

市長どうですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 市長の役割というのは、

市民全体を見ながら、市民全体を見て、低所

得者に対しては、公営住宅法に基づいて、市

営住宅をしっかりと建設し、維持管理をして

いく。その基本となっているのは市営住宅マ

ネジメント計画ですから、これに基づき、市

営住宅の削減を行って、そして、より良質な

ものに変えていくということ。これは非常に

重要だというふうに考えております。 

  先日も桜の宮住宅を見に行きましたけれど

も、もう本当に老朽化した、もうぼろぼろの

旧共産主義国家を思わせるような古い住宅を

いつまでもこれを放置していてはいけないと

いうことで、これは非常に良質な住宅に変わ

っていました。そして、空いたところについ

ては、民間住宅が建設され、北鈴蘭台駅前の

整備と相まって、見違えるようなまちになっ

てきていると。これは、市営住宅の建設単体

ではなくて、ほかのまちづくり全体も考えな

がら、神戸市が行ってきた成果だというふう

に思います。 

  同時に、市民の中には、公営住宅法の対象

にならない中堅住宅、中堅所得層という存在

がかなりたくさんいらっしゃいますから、そ

ういうような方々に向けて、阪神間などに比

べて神戸市は住宅が少ないと。そういうこと

を考えれば、この今後の人口減少幅を、官民

連携によりまして、神戸市が住宅供給の役割

を、一定の役割を担うということは、これは

非常に大事なことだと。市民全体を見た住宅

政策を行っていかなければいけないと。それ

が私の使命だというふうに考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 市民全体を見た場

合に、この今の物価高騰で、本当にそんな住

宅、市民全体というか一番下の人見てないじ

ゃないですか。低所得者の人を見てないじゃ

ないですか。全体を見るんだったら、そのこ

とも大事だろうと。しかし、この市営住宅の

ことについても、減らし続けて100倍にもな

っている現状を、何か共産主義国家がどうや

こうや言いましたけども、今の桜ケ丘の住宅

見てくださいよ。市営住宅をほったらかしに

して、もう新自由主義の哀れな末路ですよ。

その姿が自分の住んでる灘区でもあるのに、

そういうことについて全体を見ると言うんだ

ったら、当然そこの対策も必要だろうと言わ

れたときに、関係のないよその国のことを持

ち出すというのは、本当に真面目な議論とは

言えないと思います。これはもう結構です。 

  最後の問題に移りたいと思います。 

  老朽インフラの問題について移りたいと思

います。 

  これは、もともと10年間で450キロをやる

と言ってたと言うんですが、結局は、物価高

騰してるのに、同じだけの予算しかつけない

ので進まなかった。今度考えてみたら、もう

ちょっと少なくていいんじゃないかという計

画になってると思うんです。端的にお示しい

ただきたいのは、物価高騰によって218億の

事業費を286億に上げたというんですが、も

ともとの修繕予定だった450キロを改築しよ

うとしたら、どれだけの事業費が必要だった

んでしょうか、お示しください。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） すみません。事業費

につきましては、全体の合計がございません

のであれですけれども、中期経営計画の管理

指標の中にその事業費は盛り込みはさせてい
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ただいてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 突然だったから、

これは申し訳なかったね。年間218億の事業

費を286億にしたということなんだけども、

当局から聞きますと、450キロをやろうと思

ったら324億かかったんだということなんで

す。悪いですけど、元の計画をやろうと思っ

ても40億円足せばできた計画なんです。 

  これもう１回だけ市長に聞きたいんですが、

先日の青年会議所の討論会で、大阪湾岸道路

の西伸部は6,000億、１兆円かかると。１兆

円という数を初めて聞きまして、そんな試算

されてるかと思ったんですが、そこには物価

高騰に対して、もう幾らでもやるぞという意

気込みで語られましたけど、この下水の事故

が全国で起こっているときに、ここにも予算

をつけるべきだとは考えませんか。いかがで

しょう。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 大阪湾岸道路の西伸部

の延伸とこの下水道の整備と何の関係がある

のかも分かりませんが、神戸市としては、老

朽管対策をしっかり行って、下水道の維持管

理をしっかりこれを行っていくというのは、

私どもの使命だというふうに考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 味口君。 

○30番（味口としゆき君） 関係あると思うん

ですよ。大型開発についてはもう湯水のよう

に予算を出す。しかしその一方で、今日はも

うやりませんけども、垂水区では木が倒れて

きたと。結局は技術職員が少なくなって予算

が足りないからそうなってる。やっぱり大型

開発よりも地域密着の公共事業への転換、こ

れを求められているということを述べて、終

わりたいと思います。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後３時15分に再開いたします。 

   （午後２時52分休憩） 

   （午後３時15分再開） 

○議長（菅野吉記君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  休憩前に引き続き一般質問を続行いたしま

す。 

  37番伊藤めぐみ君。 

  （37番伊藤めぐみ君登壇）（拍手） 

○37番（伊藤めぐみ君） こうべ未来の伊藤め

ぐみです。一般質問させていただきます。 

  まず、都心・三宮の景観についてです。 

  都心・三宮の駅前再整備が進んでいます。

今後、新バスターミナル１期ビルやＪＲ三ノ

宮駅の新駅ビルなどの新たなまちの顔が生ま

れ、神戸の玄関口として、より高質で魅力的

な景観になることを大いに期待しています。 

  特に、三宮駅周辺は、多くの市民や観光客、

インバウンドの方が訪れる、まさに神戸市の

顔となるエリアであり、神戸らしさにあふれ

る洗練された景観デザインが必要と考えます。

三宮クロススクエアなどの整備に併せて、民

間事業者を巻き込んだ官民一体の取組により、

時代に即した都市景観の形成を図るべきと考

えますが、どのように取り組まれるのか、御

見解をお伺いいたします。 

  次に、若者と女性に選ばれるまちづくりに

ついてです。 

  まず、若者定着の施策についてお伺いいた

します。 

  神戸が大学都市として魅力をさらに高めて

いくとともに、学生の市内定着を促進するこ

とを目的として、昨年から、大学都市神戸産

官学プラットフォームで神戸市が主催するイ

ンターンシップをスタートさせています。 

  学生と神戸の企業をつなげるためのこの施

策について、取組状況をお伺いいたします。

また、市内就職の実効性を高めるための工夫
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も含め、今後の展開についてお伺いいたしま

す。 

  次に、女性の多様な働き方の支援制度拡充

についてです。 

  神戸市の女性就業率は、令和２年の国勢調

査で49.6％と、政令市で下から３番目という

低さです。生産人口減少の今、女性が働く環

境づくりを積極的に行ってほしいと思います。

また、育児や介護で一旦仕事から離れても、

個人が在宅しながら起業して、個人の能力を

発揮するなど、仕事で社会とつながるきっか

けになるよう、市が応援する仕組みをつくっ

てほしいと考えます。例えば、三田市では、

おうち起業の始め方など、女性のチャレンジ

を支援する取組があります。 

  神戸市でも、男女共同参画社会を目指す中

で、女性の就業支援策に特化して、さらに施

策を充実させていただきたいと思いますが、

御見解をお伺いいたします。 

  次に、起立性調節障害の生徒支援について

です。 

  起立性調節障害の子供が増えており、10代

では１割に上ると言われています。学校に通

いたくても通えない生徒がいますが、現状、

どう把握して、どのように対応していらっし

ゃるのか。特に高校では、単位の取得が進級

や卒業に必要な条件であり、通学ができない

場合は、通信制高校へ転学せざるを得ない現

状があります。診断結果や受診状況を確認し

た上で、授業での課題の出し方や、個別の学

習支援、オンライン授業などで代替措置を可

能にするなど、高校生の学びの保障について

も支援する仕組みを構築してはいかがでしょ

うか。 

  最後に、神戸電鉄山の街駅周辺の再整備に

ついてお伺いします。 

  神戸電鉄山の街駅前は、狭小の道に踏切が

あり、３方向から車が進入してくる中、神戸

市立甲緑小学校の通学路でもあります。地域

の方々や保護者の方も、通学時間帯に安全の

ために立ってくださっていますが、雨の日や

夏休み中などの学童保育に通うときは特に危

険です。 

  現在、駅のすぐ近くに民間施工の大規模な

土地区画整理事業が行われ、新しい住宅供給

が進んでおり、今後、駅周辺道路を往来する

住民の増加も予想されます。 

  本市では、山の街駅周辺の再整備の検討を

進めているとのことですが、安全・安心確保

のためにも、早期に事業を具体化していく必

要があると考えますが、御見解をお伺いいた

します。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 伊藤議員の御質問のう

ち、まず、都心・三宮の都市景観の形成につ

きましてお答えを申し上げます。 

  都心・三宮の再整備では、海と山に囲まれ、

駅とまちが近いという他都市にはない立地条

件や美しい町並みなどの資源を生かし、駅を

出た瞬間に訪れた人が自然とまちへ誘われる

美しい港町神戸の玄関口をコンセプトとして

掲げております。神戸らしさに磨きをかけ、

公共空間と沿道建築物と、そこを訪れる人々

の活動が相互に呼応し、人が主役の居心地の

よい上質で洗練された都市景観を官民連携で

創出していきたいと考えております。 

  この実現に向けまして、公共空間と沿道建

築物が一体となった魅力的な都市空間のデザ

インを市民や民間事業者と共有するために、

令和４年６月に景観デザインコードを策定い

たしました。このコードの中では、神戸らし

い景観を形成していくために、例えば、高層

部における壁面のセットバックなどによる空

への広がりを感じさせる空間の創出や、低層

部において、沿道建築物がまちに開かれ、公

共空間と一体となったにぎわいの創出、三宮

交差点などにおける神戸三宮を印象づけるコ

ーナーデザインなどに取り組むこととしてお
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ります。 

  景観デザインコードに基づき、民間事業者

も巻き込みながら、公共事業と民間事業の総

合的なデザイン調整を図るため、都心・三宮

デザイン調整会議を設置しておりまして、都

心・三宮整備における開発につきましては、

この場で行政と民間事業者が協議を重ねなが

ら設計を進めていくことをルール化しており

ます。例えば、新バスターミナル１期ビルや

ＪＲ三ノ宮新駅ビルなどにおきましては、壁

面の位置や軒の高さ、ファサードデザイン、

公共空間と一体となった低層部のしつらえ、

建物内の公共動線の配置など、度重なる協議

の下にデザインを固めてきておりまして、完

成後は、高質で魅力的な景観形成を実現でき

るものと考えております。 

  引き続き、景観デザインコード、そして、

都心・三宮デザイン調整会議の運用によりま

して、民間事業者を巻き込みながら、時代に

即した都市景観の形成に取り組んでまいりた

いと考えております。 

  もう１つ、若者と女性に選ばれるまちづく

りのうち、女性の多様な働き方の支援につき

ましてお答えを申し上げます。 

  本市の女性就業率は、2020年、令和２年の

国勢調査結果によりますと49.6％で、指定都

市20市中18位となっております。また、30

代・40代で女性の就業率が低下する、いわゆ

るＭ字カーブは近年緩やかになってはおりま

すけれども、依然として存在しております。 

  生産年齢人口が減少していく中、神戸市の

持続的な成長のためにも、育児や介護などで

一時的に離職した女性が、起業や再就職、キ

ャリアアップなど、個人の希望に応じた働き

方が実現できるよう、支援体制の整備に取り

組む必要があります。 

  このような見地から、本市では令和３年度

から女性活躍プロジェクトとして、女性の就

労や起業支援に特化した取組を進めておりま

す。一時保育付き女性向けコワーキングスペ

ース「あすてっぷコワーキング」もその一環

です。現在、市内３か所に設置し、起業を目

指す女性やフリーランスなどで活動する女性

の活動の場として利用していただいています。 

  特に、あすてっぷコワーキング六甲アイラ

ンドでは、運営を受託している事業者の知見

を生かして、起業家支援に力を入れて取り組

んでいます。起業に関するセミナー、交流イ

ベントのほか、実際に女性起業家として活躍

されている方に、自分の事業プランを相談で

きる相談会なども行っておりまして、起業を

目指す女性の利用が増えてきていると感じて

おります。 

  このほか、これから働きたい女性やスキル

アップを目指す女性を対象に、ＩＴスキルの

習得と、そのスキルを生かした就職や企業と

のマッチングを一体的に支援する女性デジタ

ル人材育成プログラムや、ハローワークと連

携した再就職支援にも取り組んでおります。 

  働き方が多様化する中、引き続き取組を継

続・充実させることで、働く意欲のある女性

が起業や再就職、キャリアアップなど、それ

ぞれの希望に応じた働き方が実現できるよう

な支援体制に取り組んでいきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、若者

定着の施策について御答弁申し上げます。 

  大学都市神戸産官学プラットフォームでは、

地元企業への定着を促すインターンシップ就

業体験プログラムに、令和６年度から取り組

んでいるところでございます。 

  このプログラムは幅広く多様な企業、学生

が参加しやすいよう、３つの類型で実施して

おりまして、１つには、大学の単位認定と連

動し、かつ採用選考とも連動させた単位認定

採用直結型、２点目は、受入れ企業から賃金

の支払いを受けながら、約３か月の就業体験
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を行うペイド型、３点目は学生が複数の企業

を１日ずつ訪問取材して、企業の魅力を発信

する複数企業訪問魅力発信型の３類型でござ

います。 

  令和６年度は、これら３類型合計で22社の

企業、32名の学生が参加したところでござい

ますが、多くの若者に神戸の企業に就職して

もらうためには、参加学生数や企業数をさら

に拡充していくことが必要であると考えてい

るところでございます。 

  令和６年度に参加した企業や学生からは手

厚いサポートが好評であった一方で、学生が

大学等で選考したスキルを生かすことができ、

企業にとっても一定のメリットになる就業体

験など、レパートリーを増やすべきとの意見

もあったところでございます。 

  そこで、学生の専門知識を生かしながら、

企業の抱える課題の解決に向けた取組を行う

ジョブ型類型を設けることといたしまして、

令和７年度はＤＸ、デジタルの分野での募集

を行い、応募のあった企業と学生を順次マッ

チングをしているところでございます。 

  今後も参加企業、学生のニーズや課題を的

確に把握した上で、プログラム内容や運営手

法の改善を重ねていくことで、地元企業への

就職につながるよう努力してまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、神戸電鉄

山の街駅周辺の再整備についてお答えをさせ

ていただきます。 

  山の街駅前の道路整備や駅周辺のリノベー

ションにつきましては、これまでも地域の

方々から要望があり、神戸市としましても駅

前の道路の現状については安全面などの課題

を認識しており、まずは令和３年度より、駅

前の道路改良や歩行者動線の確保などの検討

を進めてきたところでございます。 

  令和５年９月に山の街まちづくり協議会が

設立され、駅前のクランク道路の改良と踏切

の拡幅、老朽化した駅舎の改築、交番所の設

置場所の確保などを地域の重要な課題と捉え

まして、議論が進められているところでござ

います。 

  現在、協議会では地域の総意となるまちづ

くり構想の策定に向け、駅周辺の再整備の在

り方や商業環境の整備なども含めた目指すべ

きまちの将来像について、地域住民からの意

見を集約し、検討を進めているところでござ

います。 

  また、まちづくり協議会の中に、駅周辺再

整備検討部会を設置しまして、神戸市や神戸

電鉄も参画しまして、駅周辺の再整備の議論、

意見交換を行っているところでございます。 

  地域と共に検討している踏切拡幅や道路改

良等の一体的な整備を進めるためには、踏切

移設等の技術面や費用面などの課題に加えま

して、交差点改良のために駅周辺のお住まい

の皆様方に広く影響が及ぶことが想定される

など、様々な解決すべき課題を抱えている状

況でございます。 

  議員御指摘のように隣接する場所で民間施

行の土地区画整理事業により、新たな住宅供

給も進んでいることなどから、山の街駅を往

来する住民の増加が見込まれるため、駅前の

利便性に加え、安全・安心の確保を図ること

は重要だと考えています。 

  今後も引き続き、山の街駅前の整備につい

て地域と共に協議・調整しながら、事業の具

体化につなげてまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、起

立性調節障害の生徒の支援について答弁申し

上げます。 

  起立性調節障害については小学校から高等

学校までの年齢に多く見られ、症状は一般的

に午前中に強いということで、不登校を伴う



 

－63－ 

ことが多く、この診断を受ける子供が近年急

増していることは承知をしております。 

  この状況を踏まえ、学校では、生徒や保護

者からの相談を受けた場合、症状や学習面で

の不安等を聞き取り、医師の診断結果などの

客観的な情報や学校状況等に応じながら、

個々の生徒の学習の指導や生活の支援を行っ

ているところでございます。 

  代替措置でございますが、文部科学省の通

知では、高校では年間30日以上の長期欠席等

を目安に、進級や卒業に必要な単位修得のた

め、オンライン授業を実施できるとされてお

り、ただ対面授業相当の教育効果が必要とも

されております。 

  教科内容やその他状況により実施が難しい

場合もあり、本市の市立高校においても、生

徒や保護者と相談し、体調等を考慮の上、学

校の実情も踏まえながら、オンライン授業を

実施している事例もございます。 

  オンライン授業を実施しない場合でも、生

徒の状況に添って、オンラインの課題配信や

添削の支援を行うなど、生徒の授業復帰や進

級・卒業に向けてできる限りのサポートに取

り組んでおります。 

  一方で、症状や学習状況によっては、例え

ば、通信制高校のほうがよりよい学習の場と

考えられるケースも実際にはございます。そ

の場合には、学校は生徒や保護者と丁寧に対

話し、新たな進路について、これまで修得し

た単位の引継ぎが可能な学校を探すなど、何

が本人にとってよいのか、学びの継続のため、

責任を持って支援をしているところでござい

ます。 

  今後も各学校において生徒の体調や希望等

を踏まえ、オンライン授業などの代替措置や、

また進路も含め、個々の生徒にとって最適な

学習環境とは何かを検討し、可能な限り柔軟

に対応してまいりたい、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 伊藤君。 

○37番（伊藤めぐみ君） ありがとうございま

す。 

  それでは再質問させていただきます。 

  まず、起立性調節障害の生徒支援ですけれ

ども、岡山県教育委員会では、起立性調節障

害のガイドラインを策定されておりまして、

不登校の原因も様々ございますが、その中で

も、児童・生徒を支援するということで、新

たに医療的な観点からアプローチを加えるこ

とで、子供たちの社会的自立に向けた支援の

充実をガイドラインで定めております。 

  周りの生徒なんかにも少し説明をすること

によって、朝起きれないとか、サボっている

のではないかと言われがちな生徒をちゃんと

原因があるということを理解していただくな

ど、こういった取組が必要と考えますが、ガ

イドラインなどは神戸市として対応はいかが

でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 今、起立性調節障害

の子供が増えているという現状を見ましたら、

一定のガイドライン等をつくることも可能か

なと思いますが、現状においても各市立高校

においては、本当に子供たちの状況等も保護

者ともゆっくり話をしながら、その子が目指

すコースであったり科目、それから起こった

時期、実際に欠席が始まった時期であります

とか、様々な要因が子供によってばらばらで

すので、何が最適かということもしっかり考

えながら支援しておりますので、ガイドライ

ン等も検討しながら取り組んでいきたいと思

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 伊藤君。 

○37番（伊藤めぐみ君） 私の御近所のお子様

がせっかく憧れだった神戸市立の高校に入学

できたんだけれども、本当にどうしても行く

ことができずに、やむなくということになっ

てしまいましたので、ぜひ代替措置ですとか、
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生徒個々人に寄り添った学習と生活の支援を

継続して、さらに拡大していただけますよう

によろしくお願いいたします。 

  それでは再質問ですけれども、都心・三宮

の景観についてです。 

  看板など、屋外広告物がたくさんございま

すが、これはまちとしての調和や統一感が大

変重要だと思っております。 

  この近くにあります旧居留地では地元協議

会の方々が高質で洗練された広告に統一する

など、景観づくりに主体的に取り組まれてい

ます。 

  その一方、三宮駅周辺では、既存の大型看

板や少し派手だなと思うような看板などもあ

り、洗練された空間とは言い難い状況です。 

  今後、事業者と一体となって進められてい

くとのことですが、単に規制を強化するとい

うことだけではなく、事業者自らが景観に配

慮した取組を行えるように誘導していく必要

があると考えますが、未来の神戸のまちにふ

さわしい屋外広告物へと変えていくためにど

のように取り組まれるのかをお願いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 三宮駅周辺の屋外広

告物につきましては、平成15年に景観形成基

準を定めまして、規制・指導を行ってきたと

ころでございます。 

  また、三宮クロススクエアをはじめとする

三宮再整備を契機として、令和４年に建築空

間の在り方等をまとめた景観デザインコード

を策定し、事業者のサービス内容など、直接

的な表現を避けることや、使用する色の数を

抑えて、原色の組合せを避けることなど、景

観形成基準により具体化して、きめ細かく屋

外広告物の景観誘導を進めているところでご

ざいます。 

  さらに、地域のまちづくり団体等が構成す

る三宮駅前景観形成連絡協議会が地域として

望ましい屋外広告物の在り方をガイドライン

としてまとめ、民間事業者等が新たに広告物

を掲出する際は、そのデザインについて協議

を求めるなど、地域主体による景観づくりの

取組が進められています。 

  このように新たに掲出する屋外広告物につ

きましては、地域にふさわしいデザインへの

誘導が進んでいると考えてございますが、既

に掲出している屋外広告物の中には、議員御

指摘のとおり派手な看板や統一が図られてい

ない看板も見受けられるものでございます。 

  そのような看板の改修を事業者に促すため

には、三宮駅周辺にふさわしい屋外広告物の

在り方を共有するとともに、事業者の景観に

配慮した取組を支援することが重要だと考え

ています。 

  その一環として、良好な都市景観の形成に

資する屋外広告物の整備や改修を行う場合に

は、費用の一部を助成する制度を設けており、

具体的には広告物の移転・撤去に伴う外観意

匠の整理や高質化などに対して助成を行って

いるところでございます。 

  屋外広告物は、景観形成において重要な構

成要素であることは認識しておりますので、

今後も地域団体とも連携しながら、民間事業

者に適宜助成制度の活用を働きかけ、神戸の

玄関口にふさわしい良好な景観づくりを推進

してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 伊藤君。 

○37番（伊藤めぐみ君） 既存の掲出物を移転

する際の助成などもございますが、せっかく

の都心・三宮が大きく変わるチャンスですの

で、ぜひ主体的に取組を誘導していただくと

いうか、一緒に協議をしていただきたいと思

います。 

  また、新神戸トンネル箕谷の出口に看板が

たくさん掲出されておりまして、玄関口とし

てどうなのかということで、まちの美観とい

うことについては、これからも様々な視点で
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御提案いただきたいと思うのですが、市長は

これについていかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 新神戸トンネルの出

口、箕谷インター周辺の幹線道路に様々な広

告物が掲出していることは前から課題だと思

っています。 

  色使いも原色の組合せがあったりして、周

辺の環境に調和したものではないということ

も認識してございまして、屋外広告物審議会

という中で有識者の方の御意見等を伺いまし

て、例えば、看板を共通にして看板の枚数を

減らすとか、色合いにつきましても、ある程

度落ち着いた色を配色するなど、そういった

内容を取り決めて、今、実際につけておられ

る看板事業者と様々な協議をして改善に取り

組んでいるところでございます。 

  今まだ途上ではございますが、しっかり引

き続きそういった取組を進めていきたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 伊藤君。 

○37番（伊藤めぐみ君） そこに住んでおりま

したら、もう見慣れてしまいまして、あまり

変だとも思わなかったんですけれども、やは

り美観というものを損なわないまちづくりを

進めていただきたいと思います。 

  若者定着の施策についてですけれども、

様々なインターンシップを取り組んでいらっ

しゃるということです。 

  歴史ある、由緒ある原田の森に新たな大学

誘致も決定しておりまして、これも大きなチ

ャンスとして生かしていただきたいと思いま

す。 

  例えば、東京や大阪で就職するよりも神戸

市で就職することにメリットがあると思える、

そんな施策を実施できないかと思っています。 

  この産官学プラットフォームが中心となり

まして、市内の大学とさらなる連携を強化し、

例えば、各大学のキャリアサポート室との情

報交換を進め、地元企業との橋渡しをして、

学生の市内就職をさらに進めていくべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 学生の市内就職を促

進するためには、新規学卒時の就職先のみな

らず、転職を考える際の選択肢にもなるよう

に市内企業の魅力や認知度を高める必要があ

るというふうに考えているところでございま

す。 

  そのため、市内企業の情報や神戸市で働く

魅力を動画で配信するほか、大学のキャリア

サポート室とも連携いたしまして、大学構内

や産官学の交流拠点であるＫＯＢＥ Ｃｏ 

ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＣＥＮＴＥＲで企業説明

会なども開催をさせていただいているところ

でございます。 

  また、企業誘致におきましても現在進捗し

ております都心・三宮再整備事業によりまし

て、新たに供給される高品質かつ大型のオフ

ィス床には、若者の関心が高い企業に立地し

てもらえるよう、ビルオーナーとも連携して

努力してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

  さらに就職先の福利厚生として、住宅手当

の充実を望む若者も多いことに着目いたしま

して、昨年度より市独自で住宅手当の上乗せ

補助を行っておりまして、この制度の開始に

よりまして新規採用者の方々にも御活用いた

だくなど、若者の市内雇用定着に寄与してい

るものと考えているところでございます。 

  この若者の市内就職を推進するためには、

市内大学の協力が不可欠だというふうに考え

ております。 

  そのため、大学都市神戸産官学プラットフ

ォームの枠組みを活用いたしまして、神戸市

と大学、市内企業が一丸となって学生の市内

就職を実現してまいりたいと考えてございま
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す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 伊藤君。 

○37番（伊藤めぐみ君） 私もキャリアサポー

ト室というところで働いていたことがありま

して、学生の皆さんは、もう１回生のときか

ら、どういうところに僕は就職できるんだろ

うか、どういうところが向いているのだろう

かとすごく真面目に考えてるんですよね。 

  大学の中で充実した時間を過ごした後は

様々なところに挑戦されるわけですけれども、

やはり新たにできております産官学プラット

フォームをもっともっと有意義に活用されま

して、もう早いうちから学生さんとつながり、

神戸市の学校で学んだことを誇りに思い、神

戸市の中の中小企業、様々な企業ございます

ので、そこで就職することが大きな選択肢の

１つとなるように働きかけと連携をしていた

だきたいと思います。 

  また、新卒時だけではなく、一度就職で神

戸を離れてしまった若い人たちもたくさんい

らっしゃいます。ＵターンですとかＩターン、

Ｊターンを支援する制度をもっともっと拡大

していただきたいなと思っております。 

  生まれ育ったこの神戸にもう一度帰ってき

たいと思ってもらえるような取組をぜひお願

いしたいと思いますが、このＵターン、Ｉタ

ーン、Ｊターンなどの支援の拡充については

どのようにお考えでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 神戸市でも一度神戸

市を離れた方々が再度、神戸市を希望された

場合に入っていくリボルビングドアと一般的

に言われておりますけれども、そういった制

度も拡充させていただいたというところでご

ざいます。 

  いずれにいたしましても、労働力が大変不

足してきた時代の中におきまして、優秀な

方々を神戸市内に取り込んでいくというのは

大変重要な課題でございます。 

  そのためには、Ｕターンだけではなくて、

Ｉターン、Ｊターンというところも大変重要

でございますが、制度を拡充する場合にはや

はり市内企業との連携というのがこの市の事

業の支援策だけではなかなか実現することが

できませんので、市内企業とも連携しながら

どういった施策が効果的なのかということを

研究させていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 伊藤君。 

○37番（伊藤めぐみ君） なぜ若者は地元を離

れるのか。地方に帰りたくなるまちの条件と

しまして、この一般社団法人未来政経研究所

というところがまとめていらっしゃるんです

けれども、まずは地元企業とのインターンシ

ップや就業体験の常設化、これがもう常に開

かれてるということ、２つ目が、Ｕターン、

Ｉターン、Ｊターン向けの奨学金の返還支援

の制度があること、新卒者だけではなく、戻

ってくるときにも奨学金の残債がまだ残って

いる人たちへの支援の強化です。 

  そして３つ目が空き家を利用したお試し住

宅など、戻ってくるに当たってもいきなりエ

リアを決めかねる場合などはお試し住宅が市

内各所にある、そんなふうにもう至れり尽く

せりで神戸市は本当に若い人たちにたくさん

働いてほしい、住んでほしいということをし

っかりと挑戦していただきたいと思います。 

  神戸で学ぶ若い人たち、そして神戸で生ま

れ育った方々がふるさと神戸に愛着を持って

戻ってきてくれるような政策の充実をよろし

くお願いいたします。 

  それでは、女性の多様な働き方について、

あすてっぷコワーキング神戸のことなんです

けれども、私も先日視察させていただきまし

て、これは無料で保育ができ、無料でコワー

キングスペースが利用できるという本当に画

期的な場所だなと思いました。 

  それで思うんですけれども、六甲アイラン
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ドにもでき、学園都市にもあり、神戸のとこ

ろにもあるんですけれども、働く女性や働き

たい女性、たくさん市内にはいらっしゃいま

して、都心への距離があるエリアにおいて、

職住近接を実現する意味からも、またたくさ

んの方々にこういう利便施設を提供していた

だけるように、北神地域にもこのコワーキン

グスペースの開設をしていただきたいと考え

ますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） このあすてっぷコステ

ップワーキングは全国的にも注目されており

まして、先日も石破総理に男女共同参画セン

ターの中にある施設を御視察いただきました。 

  女性の就労支援に効果があるのではないか

というふうに思っております。 

  六甲アイランド、つまり東部に設置し、そ

れから学園都市、西部につくりましたので、

次に４か所目をつくるとすれば、やはりこれ

は北部ではないかというふうに思います。 

  どこに設置をすれば、利用促進につながる

かを考えながら、市北部エリアへの設置に向

けまして、前向きに検討させていただければ

と存じます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 伊藤君。 

○37番（伊藤めぐみ君） 前向きな御答弁あり

がとうございます。 

  やはり交通の利便性と子供を連れて通うと

なると、駅から近いですとか、様々な条件が

ありますが、よろしくお願いいたします。 

  私が提案しましたおうちでの起業の始め方

なんですけれども、神戸市全体としては開業

支援コンシェルジュというものがございます

が、多分ずっと職業から離れておりましたら、

これは少し敷居が高いかなと思いましたので、

ぜひ取り組みやすいこういうコワーキングス

ペースで働くことの紹介、そしてまたここで

は横のつながりができるんですね。 

  コミュニティマネジャーという方がいらっ

しゃいまして、利用者同士の横のつながりも

あり、お互いの仕事ぶりを紹介しながら、そ

こでまたネットワークができるというのが本

当に大きな強みだと思いますので、このコワ

ーキングの取組をさらに拡大していただきた

いと思います。 

  そして、保育のことなんですけれども、６

か月のお子様から就学前のお子様まで幅広く

無料で預かっていただけるという画期的なも

のですので、孤独に自宅内で子育てだけをし

ていらっしゃる方にもこの情報がさらに届き

ますように、そして、もう保育の枠がいっぱ

いでスペースを広げたりとか、２つ目の保育

スペースが必要と言われるぐらいに女性が社

会にもう一度進出するための足がかりをしっ

かりと支えていただきたいと思います。 

  最後に神戸電鉄の山の街駅周辺の再整備も

住民の皆様と御協力して進めていただきたい

と思います。 

  そして、大池の駅前なんですけれども、こ

ちらも駅舎が大変美しくなり、イベントスペ

ースもできましたが、その場所にある駐輪場

が大変狭くて、子育て世代の方の子供乗せ自

転車がもういっぱいで、朝来られても停めら

れないんですね。 

  子育てを応援する神戸市としては本当に困

ってしまいますので、無料の駐輪スペースで

すけれども、子育ての方が優先して停めれる

ですとか、また新たに設置ができないか、台

数を増やせないかの改善をしていただけます

ように要望しまして、終わらせていただきま

す。 

  今後も久元市長のさらなるリーダーシップ

と神戸市が選ばれるまちとして発展していく

ことを願っております。ありがとうございま

した。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  次に、56番村野誠一君。 

  （56番村野誠一君登壇）（拍手） 
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○56番（村野誠一君） 新しい自民党の村野誠

一です。 

  それでは、一般質問をさせていただきます。 

  まずは、高校生等通学定期券補助金につい

てお伺いいたします。 

  高校生等通学定期券補助制度について、令

和６年度は、２万820人からの申請があり、

うち神戸市スマート申請システムいわゆるｅ

－ＫＯＢＥでの申請が99.6％と聞いておりま

す。 

  一方で、補助金の申請が一旦完了したにも

かかわらず、申請内容を確認する神戸市から

のメールに気がつかず、申請期限を過ぎてし

まい、不交付決定を受けたという方から、８

月に相談を受け、この間、こども家庭局とや

り取りを続けてまいりました。 

  同様の事情等で補助金を受け取れなかった

方は何人おられるのでしょうか。 

  本区役所での各種申請に関する事務処理に

ついて確認したところ、各種申請で、市民の

記載が不十分であった場合、手続が完了する

まで職員が寄り添って対応していると聞いて

おり、時間切れです、諦められてくださいと

の対応はしていないと聞いております。 

  高校生等通学定期券補助制度は全国初高校

生通学定期無料、皆さんの未来への選択を応

援したいと銘打っており、そもそもの申請要

件を満たし、申請の意思を示している方につ

いては、可能な限り市民に寄り添い、補助金

を交付するように対応すべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

  次に、ＪＲ須磨海浜公園駅のエスカレータ

ー設置についてお伺いいたします。 

  度々聞かせていただいておりますけれども、

直近では本年２月の本会議において、ＪＲ須

磨海浜公園駅南側のエスカレーター設置の方

向性について質問させていただいたところ、

既存階段内に上りのエスカレーターのみを設

置するということで、令和８年度末の完成を

目指すとの答弁がありました。 

  一方で、地元の自治会やふれあいのまちづ

くり協議会は、上りだけのエスカレーター設

置には納得しておらず、下りのエスカレータ

ー設置も求めております。 

  事前に建設局に聞いたところ、下りを設置

する案では費用がかなりかかると、それから

工事は夜間になって３年かかるとお聞きしま

した。 

  ただ、エスカレーター設置による便益は、

今後ますます進展する高齢社会の中、観光客

や市民等、広く駅を利用する者が将来にわた

って受益するものであり、市債を発行して財

源を確保し、未来を見据え、上下双方のエス

カレーターを設置するべきであると考えてい

ます。 

  久元市政では、地域の玄関口である鉄道駅

の利便、美装に力を入れていると認識してお

りますが、神戸市の道路との位置づけになっ

ているこのＪＲ須磨海浜公園駅の急勾配の長

い階段については、今後も下りのエスカレー

ターの設置はしないという方針であるのか改

めてお伺いをいたします。 

  次に、しあわせの村の無料シャトルバスに

ついてお伺いをいたします。 

  地下鉄妙法寺駅としあわせの村を往復する

無料シャトルバスが本年５月、突然減便とな

り、今までは１時間に１本だったバスが２時

間に１本となりました。 

  需要があり、これまでも乗客の積み残しが

あったとも聞いておりますが、高齢者の方、

障害者の方もそうですけど、バスに乗車でき

なかったり、先日私も朝見に行ってきて、動

画を撮ったり、写真を撮ったりしてきました

けれども、８時50分出発のバスが乗れないと

困るので、もう皆さん早い時間帯から高齢者

の方がずらっと並んでおられました。 

  乗車するための発車時刻よりも相当前から

並ばなければならなかったり、しあわせの村

自体の利用を諦めたりと、先ほど申しました

とおり、高齢者、障害をお持ちの方等に負担



 

－69－ 

や悪影響があります。 

  神戸市はバスの運行はしあわせの村の指定

管理者の自主事業としておりますけれども、

これまでバス２台で運行してきたところを、

車の寿命によって１台での運行を余儀なくさ

れております。 

  マイクロバスの更新ができていない原因と

して、昨今の物価、人件費が高騰しているに

もかかわらず、指定管理料が据え置かれてい

ること、平成29年から始まったしあわせの村

あり方検討会の立ち上げに伴い、民間事業者

の指定管理期間を暫定で２年とし、随意契約

を今日まで何回も繰り返してきたことで、バ

スを購入しても短期間での投資回収は難しく、

先行きが不透明の中、事業者が新たな投資を

ためらったと考えられること、さらに、発注

者と受注者の関係から、指定管理者である民

間事業者が本市へ意見や提案することをため

らい、自主事業継続のための適切な協議が行

われてこなかったことが考えられます。 

  神戸市は施設の在り方を長年にわたって検

討しておりますが、この間、市民サービスの

向上はおろか低下を招いております。 

  市長はこの現状をどのように考え、今後対

応していくのか、お伺いをしたいと思います。 

  市民からの署名も預かっており、もう既に

建設局には手交済みでありますけれども、こ

のシャトルバスの便数が今後戻ることがある

のか、それについても併せてお伺いいたしま

す。 

  次に、わたしから神戸市への提案制度につ

いてお伺いいたします。 

  わたしから神戸市への提案制度は、市政に

関する幅広い市民の声を把握し、市政への反

映を図るために令和元年度から始まったもの

であります。 

  以前は、市長への手紙という制度で行われ

ており、市民の声を市長に直接届けられる制

度となっておりました。 

  制度変更により、提案・意見に対して、各

所管課が回答するという形になり、市長が市

民から、より遠い存在になったと感じている

市民は多くおられます。 

  また、本市に提案・意見を寄せた市民から

は、所管課から回答があるのみで、一向に改

善が図られない、反映されないという声も聞

いておりますが、市長は市民からの提案を把

握されているでしょうか。 

  この市民からの提案・意見のうち、一体何

件、市政に反映されたのでしょうか。 

  市民の提案や意見がないがしろにされ、市

政へほとんど反映されない、制度が形骸化し

ているのではないかと危惧をしておりますが、

御見解をお伺いいたします。 

  最後に要望させていただきます。 

  公文書管理についてであります。 

  先日の決算総括質疑において、私から公文

書作成時の正確性を確保するために、国のガ

イドライン同様の取扱いにすべきとの指摘に

対し、今西副市長からは、コンプライアンス

条例には、職員は不実、または虚偽の記載は

してはならないと条例で定めてあるので、記

録の正確性は十分に確保されているとの答弁

がありました。 

  しかし、条例に定めてあれば、職員は不実、

虚偽の記載をしないのか。 

  ではなぜ、久元市政において毎年数多くの

懲戒処分者が出ているのか。この職員の方々

はやったら駄目ですよと決まっていることを

やったから市は処分されているのではないで

しょうか。 

  不実、虚偽の記載をしてはならないと書い

てあるから、職員は不実や虚偽の記載をしな

い。だから記録の正確性は確保されていると

の理屈には無理があり、論理が破綻しており

ます。 

  また、職員と議員を含む外部の人がやり取

りした場合、議員を含む外部の人が記録を確

認することができる制度だから、正確性に問

題はないとの答弁についても、議員も含め、
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外部の人が毎回職員とのやり取りに今日のこ

のやり取りの全て記録を出してください、そ

んな確認など現実的には行われておりません。 

  現行の制度は、職員の記録を、議員を含む

外部の人が確認をせず、その記録に不実や虚

偽があったとしても公文書となります。 

  公表される公文書は正確でなければならず、

不実や虚偽を含んだ記録文書が公文書として

正当化されてはなりません。 

  公文書の正確性の確保、在り方については、

国の行政文書の管理に関するガイドラインの

改正の趣旨、目的を踏まえ、神戸市において

も同様の取扱いにするよう改めて強く要望さ

せていただきます。 

  以上、４問よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 村野議員の御質問のう

ち、私からは、高校生等通学定期券補助金の

不交付決定とされた場合への対応につきまし

てお答えを申し上げます。 

  市内無料化の制度拡充を行った令和６年度

の申請者数は２万820人となっておりまして、

令和５年度、これは799人でしたけれども、

大幅に増加いたしました。そのうち２万490

人に交付を行いました。 

  補助要件に該当せず、申請を取り下げた方

が50人いらっしゃいまして、これを除きます

と、交付できていない状態となっている方は

280人です。 

  審査上、申請内容に不備や確認したい項目

があった場合に、複数回にわたり、ｅ－ＫＯ

ＢＥからのメールで再申請をお願いしており

ますが、期限までに返事がないなど、不備を

解消できなかった場合に交付できない状態に

なっているわけです。 

  交付できていない方には、改めて一定の期

間を取って再申請を御案内し、内容の不備が

解消できれば補助金を交付したいと考えてお

ります。 

  令和７年度の運用といたしましては今後開

始する令和７年度分の補助金交付に当たって

は、令和６年度に起きたこういう課題を踏ま

え、できるだけ市民の申請や審査の負担軽減

につながるよう、入力項目数の削減による申

請フォームの見直しや入力ガイドの充実、不

備があった場合の通知方法の事前周知の徹底、

例えばメールに加え、ＳＭＳでも通知をする

など改善に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、わた

しから神戸市への提案について御答弁を申し

上げます。 

  わたしから神戸市の提案は、神戸市政をよ

りよくするために市民から提案意見をお寄せ

いただく制度でありまして、市民の声を市の

政策改善につなげていくことを目的としてい

るところでございます。 

  年間で3,000通を超える投稿がありまして、

全体の約９割は現行の施策や行政サービス等

のさらなる改善を求めるものとなっていると

ころでございます。 

  令和２年１月に市長への手紙から、わたし

から神戸市への提案に制度を変更いたしまし

たが、これは寄せられた提案に迅速に市民に

回答するという目的で見直したものでござい

ます。 

  従来は原則として、市長決裁のため、回答

までに長ければ１か月以上の期間を要してお

りましたけれども、所管課長、重要な案件の

場合などにつきましては所管局長、副局長部

長ということになりますが、原則は所管課長

が決裁することによりまして、原則として10

開庁日以内に回答することとしているところ

でございます。 

  名称からは市長という文言がなくなっては
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おりますけれども、本市の所管外や繰り返し

の投稿以外の案件については従来どおり要旨

を市長へ報告をしているところでございます。 

  また、今年の２月からは、企画調整局と行

財政局で、第三者的な視点で内容を確認いた

しまして、さらに改善が可能と思われる項目

については、所管課に検討させているところ

でございます。 

  その結果、利用者の提案、意見を取り入れ、

改善につなげているところでございます。 

  なお、提案内容が具体的、合理的で手続や

制度を見直すことにより、市政の改善につな

がるものにつきましては、回答内容だけでな

く、背景や方向性などを含めた報告もしてい

るところでございます。 

  御指摘の件数及び内容に関しましては、回

答時点における既に実施改善済み、実施改善

予定の件数を把握しているところでございま

す。 

  令和６年度におきましては、既に実施・改

善済みが460件、実施・改善予定が286件とな

っているところでございます。 

  ただ、この市民への回答時点で実施改善予

定としているものにつきましては、その後、

実際に改善を行ったのか、どのような改善を

行ったのかについては把握できていないとい

う状況でございます。 

  引き続き本市として市民の声をしっかりと

お聞きし、迅速な改善につなげていくことで、

市民に寄り添った市政を運営してまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは２点、お答

えさせていただきます。 

  まず最初に、須磨海浜公園駅のエスカレー

ターの設置について回答させていただきます。 

  須磨海浜公園駅のエスカレーターにつきま

しては、須磨シーワールドの整備に伴い、駅

と須磨海浜公園へのアクセス向上のため、駅

と須磨海浜公園を結ぶ若宮５号線の歩道整備

や、歩行者滞留空間の確保、信号現示の見直

し、案内サインの設置を行うとともに、駅南

側階段へのエスカレーター設置の検討を進め

てきたところでございます。 

  上りエスカレーターの設計は完了してござ

いまして、現在工事発注に向けた準備を進め

ているところでございます。 

  議員御指摘の双方向のエスカレーターの整

備につきましては、様々な検討を行ってまい

りましたが、既存の階段内では１基分のエス

カレーターしか設置ができず、もう１基分の

エスカレーターの整備を行うには、既存階段

の外側に設置する必要が生じます。 

  また、当該箇所はＪＲの軌道に近接してお

り、ＪＲの重要施設がある東西には建物があ

るなど施工条件に厳しい制約がございますの

で、既存階段の外側にエスカレーターを整備

することは、構造上困難でございます。 

  仮に、これらの構造上の課題が解決できた

にしても、下りエスカレーターの場合は、エ

スカレーター下の滞留空間不足により人命に

影響する重大な安全上の課題があることをシ

ミュレーションにより確認しており、現状で

は下りエスカレーターを設置することはでき

ないものとなってございます。 

  このように様々な検討を行ってきた結果、

既存階段に上りエスカレーターを設置するこ

とが事業効果を早期に実現させる対応であり、

令和８年度末の完了を目指して着実に事業を

進めてまいりたいと考えてございます。 

  なお、将来的には周辺の建築物の更新や、

市の所有地の土地利用の見直しが生じた際に

は、その時点で利用者ニーズを精査し、改め

て下りエスカレーターについて判断してまい

りたいと考えてございます。 

  もう１点、しあわせの村の無料シャトルバ

スの件につきまして回答させていただきます。 

  しあわせの村無料シャトルバスにつきまし

ては、北須磨団地、妙法寺駅、鈴蘭台駅との
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間で運行しており、市から指定管理業務では

なく、指定管理者が温泉健康センターの集客

策として自主事業により運営しているもので

ございます。 

  これまで２台で運行してございましたが、

１台が老朽化により運行ができなくなり、本

年５月７日から運行便数を縮小して、１台で

運行しているところでございます。 

  平成元年に開村しましたしあわせの村は、

今年で37年目となり、全体的に施設の老朽化

や利用者が固定化している施設も見られ、今

後はさらに維持費の増加が見込まれる状況が

ございます。 

  令和元年度にしあわせの村リニューアル検

討有識者会議などで議論してまいりましたが、

新型コロナウイルス感染症の発生以降、しあ

わせの村を取り巻く環境は急激に変化してき

ており、これからの社会状況にふさわしいし

あわせの村の魅力向上や、持続可能な運営と

いった視点で今後の方向性を検討進めている

ところでございます。 

  指定管理期間につきましては、標準指定期

間５年の公募とした場合、期間途中に指定管

理業務の内容が大きく変化する可能性が高く、

将来予測が困難な現状では、応募事業者から

提案を受けることが難しいため、２年間の非

公募としていたものでございます。 

  昨今の物価や人件費の高騰、２年間の随意

選定が続いてございますが、適宜、本市との

間で施設の運営について協議しており、適正

な指定管理料の下、適切な運営をしていただ

いているものでございます。 

  このたびの減便は、指定管理者が施設全体

の経営を踏まえて決定したものではございま

すが、ほかに複数の路線バスによるアクセス

が可能であることから、市民サービスの大幅

な低下は生じていないと考えているところで

ございます。 

  このため、神戸市がバスを所有し、運行す

ることは考えてございません。 

  指定管理者には今後も引き続き施設全体の

良好な運営を図るとともに、現在運行してい

るバスを引き続き安全に運行されるように協

議してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村野君。 

○56番（村野誠一君） それでは再質問させて

いただきます。 

  思ったよりも前向きな答弁も少しありまし

たのでありがたいと思います。 

  まず、このしあわせの村のシャトルバスで

すけど、先ほどおっしゃったように、あり方

検討会をずっと長いこと続けてきて、本来だ

ったら５年の指定管理を２年にしている、だ

から、事業者は将来を見据えた投資ができな

いということです。 

  前に私、委員会でも申し上げたけれども、

特に建設局がここの施設を所管しているわけ

だけれども、キャッシュレスについても、例

えば、このバスについても民間事業者でやり

なさいよというから全く進まないんですよ。 

  指定管理料はこの間、若干、エネルギー高

騰の部分で見てる部分はありますけれども、

最賃がかなりどんどんどんどん上がってはい

るけれども、指定管理料というのはほぼほぼ

横ばいになっていると、現場の事業者として

は大変厳しいですよ。その中で、キャッシュ

レスもやれ、自主事業も継続しろ、皆さん方、

低下はしてないと言うけれども事実上、低下

してますよ。だからその辺はちょっと市民目

線と違うんかなと思いますね。私は直接、皆

さんから困っていると聞いてますし、見てま

すから、これは明らかに市民サービスは低下

しています。利用された方からすると１時間

１本が２時間１本になるわけですから。 

  事業者は議会に上げてきた指定管理の提案

のときには、自主運行バスしますとなってい

るんです。ただし、ゼロになってませんから、

確かにまだ自主運行は続いてますということ

になるけれども、明らかに議会が承認したと
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きの便数からは低下してるわけですから、ど

う考えても市民サービスが低下しているとい

うふうに考えるのが一般的ではないかなと思

います。 

  私はとにかく指定管理料が今後見直されて、

事業者にゆとりができて、自主事業をやって

いただけるんだったらそれでもいいかも分か

りませんけれども、しかしやはりこの指定管

理というやり方は、10年、20年という長いス

パンで指定管理を取るようなところもありま

すけれども、やはりよく分かってますよね、

公園緑化協会とかでも、随契やりますからね、

長いこと。それはなぜかっていうとやっぱり

長期の投資ができないからですよね。 

  今、マイクロバス購入すると結構な値段な

んですよ。マイクロバスを購入して将来、ま

た指定管理切られるかも分からない、どうな

るか分からないというと、投資を回収できま

せんから、やはりそれは判断としてはなかな

かしづらくなるだろうと。 

  だから、やはり足を確保するというのは、

施設自体は神戸市の施設ですから、そういっ

た意味では、足の部分も、そりゃ便利なとこ

にあるんだったらいいですけれども、便利で

ないところにあるわけですから、その辺はも

うちょっと責任を持って、当事者意識を持っ

ていただきたいというふうに思います。 

  だから私としては、マイクロバス、ほかの

局でも無駄な事業たくさんありますけれども

補助金出して、須磨海岸でももう全然乗って

ないようトレイン走らせてますけれども、補

助金2,000万出して。それこそこういうとこ

ろに１台でもマイクロバス購入してあげたら、

市民や高齢者、障害者の方々、もっと有意義

に利用して、フレイル予防でしあわせの村活

用していただけるんではないかというふうに

思いますので、しっかり検討していただきた

いということ、何かしらの今までよりも改善

を検討していただきたいということをお願い

しておきたいと思います。 

  もう１つ、これは再質問です。今のはもう

要望ですけれども。 

  わたしから神戸市への提案ですけれども、

市長、答えていただけるかどうか分からない

けれども、市長はこの提案、たくさんいろん

な提案があるわけですけれども、それを全て

詳細に見ておられるか分かんないけれども、

どういうふうに感じておられますか、皆さん

一生懸命自分たちで考えて提案されるわけで

すけれども、市長が答えていただけるんやっ

たら市長の意見を聞きたいのと、それと、や

はり回答が大事なんですね、改善したか。先

ほど今西副市長が460とか286とか、ただ具体

的に実際に改善されたかどうかまでは把握し

てませんということでしたけれども、まずは

やはり市民が提案をしてきたことを役所側が、

制度ですから、制度ですからと、結局ゼロ回

答みたいなものをしてたら、それこそ意味が

ないわけです。形骸化してしまうわけですね。 

  市長は口を酸っぱくしてやめる、減らす、

変えるとか、これは職員の仕事についておっ

しゃってるかも分かりませんけれども、しか

し変えると、やはり今までの考え方ではない、

市民からの提案でなるほどなと、これはやは

り今の時代に合ったものに変えようと、そう

いうようなスタンスで各局が回答を出さない

と、ただ、もう機械的に回答を出して、現状

の制度ですから、現状はこういう制度ですか

ら言うてゼロ回答ばっかり繰り返しとったん

では、市長には直接届かないし、各課から返

ってきたって何にも改善されへんと、これ市

民には不満しか残りませんね。 

  つくば市がＡＩを活用して、市民の声とい

うものを分析して市政に生かしていく、これ

も本来市政に生かしていくというための制度

ですけれども、もっと違う形で生かしていた

だきたいというふうに思うわけですけれども、

市長いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 
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○市長（久元喜造君） 村野議員がおっしゃっ

ていることは理解できる面があります。 

  今、どうしているかと言いますと、変えた

のは、やっぱり１件１件市長の決裁を取って

いくのは実際問題無理だったわけです。 

  ですからこれを先ほどの御答弁のとおり改

善したわけですが、提案された内容につきま

しては、要旨は全て私も見ております。ただ、

回答につきましては、私は把握しておりませ

ん。 

  ですからどういうような提案があるのかと

いうことについては理解しておりますが、そ

の中のかなりの部分は個別事項、例えば、多

いのは区役所とか建設事務所とか、あるいは

水道局の事務所などに行ってこの職員の対応

が非常に悪かった、非常にぞんざいな口の利

き方をされたとか、明らかに職員のミスなの

に返事がなかったとかっていうのがかなりあ

ります。職員対応につきましては、やはり改

善していかないといけないので、これは１件

１件きちんと改善後、一体実態はどうだった

のか、単なるクレームなのか、あるいは市民

の皆さんの意見というものに理があるのかっ

ていうことを１件１件精査してくれるように、

そして全体的な改善状況につきましては、ま

とめて市長、副市長会議で報告を受けるとい

うふうにしております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 村野君。 

○56番（村野誠一君） 繰り返しになりますけ

ど、提案の中身いろいろありますけれども、

やはりその回答が重要です。やはりこれは市

民目線で見て変えるべきだろうというもの、

これがやっぱり原課だけの判断では、今まで

どおりの制度ですからということで回答する

ということがありますから、その辺の工夫を

今後していただきたいということをお願いし

ておきたいと思います。 

  そして最後に、例えば、こういう提案もな

された方がいらっしゃいます。サマータイム

の導入です。 

  市長は夏季の熱中症対策、物すごく力入れ

ておられますけれども、高齢者が運動する、

夏季も継続して運動するためには、総合運動

公園とかしあわせの村とか野外の運動施設の

サマータイム制度を導入して、暑くならない

時間帯に継続して体を動かせるようにしてい

ただけないか、こういう提案も具体的にこの

制度にのっとってされています。 

  ぜひこういういい点――私は市長じゃあり

ませんから、決裁権者じゃありませんけど、

大変いい提案だなというふうに思います。 

  こういうものを例えば、局が制度ですから、

制度ですからで返すんではなくて、やはり今

の時代、これだけの熱中症という危険な状態

が続いてますから確かに涼しい時間帯、高齢

者、朝早くにウォーキングしたりしますよね。

そういった意味で、今の時代に合ったものに

やっていただきたい。 

  この方が提案した内容も実現されるように

祈っておりますけれども、ぜひ実現していた

だければと思います。 

  以上です。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  次に、15番川口まさる君。 

  （15番川口まさる君登壇）（拍手） 

○15番（川口まさる君） 躍動の会の川口まさ

るです。 

  発言通告書のとおり、一般質問をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

  大きく２点についてお伺いいたします。 

  まず１点目、道路・公園等の適正利用につ

いてお伺いいたします。 

  近頃、県庁周辺において拡声機を用いたデ

モ活動が行われています。かなりの騒音にな

っていて、近隣にお住まいの方においては継

続的に迷惑をこうむっていると聞いておりま

す。 

  一昨日には歩道橋デモの参加者と見られる

人たちが、記者と見られる通行人に対して、
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罵声を浴びせつつ、つきまとっていたとも聞

いております。 

  歩道橋の近くには小学校もあり、下校中の

小学生に及ぼす影響や、その恐怖を考慮する

と、デモ活動は近隣住民の平穏な生活を脅か

しているように見受けられます。 

  また、本年５月25日に開催された東遊園地

を起点としたデモ行進についても、公園内に

おいて、拡声機を用いた示威行為を行うなど、

一般利用者に多大な迷惑をかけている様子が

ネットに投稿された動画等から確認できます。 

  表現の自由は最大限尊重されるべきですが、

それは他者に著しい迷惑を及ぼすことのない

ように表現活動を行うことが前提です。 

  先ほど述べたいずれの事例においても、一

般の方の通行や利用が制限される事態になっ

ているように思いますが、管理者たる神戸市

としては、これらの状態をどのように認識し

ていますでしょうか、御見解をお伺いいたし

ます。 

  次に２点目、外国人に対する生活保護費の

義務費的性質の有無についてお伺いいたしま

す。 

  先月の福祉局に対する特別審査において、

外国人に対する生活保護費は、義務的経費で

はないとの見解が示されました。 

  仮に何らかの事情で、歳入歳出予算が年度

開始前までに成立しない場合、地方自治法21

8条に基づき暫定予算を調製することになり

ますが、この暫定予算に含められる経費は、

義務費的性質のものに限定されます。 

  首長の提案した予算案が議会に否決された

場合だけでなく、災害等の不測の事態によっ

て議会が開けない場合にも、暫定予算の編成

となり得ますが、そういった場合、先月の福

祉局の見解に基づけば、外国人への生活保護

費は支給できないことになります。 

  他方で、今まで日本国民と同様に支給して

きた外国人への保護費を停止すれば、平等・

比例原則の観点で不適切な処分とみなされる

おそれもあります。 

  そうすると万が一、暫定予算を調製する必

要が生じたとき、地方自治体は異なる２つの

ルールの間で板挟みの状態になりますが、そ

ういった場合、市としてはどのような考え方

に基づいて、どのような対応を取るのか、改

めて御見解をお伺いいたします。 

  以上２点について、御答弁よろしくお願い

いたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから外国人

に対する生活保護費について御答弁を申し上

げます。 

  災害等の不測の事態によりまして、議会が

開かれないなど、新年度予算が成立しない事

態となる場合、暫定予算を編成する可能性が

あるわけでございます。 

  暫定予算は、地方自治法218条を根拠とし

て、通常の本予算が新年度開始までに議会で

成立しなかった場合に、行政サービスを継続

するために編成される一時的なつなぎ予算と

して編成するものでありまして、この予算は

住民生活に必要な行政サービスが安定的に供

給されるよう、最小限必要とされる経費を支

出するためのものであると考えられるところ

でございます。 

  暫定予算には義務的経費のみではなく、市

民生活に必要な経費も含めるものと考えてご

ざいまして、外国人の保護に係る経費におき

ましては、義務的経費ではございませんけれ

ども、人道上の観点から、神戸市に居住する

居住に困難な外国人世帯の最低生活を保障す

るために、市民生活上必要な予算として計上

すべきものと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは道路公園等

の迷惑行為の防止について回答させていただ

きます。 
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  県庁前のデモにつきましては、本年４月頃

より、兵庫県知事の定例記者会見に合わせて、

会見室に近い歩道橋――夕焼け歩道橋でござ

いますが、ここで拡声機を用いたデモ活動が

行われている件は承知してございます。 

  現場を確認したところ、デモ活動は基本的

には歩道橋の片側に寄って行われており、通

行空間は確保されている状態であったと認識

してございます。 

  なお、即時にトラブルに対応できるよう、

デモ活動が行われている時間帯には常に県警

が待機していると聞いてございます。 

  このように、現状におきましては、通行が

完全に阻害されている状態ではなく、また、

道路構造物が破損や損傷している状況もない

という認識でございます。 

  また、東遊園地に関しましては、本年５月

25日に開催されましたデモ開始前の集合場所

として使用されたものでございます。 

  公園管理者である神戸市としましては、主

催者から行為許可申請を受け付けまして、デ

モの集合場所や説明の場所として許可を行っ

たものでございます。 

  その後、公園の使用や手続に関する通報が

あったため、主催者に対しては事実確認を行

っております。 

  その結果、申請を上回る人数が集まり、退

出時間がかかったことで、使用時間の延長や

一般利用者への影響も一部見受けられたこと

が判明しましたので、後日、神戸市から申請

者に対して注意喚起を行ったところでござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 義務的経費の話をま

ず意見を述べさせていただきます。 

  先日10日の局別審査において、福祉局長は、

「やはり義務的経費と義務的経費でないもの

の違いはございますので、義務的経費でない

ということであれば、予算が否決されれば対

応ができないということになります」と御答

弁をしております。 

  私は理論上は福祉局長のおっしゃるとおり

かなというふうに思っています。自治法上は、

義務費的性質のものに限定される、暫定予算

において、義務的経費ではない費用は計上で

きないはずなのかなというふうな感じを持っ

ています。 

  今の副市長の答弁は福祉局長とは異なるも

のだったように感じますけれども、外国人に

対する生活保護は法律上には根拠がなくてあ

くまで行政措置として行っているものです。

これについて予算が成立していなくても、人

道的観点で支給を継続すべきなどと言い出し

たら、福祉にかかる費用は議会の承認にかか

わらず全て実行できることになってしまいか

ねないような感じがします。それではさすが

に議会の機能を実質的に損なうことになると

思います。 

  人道などという抽象的な、感情的な判断基

準を持ち出すのではなくて、法的に論理的に

考えたらどうなるのかという観点に立つよう

にお願いいたします。 

  予算案が議会に否決された場合や、災害等

によって議会が開けない場合など、想定外の

事態においてこそ、恣意的な判断の余地のな

い法律に則った自動的な措置が取られるべき

だと思います。整理しておくようによろしく

お願いいたします。 

  続いて、公園騒音についてお伺いいたしま

す。 

  まず、本年５月25日の東遊園地を起点とし

たデモ行進についてです。 

  公園の使用許可に当たっては騒音について

の数値的な基準があります。都市公園内行為

許可基準の２、内容審査、(１)行為内容、⑦

に、時間帯や用途地域によって具体的な値が

列挙されております。特に東遊園地について

は別途、内容審査を追加して記載しておりま

す。 
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  引用します。④「行為に伴う音については、

２(１)⑦に関わらず、公園と隣接地との境界

線において、各時間帯を通じて概ね70デシベ

ル以下となるようにすること」と東遊園地に

ついて分けて記載しております。 

  騒音についてこのような客観的な基準を設

けているにもかかわらず、現地確認をもしし

なければ、使用実態が許可基準を満たしてい

るかどうか分からないはずですが、許可権者

として現地において実測はしていますでしょ

うか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 公園の使用許可に当

たりましては、公園利用者の安全で快適な利

用環境を保全するため、審査基準を定めてい

るところです。 

  その１つとしまして騒音値に関する基準を

定めておりまして、例えば、音楽イベントな

どにおいて近隣への影響を抑えるために、具

体的な数値を示すことで遵守できるように設

けているところでございます。 

  公園内におきましては集会や催しなどを目

的とした使用申請、行為許可申請があった場

合は、当然申請者において音量も含めて申請

内容や許可条件を遵守するものと考えており、

本市としては、このたびの申請に合わせた現

地での音量の実測は行っていない状況でござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 許可申請を受けて、

現に申請の許可を出しているにもかかわらず、

その実態が許可基準に合致してるかどうかと

いうのは確認していないということですね。 

  今ちょっと目的の説明が最初にちょっとあ

ったんですけれども、市はほかの利用者の安

全・平穏に配慮する必要があると考えている

からこそ、公園での活動に対する使用許可申

請の仕組みを用意しているはずだと思います。 

  設定した基準を満たしているかどうかを管

理者において確認しないのであれば、公園の

利用許可申請の仕組みは意味をなさないよう

に思います。 

  許可基準の設定目的を達成するために、許

可権者として実態をしっかり確認するように

今後お願いいたします。 

  管理者の責任において、申請内容を逸脱し

た行為がないように、点検すべきだと思って

いますよろしくお願いいたします。 

  さて、本年５月25日の東遊園地を起点とし

たデモ行進について、神戸市が許可した内容

と活動の実態が大きく異なっていたことから、

県民から神戸市に対して通報があったと承知

しております。 

  その通知に対して、建設局公園部管理課は

６月10日に回答を発出しています。 

  引用します。「申請時点においては人数・

時間帯・行為内容等が審査基準に合致してい

たため、許可を出しました。しかしながら、

当日は申請を大幅に上回る人数が集まり、こ

の点について申請者に対して厳重注意を行い

ました。 

  また、予想を超える人数の増加により使用

時間の延長も確認され、一般利用者への影響

も一部見受けられました。 

  この点についても申請者に対し、今後利用

条件を守れない場合は許可を出さない旨を通

知しております」との回答です。 

  市民共有の財産である公園の使用に当たり、

仮に虚偽の申請をしたということであれば、

その団体に対して厳しく対応すべきだと考え

ます。 

  次回以降、同団体の申請を受け付けないと

いうような事後の対応ではなくて、許可権者

の責任において一般利用者の安全性を担保す

るために、即時性のある対応が必要だと考え

ますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 



 

－78－ 

○副市長（小松恵一君） 公園におけます集会

や催しにつきましては、公園使用に関する許

可を得た主催者自らが責任を持って実施する

べきものであると考えてございます。 

  申請内容に逸脱した公園の使用が確認され

た場合は、指導するとともに、より悪質なも

のについては、次回以降同団体の申請を受け

付けないという対応を行う例もございます。 

  なお、東遊園地の当日の様子につきまして

は、主催者に加え、東遊園地にある施設の関

係者にも確認を行ったところでございます。 

  その結果、退出に時間がかかったことで、

使用時間が申請時間を超えていたことが確認

できました。 

  また、主催者からは申請を上回る人数が集

まったとの報告もございました。 

  このため、申請内容と異なる事実があった

ことから、このたびは申請者に対して、再度

このようなことがないように注意喚起を行っ

たものでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） ありがとうございま

す。注意喚起を行ったという、そういう事後

の対応もいいんですけれども、即時的な対応

が取られるべきじゃないかという趣旨で申し

上げたものです。 

  進めます。なお、デモの主催者側は公園部

管理課の回答文書に反発しております。イン

ターネット上に反論を掲載しております。 

  反論文においては、「担当局の指導（厳重

注意）は事実無根の通報に基づくものであり、

受け入れるものではありません」などと述べ

ています。 

  また、「ひょうごデモ行進は申請内容に則

り適正に実施されました。虚偽通報による混

乱に対し、事実確認を怠った担当局の対応に

遺憾の意を表明します。 

  今後、同様の虚偽通報や不適切な対応が繰

り返されないよう、関係各所に事実確認の徹

底を求めます」とも主張しています。 

  デモ主催者側は不当な妨害を受けたとの立

場を取っており、公園部管理課の指導も受け

入れないなどと公言していますが、これにつ

いては建設局としてどのように認識してます

でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 東遊園地をスタート

地点としたデモに関しましては一部の方から

公園の使用状況等について通報を受けたもの

でございます。 

  主催者に加え、東遊園地内にある施設の関

係者にも確認を行ったところ、先ほど申し上

げましたように退出に時間がかかったこと、

使用時間が申請時間を超えていたことが判明

しました。 

  また人数についても、申請を上回る人数が

集まったと報告も受けております。 

  このため主催者に対して必要な注意喚起を

行ったものでございまして、その内容につい

て御理解いただきたいと考えており、市から

は市の考え方を丁寧に主催者にお伝えしてい

るところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 市が言っていること

と、この主催者側が主張している内容が若干

食い違っているんですね。 

  そこについてちょっと一旦明確にしたいん

ですけれども、公園部管理課さんが発出した

回答文書には、また予想を超える人数の増加

により、使用時間の延長も確認され、一般利

用者への影響も一部見受けられましたと明記

されています。これはまず現地において確認

はされていますでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 退出に時間がかかっ

たというところは東遊園地の施設管理者が現
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地にいますので、それは確認できてます。 

  人数は申請を上回る人数であったというの

は主催者からの報告で確認をしたところでご

ざいまして、我々がその人数を確認したとい

う事実はございません。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 私は事実関係がちょ

っと――すごくはっきりしている状態じゃな

いから、こういう感じになってるのかなとい

う心配をしてます。現状をしっかり確認した

上で適切な対応を取るように今後お願いいた

します。 

  私は現場には行っていませんが、様々な立

場の人が発表している様々な角度からの動画

等を拝見した中に、極めて粗暴なデモ参加者

の様態を確認できました。 

  市民共有の憩いの場において、たとえごく

一部だとしても、あのように拡声機を人に向

けてどなり散らすような行為があってはなら

ないと思います。 

  今後、仮に同団体から申請許可がなされた

場合、指導を受け入れないと主張している現

状を念頭に置いて、適切に対応するようにお

願いいたします。 

  最後、県庁歩道橋についてお伺いいたしま

す。 

  県庁北側の歩道橋におけるデモ活動につい

てお伺いします。 

  近隣住民は継続的に迷惑をこうむっている

と聞いております。実際どのくらいの音量な

のか、兵庫県議会の増山誠議員が拡声機から

10メートル以上離れた地点で実測したところ、

歩道橋の下で100デシベル前後、歩道橋の上

で110デシベル前後の音量が出ていたとのこ

とでした。これがどのくらいの騒音なのか、

埼玉県深谷市がサイトに公開している騒音の

目安に当たりました。それによれば、100デ

シベルについて「きわめてうるさい」と記載

されており、110デシベルについては、「聴

力機能に障害」と記載されています。 

  デモが行われている歩道橋周辺は健康を害

するレベルの騒音環境ということです。 

  県においては、下校中の小学生に与える影

響に鑑み、会見時間を変更するなどの対応も

必要になりました。 

  先日の決算特別委員会の局別審査では、

「道路管理者としての対応につきましてです

が、公道というのが自由通行が基本となって

おりますので、道路の破損や欠損など交通が

危険であったり、あるいは道路工事のために

やむを得ないと認められる場合でもない限り、

通行の禁止や制限を行うということは、難し

いということになります」との答弁でしたが、

近隣の住民の安全を守るという観点から、市

として捜査機関と連携しつつ積極的に関与す

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市としましては、

道路管理者としての対応というのがございま

す。 

  これは道路法46条に通行の禁止または制限

に係る規定がございまして、先ほども申し上

げましたが道路の破損や決壊、その他事由に

より交通が危険であると認められる場合、も

しくは道路に関する工事のためやむを得ない

と認められる場合において、道路の構造を保

全し、または交通の危険を防止するため、区

間を定めて道路の通行禁止、または制限する

ことができるということになってございます。 

  このたびのケースでは道路構造物の破損と

いう状況はなかったということは確認してご

ざいます。 

  一方で、騒音という意味では道路使用とい

う観点がございまして、道路使用や交通規制

等を定めた道路交通法というのは、これは兵

庫県警の所管となっています。 

  それに加えまして、集会や集団行進等の手

続を定めたいわゆる公安条例、これも県警の
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所管となってございます。 

  いずれにしましても県警の所管でございま

すので、神戸市としてコメントできる立場に

はございませんけれども、今後も引き続き県

警と連携して取り組んでいきたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 私は表現の自由につ

いて最大限尊重されるべきだと思っています。 

  繰り返し述べていますが、他人に迷惑をか

けない限りは、抗議活動なども排除すべきで

はないと思っています。 

  しかし第三者に深刻な害をもたらす場合、

犯罪を構成する場合は見過ごすべきではなく、

直ちに厳格な対応が必要だと思ってます。 

  神戸市において、その市民の安全を守ると

いう観点で、しっかりと現状を認識するよう

にお願いしたいと思いますけれども、市とし

て見解はありますでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市として、道路、

公園は我々が管理者でございますので、そう

いったところでの様々な集会とか、いろんな

イベント、こういったものについては我々も

しっかりとそういったところは注意しながら、

取り組んでいきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 川口君。 

○15番（川口まさる君） 分かりました。よろ

しくお願いします。 

  以上です。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  以上で一般質問は終わりました。 

  以上で９月議会の日程は全部終了いたしま

した。 

  この際、市長の御挨拶がございます。 

  久元市長。 

  （市長久元喜造君登壇） 

○市長（久元喜造君） ９月議会の終了に当た

り、一言、御挨拶を申し上げます。 

  本定例市会には、令和６年度決算及び関連

議案並びに令和７年度補正予算案、諸議案に

ついてお諮りいたしました。 

  議員各位におかれましては、１か月余りの

長期にわたり、終始熱心に御審議を賜り、原

案どおり議決をいただきました。厚く御礼を

申し上げますとともに、本会議、委員会審議

等におきまして賜りました貴重な御意見につ

きましては、その趣旨を十分に尊重し、今後

の市政運営に当たってまいりたいと存じます。 

  さて、私が市長に就任させていただいてか

ら11年10か月が経過し、私の市長としての３

期目の任期もあと１か月余りとなりました。 

  これまでの取組は、議員各位の御支援、御

理解がなければ到底成し得るものではありま

せんでした。改めて心から深く感謝を申し上

げます。 

  先般の本会議でも述べさせていただきまし

たが、３期目の就任直後より、新型コロナウ

イルスの感染拡大という震災以来、最大の危

機から、市民の命、健康、生活を守ることに

全力を注いでまいりました。 

  同時に、コロナ終息後の世界を見通し、中

長期的な見地に立った積極的な投資を実施す

るなど、神戸のまちのさらなる成長発展に向

けて取り組み、困難の中にあっても持続可能

なまちづくりを追い求め、挑戦を続けてまい

りました。 

  そして市民の長年の願いでありました神戸

空港の国際化を迎え、今神戸は、世界に開か

れたまちとして飛躍する可能性を手にしてい

ます。この好機を逃すことなく、神戸を新し

いステージに押し上げていくためには、都

心・ウォーターフロント、既成市街地・ニュ

ータウン、森林・里山の３つの再生を新たな

発想の下で取り組み、人口減少時代にふさわ

しい持続可能な大都市、新たな国際都市へと

進化させていくことが重要です。 
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  引き続き、神戸が持つ力を最大限に開花さ

せながら、ぶれることなく、未来に向かって

進んでいくことができるよう、全力で取り組

む所存です。 

  最後になりましたが、議員各位の一層の御

健勝をお祈り申し上げ、御挨拶とさせていた

だきます。ありがとうございました。（拍

手） 

○議長（菅野吉記君） 市長の御挨拶は終わり

ました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

   （午後４時47分散会） 
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